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　「ユースエール認定企業をご存知ですか？」

　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業

を若者雇用促進法に基づき、厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」とし

て認定しています。

　認定を受ければ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待されます。

　詳しくは、https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp　まで

富 山 労 働 局
ハローワーク（公共職業安定所） 





富山労働局職業安定部長

河 村 隆 秀

　令和４年度における新規学卒者の就職環境は、新型コロナウイルス感染症の影響が残る

中、求人数が前年度より増加し、本年３月末日現在における新規高等学校卒業者の職業紹

介状況については、求人倍率は３．２９倍と前年度比で０．２５ポイントの上昇、就職内

定率は９９．９%となりました。

　これもひとえに県内企業の皆様のご理解とご協力、また、各高等学校の先生方のご尽力

の賜物と存じ、厚く御礼申し上げます。

　次代の担い手である新規学校卒業者を含めた若年労働者の職業の安定と能力を最大限に

発揮できるよう支援することは、若者や企業にとってだけでなく、地域社会の活力を維持

するためにも重要なことであります。

　事業主の皆様には、心身の成長期にあって就職という人生の岐路に立っている新規学校

卒業者の定着・育成に十分ご配慮いただくとともに、来たるべき少子化による若年労働力

不足の時代を見据え、中長期的な視点に立った採用をお願いする次第であります。

　また、採用に当たっては、正しい求人手段とルールに基づいて募集活動を行い、「応募

する者のもつ適性と能力がその職務に適合するかどうか」を総合的に評価するという観点

に立って、差別のない公正な採用選考を行っていただきますようお願いいたします。

　この冊子は、事業主の皆様に新規学校卒業予定者の募集、採用に当たってぜひご承知い

ただきたい事項と、従業員の雇用管理や指導育成のうえで基本となる考え方をご理解いた

だくためにまとめておりますので、ご活用いただければ幸いに存じます。

　　

　令和５年５月

は じ め に
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中卒求人 

      …………………………………………………………………６月１日から 

高卒求人                （但し求人票の交付は７月１日から） 

大卒等求人（大学院、大学、短大、高専、専修学校） ………………２月１日から 

                    （但し求人の公開は４月 1 日から） 

 

○ 中学、高校の新規学卒者を採用しようとする場合は、必ず管轄公共職業安定所に求人申込みを

していただくことになっています。求人申込みをされるときは、中卒求人申込書、高卒求人申込

書、大学等求人申込書が公共職業安定所に備えてありますので、対象に応じた求人申込書に記入

して提出して下さい。 

  なお、高卒求人、大卒等求人の場合は、ハローワークインターネットサービス（求人者マイペ

ージ）からの申込み（仮登録）を推奨します。 

※ 中卒求人については、「中卒用求人票」のほか「青少年雇用情報シート」の提出が必要になりま

す。 

○ 申込みをされた求人は選考期日、求人内容を確認のうえ、求人票を作成しお渡しいたします。

高卒求人については確認印を押印いたします。 

 

今年度の求人連絡は、中卒・高卒求人ともに７月１日から 

 

○ 中卒の求人で、管轄公共職業安定所以外（県外を含む）への求人の連絡を希望される事業所は、

連絡先公共職業安定所と同数の求人票の写しを作成し、事業所を管轄する公共職業安定所へ提出

いただきますが、その際求人票の上部欄外に連絡先の県名及び公共職業安定所名を明示されるよ

うお願いします。 

○ 高卒の求人の場合については、安定所で受理された求人票（確認印の押印のあるもの）を必要

枚数コピーし、求人要項があれば一緒に学校へ直接持参又は送付して下さい。 

○ 求人票及び（中卒・高卒）求人要項（以下「求人票等」という。）の学校への提出・送付開始は

７月１日からとなっています。この求人票等は、求人者から直接、学校に持参又は送付していた

だくことになっていますが、７月下旬から三者（本人、保護者、学校）面談で応募する求人を検

討することから、できる限り７月上旬に到着するようお願いします。 

〇 求人要項は公共職業安定所の確認が必要ですが、その作成には次のことにご注意願います。 

１ 規 格 

   Ａ４版、たて長、左とじとすること。 

２ 求人受付番号等の記入 

   表紙の右上部に求人票の受付番号と公共職業安定所名を明示のこと。 

３ 内 容 

（1）求人票の記載内容を補足し、また、事業所の事業内容についての理解を求めるものとし、誇

大な表現や不明確な表現などによって就職希望者の適正な職業選択が疎外されることのない

ものとすること。 

I　新規学卒者の求人申込みの取扱い
１．求人の受付けについて

２．求人の連絡と求人要項の送付について
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（2）特に、求人票に記載した条件や内容と矛盾したり、公共職業安定所や労働基準監督署の指導

方針に反したりしない内容とすること。 

（3）また、見込賃金の記載や、統一応募書類以外のもの（身元調査書、戸籍謄（抄）本、住民票

など）の提出を求める内容のものとしないこと。 

 （注）上記の基準以外のものは求人要項として認められません。したがって、これを作成配布す

ることは、不公正求人活動として厳しい処分を受けることとなります。 

 

  求人活動のために学校訪問をされる事業所は、次のことを守って下さい。 

○ 訪問期間 

   中学校…………………………………………７月１日以降 

   高 校…………………………………………７月１日以降 

○ 訪問等 

  公共職業安定所において受理・確認された求人票や事業所の詳細な内容を事業所が学校に直

接説明し、就職希望者に対して的確な情報が提供されるよう行われるものです。 

  この訪問を行う求人者は、管轄公共職業安定所の確認印の押印のある求人票の写しを必ず学

校へ提示して下さい（※中卒求人の場合は、安定所確認印のある青少年雇用情報シート（写）

も必要）。 

○ その他 

  (1)訪問に際しては、事前に学校と連絡をとり、土曜、日曜、祝祭日を除いて、訪問されるよう

ご配慮下さい。 

  (2)他の都道府県では、学校訪問を全面的に禁止しているところや、「学校訪問連絡票」等によ

り学校訪問を認めているところもあるので、県外の学校を訪問しようとする場合には、事前

に管轄公共職業安定所又は現地の公共職業安定所にお尋ね下さい。 

 

 中学卒業予定者の推薦及び選考は、１２月１日から 

 高校卒業予定者の推薦は９月５日【（推薦）文書到達日】、選考は９月１６日から 

 

 中学・高校卒業予定者に対する早期選考の防止については、求人者の方々のご協力により求人秩

序が守られ、その実効が定着しているところです。 

本年度も、中学卒業予定者の推薦及び選考は 12 月 1 日以降とし、高校卒業予定者の推薦は 9 月 5

日、選考は 9 月 16 日以降となっておりますので、これらの期日を厳守して下さい。 

 学校から推薦があった場合には、できるだけ早く学校に対して採用選考日の連絡を行って下さい。

また、選考後は早急に選考結果を学校へ連絡して下さい。 

 

 

３．学校訪問について

４．中学・高校の推薦及び選考開始について
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※令和５年度の富山県における複数応募解禁時期は 11 月１日以降（P38 参照） 

※選考日時及び選考結果通知は早めに学校の方へ連絡してください。 

 

令和５年度の大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）卒業・修了予定者（以

下「大学等卒業予定者」という。）の就職・採用活動日程については、関係省庁、経済団体、大学等

において議論を行い、令和４年度と同様に、企業等においては、令和４年３月 28 日に関係省庁（内

閣官房、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の局長級等で構成される関係省庁連絡会議）から

経済団体等に対する「2023 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」を踏

まえ、また、大学等（大学等関係団体で構成される就職問題懇談会）においては、同日に「令和５

年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」により、広

報活動は卒業・修了年度の直前の年度の３月１日以降に、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１

日以降に開始されることとなります。 

これを踏まえ、公共職業安定機関としては、適正な採用・就職活動が行われるよう、求人受理の

日程等を次のとおり取り扱いますので、ご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 
 

 

5．大学等卒業予定者への求人活動期日について
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大学等卒業予定者の採用・就職活動に係る取扱い日程（令和５年度） 

 公共職業安定機関取扱い 大学等申合せ 企業側への要請内容 

求人受理 2 月 1 日開始   

広報活動（※１）   卒業・修了年度に入る 
直前の 3 月 1 日以降 

求人情報・ガイドブック等の発行 
（求人要項記載のあるもの） 4 月 1 日以降   

求人票等の学生への展示・公開 4 月 1 日開始   

採用選考活動の開始（※２）   卒業・修了年度の 
6 月 1 日以降 

就職面接会 6 月 1 日以降に開催   

学校推薦  卒業・修了年度 
6 月 1 日以降  

正式内定日  卒業・修了年度 
10 月 1 日以降 

卒業・修了年度の 
10 月 1 日以降 

※１広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動 

※２採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために参加が必須となる活動。 

 

○ 公共職業安定所における求人申込方法について 

  求人申込をされる際には、会社のパソコン等からハローワークインターネットサービスへアク

セスいただき、求人者マイページから又は公共職業安定所に備付けの来所者端末で入力もしくは

求人申込書（大卒等）（記載例は P23～33）を記入し、管轄の公共職業安定所へ提出して下さい。

求人内容、応募・選考要領等を確認のうえ、求人票の写しをお渡しします（ただし、求人者マイ

ページによる求人申込を除く）。 

○ 新規学校卒業予定者対象求人の募集終了報告書の提出について 

 新規学校卒業予定者対象求人の募集終了報告書（P37）は、公共職業安定所へ提出された求人の充

足状況を把握して、学生、生徒等により実情に即した求人情報を提供し、効果的に職業紹介を進め

ることを目的としています。 
新規学卒者の採用を決定（内定）し募集を終了した事業所においては、これらの趣旨をご理解い

ただき、10 月 1 日以降にこの報告書の提出にご協力をお願いします。 

 

 応募前職場見学とは、高等学校が求人票を受付した時から応募書類送付までの期間に、新規高卒

就職希望者が応募先の事業所を決定するにあたり、よりよい選択ができるよう職場を見学し、実際

の職場の状況等を理解し、就職活動の参考とするために実施するものです。事業所の皆様には、そ

の趣旨をご理解いただき、採用後の定着を図る観点からも積極的に職場見学の受入れをお願いいた

します。また、その際には事前選考とならないようご配意をお願いします。 

 応募前職場見学会を特定の日に予定している場合は、「応募前職場見学実施予定表（様式 16）」（P96）

に必要事項を記入のうえ、公共職業安定所への求人申込書〔高卒〕提出時に併せて提出して下さい。

また、必要に応じて補足事項欄に詳細を記入して下さい。随時実施する場合又は予定がない場合は、

「応募前職場見学実施予定表」の提出は必要ありません。 

 応募前職場見学の実施にあたっては、対象者が職業や社会に対する知識が乏しい者であることか

ら、以下の点にご留意願います。 

6．応募前職場見学について
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① 応募前職場見学実施予定表は求人票に添付し、学校へ提出（送付）してください。 

② 開催時期については、夏期休業期間等の学事日程への影響等の少ない日・期間の実施に配慮して

ください。 

③ 見学・事業所説明に関する主たる担当者を決めていただき、学校と事前に打合せを行ってくださ

い。 

④ 見学にあたっては、事業所の業務内容等の説明及び生徒からの質問への応答をしていただき、

生徒への質問は引率教員を通じて行ってください。 

⑤ 生徒へのアンケート等は実施しないでください。 

⑥ 応募前職場見学への参加の有無を採用選考の材料としないでください。また、参加生徒の個人

情報は聴取しないでください。 

 

中卒・高卒を対象とした家庭訪問・利益供与は禁止されています。 

○ 家庭訪問について 

  求人者又はその委託を受けた者が、直接家庭訪問をし、中学・高校卒業予定者を対象とした求

人活動を行うことは、禁止されています。 

○ 利益供与について 

  求人者又はその委託を受けた者が、中学・高校卒業予定者、その保護者及びその他関係者に対

し、金品又は利便の供与を行うことは、禁止されています。 

○ 文書募集について 

  採用予定人員、採用予定者に係る初任給その他労働条件、選考期日、選考場所、選考方法、応

募書類等の募集・採用に係る事項を内容とする企業案内書（就職ガイドブック）等を発行するこ

とは、文書募集にあたります。 

 （1）新規中学卒業予定者 

   中学校卒業予定者については、職業や社会への知識が乏しく職業選択する能力が十分でな

いため、学校と安定所が相互に連携を取りつつ職業選択を行わせる必要があることなどから、

卒業年の 3月末まで一切行うことができないことになっています。 

 （2）新規高等学校卒業予定者 

    高等学校卒業予定者については、卒業年の前年の７月１日以降、次の条件を満たす場合に

限って行うことができます。 

   ａ．安定所の確認を受けた求人であること。 

   ｂ．求人票記載事項と異なる内容のものでないこと。 

   ｃ．広告等には事業所を管轄する公共職業安定所名及び求人番号を掲載すること。 

   ｄ．応募の受付は、学校又は安定所を通じて行うこと。 

 

 新規学校卒業者を含め労働者の募集を行う際には、個人情報の取扱いについて十分な注意を払う

必要があります。 

職業安定法では、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）と定義しているとともに、「労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内」で、個人情報を

収集、保管、使用しなければならない旨を規定しています。 

7．その他の規制

8．個人情報の取扱いについて
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 また、法に基づく指針では、原則として収集してはならない個人情報等も規定しています。 

 （1）個人情報の収集、保管及び使用 

  ① 募集事業主は、その業務の目的の範囲内で新規学校卒業者等の個人情報（以下「個人情報」。）

を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないことになっています。ただ

し、特別な職業上の必要が存在すること、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、

収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。 

   イ 人種、民族、社会的身分、門地、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項 

   ロ 思想及び信条 

   ハ 労働組合への加入状況 

  ② 個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の上で本人以外の者か

ら収集する等適法かつ公正な手段によらなくてはなりません。 

  ③ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られます。ただし、他の保管若しくは使

用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではあ

りません。 

（2）個人情報の適正な管理 

  ① 募集事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講じると

ともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。 

   イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

   ロ 個人情報の漏えい、滅失または改ざんを防止するための措置 

   ハ 正当な権限を有しないものによる個人情報へのアクセスを防止するための措置 

   ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

  ② 募集事業主が求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正

当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければなりません。 

 

新規学卒者にとって自己の職業能力は唯一の生活資本であると言えますが、一部にはこの個人の

職業能力を適正に評価せず、出身学校や身元調査の結果等を選考の基準の一つとしたり、身体的又

は地域的な偏見を持った不合理な採用を行う企業が見受けられます。人を採用するにあたっては、

人種・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業、労働組合の組合員であること等の理由により、

差別することは許されません。これは、憲法及び職業安定法により保障された基本的人権の尊重の

趣旨に基づく事柄です。 

 このような就職差別をなくすため、人権擁護の立場から日頃より企業に対して次のことを呼びか

けています。 

○ 特定の学校の卒業生だけを対象としたいわゆる排他的な指定校制を廃止し、入社試験等は広く

門戸を開放して実施すること。 

○ 同和関係住民、障害者等に対する正しい理解を持ち、予断と偏見を持った取扱いをしないこと。 

○ 応募書類として戸籍謄（抄）本、住民票など身元調査につながる書類の提出を求めないこと。 

○ 厚生労働省履歴書様式例以外の市販履歴書を指定したり、自社製の履歴書を作って不必要に個

人的な事柄を調査しないこと。 

○ 筆記試験や面接において「おいたち」、「家族の職業・身分・資産・生活環境」、「宗教」、「信条」、

「思想」などに触れることを調べないこと。また、「本人の短所」や「欠席理由」など、返答に窮

する質問をしないこと。 

○ 採用選考時の健康診断については、健康診断が応募者の適性と能力を判断するうえで真に必要

9．能力本位の採用を
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かどうか慎重に検討し、職務遂行能力の有無の判断に必要不可欠である場合以外は実施しないこ

と。 

 

新規学校卒業者を対象とした募集計画は、新規学校卒業者の就職先を決定する場合の重要な情報

であり、その円滑な就職を図るためには、募集の中止又は募集人員の減少が生じた場合、速やかに

関係者に連絡されることが必要です。 

（1）公共職業安定所への事前通知 

事業主は、新規学校卒業者を対象とした求人を安定所、学校等に申し込んだ後、当該求人を取消

し又は求人数を減じようとするときは、あらかじめ、当該求人の受理又は受付を行った安定所に対

し、「新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書（様式 18）※」により通知すること。 

なお、受付期間の満了に伴い当該求人を取り消す場合や求人の有効期間中に応募の受付期間を設

けて採用選考を行ったものの、採用数が募集人員に達せず、当該求人の募集人員を削減した上で再

度応募を受け付ける場合には、様式 18 の通知は不要です。 
ただし、大学等を新たに卒業しようとする者に係る募集人員を減ずるときにあっては、当初の募

集人員に比べて 30 人以上かつ３割以上減少しようとする場合に限ります。 

（2）学校等への連絡 

 上記（１）の事前通知を終えた後、当該求人の申込みを行った学校等に募集の中止又は募集人員

の削減について通知を行うこと。 

（※様式 18「新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書」P97） 

 

 新規学卒者の採用内定取消しは、対象となった学生とその家族に大きな失望を与えることになり

ます。さらに、採用内定を受けた学生はその企業を信頼し、他の企業に就職する機会を放棄してい

ることからも、本人の将来を左右し、企業における社会的責任は重大です。 

 また、入職時期を繰り下げる※（入社日の延期、自宅待機等。）ことについても、企業への信頼を

損ねるとともに学生の就職後の職業生活にも影響を与えかねません。 

 ※「入職時期の繰下げ」については、入社日を延期する場合はもちろんのこと、入社日を変更しないものの事業

主の都合により休業させ、実際の就業をさせないいわゆる「自宅待機」についても含みます。 

（1）公共職業安定所への事前通知 

  新規学校等卒業者を雇入れようとする事業所は、次のいずれかに該当することとなった場合は、

あらかじめ公共職業安定所長に対しその旨を通知してください。 

① 新規学卒者の内定期間に、内定を取り消し、又は撤回するとき。 

   （様式 19「新規学校卒業者の採用内定取消し通知書」（P100）） 

② 新規学卒者について、入職時期を繰下げるとき。 

   （様式 20「新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書」（P104）） 

（2) 採用内定取消し又は入職時期の繰下げを行った事業主に対する次年度における取扱い 

  採用内定取消や入職時期の繰下げを行った求人者から、その翌年度に新規学卒者を対象とする

求人申込みがあった場合、公共職業安定所では次の措置を講ずることになっています。 

① 再び採用内定取消し等を行うおそれがないことが十分確認されるまで求人は受理しない。 

② 下記（3）の公表の対象となった事業所からの求人申込については、その事実を記載したう

えで求人を受理する。 

10．募集の中止及び募集人員の削減について

11．採用内定取消し並びに入職時期繰下げに関する取扱いについて
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（3) 採用内定取消しを行った企業名の公表について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用内定取消しを行った企業名の公表について 
（平成２１年１月１９日施行職業安定法施行規則等の一部改正） 

 現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も

見られるところですが、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、厚生労働大臣は、事業主から

の通知に係る内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合は、その内容を公表できるものと

します。（ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除

く。） 
① 二年度以上連続して行われたもの 
② 同一年度内において 10 名以上の者に対して行われたもの（内定取消しの対象となった新規学卒

者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した

場合を除く。） 

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんが

み、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの 
 ・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について

十分な説明を行わなかったとき 

 ・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき 
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対象となる主なケース 基本となる不受理期間

労働基準法及び 

最低賃金法に関する規定 

1年間に2回以上、同一の対象条項違反に

より是正指導を受けた場合 

法違反の是正後6か月経過する 

まで 

対象条項違反により送検され、公表された

場合 

送検された日から1年経過する 

まで 

職業安定法、労働施策総合推

進法、男女雇用機会均等法及

び育児・介護休業法に関する

規定 

対象条項に違反し、法違反の是正を求める

勧告に従わず、公表された場合 

法違反の是正後6か月経過する 

まで 

法律 対象条項

労働基準法 
＜男女同一賃金＞第4条 

＜強制労働の禁止＞第5条 

＜労働条件明示＞第15条第1項及び第3項 

＜賃金＞第24条、第37条第1項及び第4項 

 ハローワークは、原則として、全ての求人の申込みを受理しなければならないとされています。 

ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申込みを受理しないことができます。 

① 内容が法令に違反する求人 

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人 

③ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人 

④ 求人者が労働条件を明示しない求人 

⑤ 暴力団員など(※)による求人 
  （※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者 

⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求人者による求人 

 ハローワークは、求人の申込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して報告を求めることが

できるとされており、職業安定法では、求人者はハローワークからその求めがあったときは、正当な理

由がない限り、応じなければならないとされています。 

違反した場合に求人の申込みが受理されないこととなる法律の規定 

以下に該当する場合には、求人の申込みが受理されません 

12．労働関係法令違反の事業主に対する求人不受理について
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法律 対象条項

労働基準法 

＜労働時間＞第32条、第36条第6項（第2号及び第3号に係る部分に限る）、第141条第3項

＜休日・休暇等＞第34条、第35条第1項、第39条第1項、第2項、第5項、第7項及び第9

項 

＜年少者関係＞第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条 

＜妊産婦関係＞第64条の2（第1号に係る部分に限る）、第64条の3第1項、第65条、第66

条、第67条第2項 

（※）労働者派遣法第44条（第4項を除く）の規定により適用する場合を含む。 

最低賃金法 第4条第1項 

職業安定法 

＜労働条件等の明示＞第5条の3第1項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、第2項及

び第3項、第5条の4第1項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）及び第2項（労働者の

募集を行う者に係る部分に限る） 

＜求職者等の個人情報の取扱い＞第5条の5（労働者の募集を行う者に限る） 

＜求人の申込み時の報告＞第5条の6第3項 

＜委託募集＞第36条 

＜労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止＞第39条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、

第40条 

＜労働争議への不介入＞第42条の2において読み替えて準用する法第20条（労働者の募集を行

う者に係る部分に限る） 

＜秘密を守る義務＞第51条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る） 

労働施策総

合推進法 

第30条の2第1項及び第2項（第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場

合を含む） 

（※）第30条の2第1項の規定を労働者派遣法第47条の4の規定により適用する場合を含む。

男女雇用機

会均等法 

第5条から第7条、第9条第1項から第3項、第11条第1項及び第2項（第11条の3第2項、

第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む）、第11条の3第1項、第12条

及び第13条第1項 

（※）労働者派遣法第47条の2の規定により適用する場合を含む。 

育児・介護

休業法 

第6条第1項、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条（第16条の4及び第16

条の7において準用する場合を含む）、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8

第1項（第16条の9第1項において準用する場合を含む）、第16条の10、第17条第1項（第

18条第1項において準用する場合を含む）、第18条の2、第19条第1項（第20条第1項にお

いて準用する場合を含む）、第20条の2、第21条第2項、第23条第1項から第3項まで、第

23条の2、第25条第1項及び第2項（第52条の4第2項及び第52条の5第2項において準用

する場合を含む）及び第26条 

（※）労働者派遣法第47条の3の規定により適用する場合を含む。 
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（参考１） 

令和５年度 新規学校卒業者の求人取扱い要項一覧表 

     学 校 

主要事項 
中  学  校 高 等 学 校 

大 学 、 短 期 大 学 、 

高等専門学校、専修学校 

求

人

申

込

・

連

絡

等 

使用する求人票 中卒用求人票 求人申込書（高卒） 求人申込書（大卒等）

求人申込開始時期 6 月 1 日以降 6 月 1 日以降 2 月 1 日以降 

安定所における求人

票等の学生への展

示・公開 

－ － 4 月 1 日開始 

求人票の返戻  7 月 1 日以降返戻 7 月 1 日以降返戻 － 

申 込 先 求人者管轄安定所 同     左 同左及び大学等 

他地域への求人連絡 
7 月 1 日以降、安定所が

連絡する。 

7 月 1 日以降、求人者が

学校へ直送する。   
求人者が直送する。 

紹介、あっ旋（推薦） 12 月 1 日以降 
9 月 5 日以降 

（到達主義） 

応募書の提出は 

6 月 1 日以降 

応 募 書 類 
全国統一の 

「㊥職業相談票（乙）」

全国統一の 

「履歴書・調査書」 
－ 

選 考 12 月 1 日以降 9 月 16 日以降 （採用内定 10 月 1日以降） 

求人情報提供（対象） 
7 月 1 日以降随時 

（学校） 

第１報 ７月５日発行 

第２報 ７月 26日発行

第３報 ８月 23日発行

以降、第６報まで 

発行予定 

第１報 ４月５日発行 

第２報 ４月 26日発行

第３報 ５月 31日発行

以降、第８報まで 

発行予定 

求 

人 

活 

動 

の 

規 

則 

求人要項 

規 格 A4 版・縦長・左綴 同  左 － 

頁数と内容 

頁数は自由、表紙、右上部

に求人者管轄安定所及び求

人番号を明記する。 

同  左 － 

配付方法 
学校及び管轄安定所 

へ 7 月 1 日以降直送 

7 月 1 日以降求人票に 

添付して学校及び管轄 

安定所へ直送 

－ 

学 校 訪 問 7 月 1 日 以 降 7 月 1 日 以 降 － 

文 書 募 集 禁     止 

卒業年の前年の 7 月１

日以降、条件付きでで

きる。 

－ 

企 業 案 内 書  

（ガイドブック） 

中学校への送付は上記

求人要項の送付に準じ

て取扱うこと。 

学校への送付は 7 月 1

日以降とし、生徒への

直送は禁止。 

－ 

家 庭 訪 問 禁     止 禁     止 － 

入 社 日 4 月 1 日 以 降 卒 業 以 降 － 

※職業能力開発校のうち高卒 2 年訓練修了者に係る取扱いについては、大学等に準ずるものとする。 
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（参考２） 
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（参考３）求人申込書（高卒）（筆記式）記入例
年 月 日

1 3

42

受付年月日 《令和》

既卒者・中退者の
応募可否

可不．２　　可．１：募応者退中可不．２　　可．１：募応卒既

卒業後概ね（　　３　　）年以内

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

　　普通自動車免許（AT限定可）（入社後の取得可）

求人
区分

事業所名：

株式会社ハローワーク食品

事業所番号：

    ９９９９－９９９９９９－９

求人の対象年度 　（　２０２４　）年    ３月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

従業員数：就業場所（　　　３５　人）  うち女性（　　　１０　人）  うちパート（　　　　０　人）

受動喫煙対策
受動喫煙対策に関する特記事項：
        喫煙できる部屋がある

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　　　　　　　食品製造工

仕事の内容：(全角300文字以内）

　　レトルト食品、ソース・ドレッシング等の製造工程の作業になります。
　　製造、検品、包装、箱詰めの工程を流れ作業でそれぞれ複数人ずつで作業しています。
　　将来的には全行程を行えるように指導させて頂きます。担当する工程によっては立ち作業になります。

１．派遣・請負ではない

２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇
用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

最寄り駅（　　　　富山　　　　　　　       　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        １０     　分）

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

賃金・
手当

賃金形態
等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a) 　１６５，０００円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　２３，０００　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代とし
て支給し、17時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 20.０　日

定額的に
支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当  円 手当 円

手当 円 手当

求人申込書（高卒）

〒 ９３０－０８５７

富山市奥田新町４５
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求人区分

【就業形態・雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入して
ください。
・無期派遣労働者については誤解を招かないよう「１.正社員」ではなく、「４.無期雇用派遣労働者」としてください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

【契約更新の可能性】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の条件など
について「補足事項」欄に詳しく記入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄

に記入してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支

店等を記入し、「補足事項」欄に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。

なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」に記入してください。
・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲食サービス提供
あり）がある」、「加熱式たばこのみの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」に記入してください。

「マイカー通勤」
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。
・通学が「可」で配慮（時間配慮、賃金補助等）がある場合は、青少年雇用情報の「２（２）自己啓発支援の有無及びその内
容」に詳しい情報を記入してください。
【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄に可能性のある地域を記入してください。
【必要な知識・技能等】
・高校生の採用は未経験者の採用が基本です。できる限り応募の機会を広げていただくようお願いします。例えば、普通自動
車運転免許が必要な場合でも、誕生日などの事情により入社までに取得ができない求職者もいるため、入社後の取得を認める
等柔軟な対応をお願いします。普通自動車免許の場合、通勤のためであれば不問、仕事で必要な場合は記載

【公開希望】
各高等学校の進路指導教諭に対して、高卒就職情報WEB提供サービスで求人情報を公開することを希望する場合には「１事業
所名等を含む求人情報を公開する」を選択し、希望しない場合には「４求人情報を公開しない」を選択してください。

仕事内容

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。

また、記入した賃金に応じて、「現行」か「確定」のいずれかを選択してください。
※「現行」︓申込み時点で賃金額の確定が困難な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用者の現行の賃金額とする。

・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月額を
記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「固定残業代に関する特記事項」に「時間外手当は、
時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

賃金・手当
【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。
（・月給･･･月額を決めて支給、日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給、時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて
支給、年俸制･･･年額を決めて、各月に配分して支給、その他･･･具体的に明示してください。）

【仕事の内容】
学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増えるこ

とにつながります。応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。
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円

円

1 円 3

4円2

日 日

％円

1 回

2 回

1 8 時 3 0 分 ～ 時 3 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

1 0

0 日

1 0 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

皆勤

上限年齢
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

上限年齢
２．なし

上限年齢：

上限年齢：

70    歳まで

　　歳まで

１．あり

２．なし

１．あり

２．なし

日

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　３　　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
しな．２しな．２

再雇用制度
１．あり

労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

１ ７

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　☑ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他の記載事項：

　夏季休暇は7月～9月に5日間、年末年始12月28日～1月3日

休憩
時間

60 分
年間

休日数
124

２．制度なし

１．制度あり

１．制度あり

新規学卒者の賞与制度の有無

一般労働者の賞与制度の有無

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

２．制度なし 回数 賞与月数：　　　　４ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　円

2,500 又は 昇給率：

回数 賞与月数：　　　　２ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　円

　※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

　※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

188,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支

払われる

手当

（手当名は

全角6文字

以内）

手当 5,000 手当 円

当手当手 円

賞与

２５

月翌・月当      ）末月（定固．２）末月（定固．２

他のそ．３他のそ．３

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入
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【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、「求人条
件にかかる特記事項」にその内容を記入してください。

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・就業時間
「就業時間１」 通常の就業時間帯
「就業時間２,３」 特定の曜日の就業時間帯を記入し、「補足事項」欄（次頁）に曜日を特定して注釈を記入しください。

・2.フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄（次頁）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３.裁量労働制について
「補足事項」欄（次頁）に詳細を記入して下さい。
例︓「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に具体的な就業時間について記入する必要はありませんが、
「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを「補足事項」欄に明示してください。

・４.変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に具体的な就業時間を記入する必要はありませんが、

「補足事項」欄（次頁）に具体的に記入してください。
例︓「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

仕事内容

労働時間

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第36条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協

定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。
・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数

を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」に特別な事情や延長時間などに

ついて具体的に記入してください。
例︓「○○のとき（特別な事情）は、1日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週・・・完全週休二日制を実施している場合
２．なし・・・週休二日制を実施していない場合
３．その他・・・それ以外の形態で週休二日制を実施している場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。

保険・年金・定年等

【企業年金】
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

【入居可能住宅】
従業員のために用意している住宅が入居可能な場合に該当する項目「単身用あり」、「世帯用あり」、入居可能な住宅がない
場合は「なし」を選択してください。なお、利用条件や宿舎費用などの詳細、現在利用不可能だが空きが出れば利用可能な住
宅がある場合などは「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。
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（３／４）

2 人 0 人 1 人

9 月 5 日 ～ 9 月 1 1 日

否．２　　可．１可不．２　　可．１

5 年 11 月 1 日 以降

5 日以内）

月 日 9 月 1 6 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

都道府県：

募応数複学見場職前募応
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　☑ その他 選考旅費

その他の選考方法（　○○テスト、△△△△試験 　　　　　                                        　）

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 ☑ 作文 □その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

担当者（カタカナ） タテヤマ　ハナコ

電話番号

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

○○

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

紹介希望安定所

都道府県： △△

2

都道府県：

・選考旅費：上限額5万円まで。

※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

○○ 2

都道府県： △△

補足事項
(全角300文字以内）

選考
方法

求人数 ：問不：込住：勤通

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

１．あり　２．なし

・試用期間は3ヶ月です。
・駐車場有り
・応募前職場見学は随時可能。日程は打ち合わせの上決定します。
・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。
・適性検査は□□□検査です。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 立山　花子
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【求人数】
求人者が入居可能住宅を用意しない場合には「通勤」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入れ
る労働者の希望があれば用意するときは「不問」に記入してください。

選考方法

【既卒者等の応募可否・入社日】
高校既卒者の応募について該当するものを選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【応募前職場見学】
・生徒に応募先選定・確認の機会をできる限り与えるため、積極的な受入れをお願いいたします。
「応募前職場見学」の可否について、「可」を選択した場合には、「随時」又は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事項欄
参照」を選択した場合には「補足事項」欄に詳細を記入してください。

なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や、事前の理解不足
による就職後の早期離職の防止を目的として行っていただくものです。このことをご理解いただき、応募前
職場見学が求人者の採用選考の場とならないよう十分にご注意ください。
「複数応募」
富山県における取扱いはP38参照。

【選考方法】
選考方法において、「その他」を選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。
また、適性検査の具体的な検査名も、「その他の選考方法」欄に記入してください。

【受付期間】【選考日】
高校生の推薦開始期日は、推薦文書の到達が９月５日（沖縄県については８月30日）以降となっています。
また、選考開始期日は９月16日以降となっています。ご注意ください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。
また、新規学卒者の入社日について、４月1日が一般的ですが、異なる場合は、「補足事項」欄に記入してください。
なお、ハローワークが情報を追加する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ご注意下さい！

★求人票に記された労働条件は、そのまま採用後の労働条件となることが期
待されています。求人票に記載した条件を遵守してください。

★やむを得ず、条件を変更しなければならない場合は、求職者が労働契約を
締結するかどうか考える時間が確保されるよう、求職者に対し、可能な限り速
やかに変更内容を明示しなければなりません。
また、ハローワークにもご連絡ください。

★求職者から変更する理由などについて質問された場合には、適切に説明し
てください。
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前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報としてく

ださい。

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性 9 人 男性 2 人

女性 12 人 男性の配偶者 10 人

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性 3 人 男性 1 人

女性 5 人 男性の配偶者 4 人

※グループ会社等別法人の情報は含めません。

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 15.5時間

10.7日

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：4人　２年度前：4人　３年度前：5人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　18.5　年

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

9.8時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 12.8日

　　 前事業年度の出産者数：

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

従業員の平均年齢：　　　　　41.7　歳

（１）新卒者等採用者数：　前年度： 4人　　２年度前： 3人　　　３年度前： 3人

　　 新卒者等離職者数：　前年度： 0人　　２年度前： 1人　　　３年度前： 1人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度： 2人　２年度前： 1人　３年度前： 2人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度： 2人　２年度前： 2人　３年度前： 1人

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

従業員の平均年齢：　　　　　　40.2歳

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　高　卒　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

企業全体 の職場
への

定着の促進に
関する取組の

実施状況
（４）女性の役員割合： 22.1% 女性の管理職割合： 30.5%

区分毎の募集
・採用に関する

情報

青少
年雇
用情
報

企業全体 の募
集・

採用に関する
情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：10人　２年度前：11人　３年度前：　9人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　1人　2年度前：　2人　３年度前：　1人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：6人　２年度前：7人　３年度前：4人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　20.7年

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間：

　　 前事業年度の出産者数：

企業全体 の職場
能力

の開発及び
向上に関する

取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補償

株式会社ハローワーク食品社内検定

新入社員導入研修、英語講座(通信制)、簿記検定講座(社外講座)、管理職研修 等

入社直後、入社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施

※

※

※
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青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務︓「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていな
くても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数/離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している
事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、記入日現在における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入

してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並

びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みと
してキャリアコンサルティングが実施されていることが必要です。

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。

※２ セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援す
るため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。
※「女性の役員割合」には役員における女性の割合を、「女性の管理職割合」には管理職における女性の割合を記入して下さい。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】 （本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例︓総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種
別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社

内検定のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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事業所番号 

求人番号 
受付年月日 

受付安定所 

事 

業 

所 

名 

カブシキガイシャハローワークショクヒン 従
業
員
数

企業全体 就業場所 （うち女性） （うちパート）

  

株式会社ハローワーク食品 

250人 35人 10    人 0   人 

設   立 昭和52年 資  本  金 1,000万円 

所 
 

在 
 

地 

  〒    930-0857 

        富山市奥田新町45 

事
業
内
容

  レトルト食品、ソース・ドレッシング等の製造 

会
社
の
特
長

  

当社は完全実力主義で、努力する人はどんどん 

幹部に登用しています 
代 表 者 名 立山  登 

法 人 番 号 0000000000000 ホームページ http:/toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.gp.jp/ 

※応募にあたって提出する書類は「統一応募書類」に限られています。 

（１／２）

※インターネットによる全国の高校への公開 

求 人 票 （ 高 卒 ） 

３  労  働  条  件  等 

雇 
用 
形 
態 

正社員 
就 
業 
形 
態 

 派遣 ・請負ではない 
  食品製造工 

求 

人 
数 

通勤 住込 不問 

2人 0人 0人

仕 

事 

の 

内 

容 

  

レトルト食品、ソース・ドレッシング等の製造工程の作業になります。 

製造、検品、包装、箱詰めの工程を流れ作業でそれぞれ複数人ずつで作業しています。 

 将来的には全行程を行えるように指導させて頂きます。担当する工程によっては立ち作業に

なります。  

   

普通自動車免許（AT限定可）（入社後の取得可）あれば尚可 

雇用期間の定めなし   契約更新の可能性   

就

業

場

所 

 事業所所在地と同じ   マ イ カ ー 通 勤 可 転 勤 の 可 能 性 なし 

〒 930-0857 

    富山市奥田新町45 

  

試 用 期 間 あり 

受動喫煙対策      あり （喫煙室設置） 

  喫煙できる部屋がある。 

２ 仕  事  の  情  報 

１ 会  社  の  情  報 

加

入

保

険
等 

福

利

厚

生

等

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形 その他 

厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付年金 

退職金共済 未加入 

退職金制度  あり  （勤続 3年以上） 

定年制      あり  （一律 65歳） 

再雇用制度  あり  （上限 70歳まで） 

勤務延長    なし 

入 居 可 能 

住 宅 

単身用 あり 

世帯用 なし  通

学
 不可 

賃金締切日 月末 その他   

賃金支払日 翌月25日 その他  

労 働 組 合 あり 賃金形態等 月給 その他  

育 児 休 業 
取 得 実 績 

あり 
介 護 休 業

取 得 実 績
あり 

看 護 休 暇

取 得 実 績
あり 

就 業 

規 則 

フルタイム   あり 

パートタイム あり 

賃

金

等

（

現

行

・

確

定

） 

毎

月

の

賃

金 

基本給（ａ）                             165,000   円 月額（a+b+c）  188,000円 月平均労働日数 

固定残業代（ｃ）                      23,000   円 ※この金額から所得税 ・ 社会保険料等が控除されます。 20.0 日 

固定残業代に関する特記事項 

 

 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 

支給し、17時間を超える時間外労働は追加で支給。 

 定額的に支払われる手当 （ｂ） 特別に支払われる手当 

    手当            円 

手当            円 

手当            円 

手当            円 

皆勤    手当      5，000  円 

手当               円 

手当               円 

手当               円 

通 
勤 
手 
当 

 実費支給(上限あり） 

月額50,000円まで 
賞

与

賞与 

あり 

（新規学卒者の前年度実績） 

就

業

時

間 

   

(1)   8時30分  ～  17時30分 

(2)             ～ 

(3)             ～ 

年 1 回           万円 ～        万円  又は     2.0  ヶ月分 

昇 
給 

 昇給     （昇給の前年度実績） 賞与 

あり 

（一般労働者の前年度実績） 

2,500円  又は         ％ 年 2 回           万円 ～        万円  又は     4,0  ヶ月分 

時
間
外

時間外   あり 36協定における特別条項      なし 

受

理

・

確

認

印 

  

  

  
月平均   10 時間 

 
特別な事情・期間等 

休

日

等 

休日      土 日 祝 その他 週休二日制     毎週 そ 
の週
他休
の二
休日
日制
・ 

 夏季休暇 7月～9月に5日間 

年末年始 12月28日～1月3日 

入社時の有給休暇日数         0  日 年間休日数     124 日 

６ヶ月経過後の有給休暇日数  10 日 休憩時間        60 分 

技
能
等( 

履
修
科
目 

) 

必

要

な

知

識・ 

６

学校への訪問・配布に関する注意事項 ハローワークより：学校への訪問・配布にあたっては、ハローワークの確認印を受けたものを使用してください。 

（参考４） 
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求 人 票 （ 高 卒 ）

受付年月日 
受付安定所 

事業所番号 

事業所名 株式会社ハローワーク食品 

４  選  考 
 
 
 
 
 

応 

 

募 

・ 

選 

 

考 

 

受 
付 
期 
間 

  

9月5日 

～9月11日 
 

  

 
選 
考 
日 

  

 

 

 9月16日 

以降随時 

複
数
応
募

  

可 （令和5年11月1日以降） 

選 
考 
結 
果 

面接選考結果通知 

面接後 5 日以内 

既 
卒 
の 
応 
募 

既卒応募  可 

（卒業後概ね3年以内） 入 

社 

日 

 
（既卒者等の入社日） 

随時 

 （赴任旅費）

なし 

応募前 
職場見学 可   随時 

 
高校中退者応募  可 選

考

方

法

 面接  適性検査 その他  ○○テスト 

              △△△△試験 

学科試験       一般常識、国語 数学 英語  

社会  理科 作文 その他    

選
考
場
所 

〒 

  事業所所在地と同じ 

（選考旅費）     あり・なし 

担

当

者 

課係名 
人事総務課 リーダー 氏 名

タテヤマハナコ 

立山  花子 役職名 

電話番号 076‐444-8321 内線[     ] ＦＡＸ 076-444-8305 

Ｅメール  

５ 補足事項・特記事項 

（２／２）※応募にあたって提出する書類は「統一応募書類」に限られています。 

補 

足 

 

事 

 

項 

  

 ・試用期間は3ヶ月です。 

・駐車場有り 

・応募前職場見学は随時可能。日程は打ち合わせの上決定します。 

・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。 

・適性検査は□□□検査です。 

 か
求か
人る
条特
件記
に事
 項

 

・選考旅費：上限額5万円まで。  

   

  

１ 募集・採用に 企業全体の情報 高卒の情報 

関する情報 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

（１） 

新卒等採用者数 10人 11  人 9  人 4  人 3  人 3  人 

新卒等離職者数 1人 2   人 1  人 0 人 1  人 1  人 

新卒等採用（うち男性） 6人 7  人 4  人 2  人 1  人 2  人 

新卒等採用（うち女性） 4人 4   人 5  人 2 人 2  人 1  人 

 年7.02  年5.81  数年務勤続継均平 ）２（

 歳2.04  歳7.14  ）値考参（齢年均平の員業従

３ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況 企業全体の情報 高卒の情報 

（１） 

前事業年度の 

月平均所定外労働時間／有給休暇の平均取得日数 
 15.5    時間 10.7  日  9.8   時間  12.8    日 

（２） 

 

前事業年度の 

育児休業取得者数／出産者数  ※1 

取得者数 女性           9  人 男性         2 人 女性           3  人 男性       1 人

出産者数 女性          12  人 男性        10 人 女性           5  人 男性        4 人

（３） 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合  ※2 役員         22.1％ 管理職       30.5％     

就業場所住所

識別欄

職業分類 

雇用保険適用事業所番号 

※1については、男性は配偶者の出産者数を示しています。    ※2については、雇用形態に関わらず企業全体における割合を示しています。 

（１） 
研修の有無及び 
その内容  あり   新入社員導入研修、 英語講座(通信制)、 簿記検定講座(社外講座） 管理職研修  等 

（２） 

自己啓発支援の有無 
及びその内容  あり   業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填 

（３） メンター制度の有無 あり 

（４） 
キャリアコンサルティング 
制度の有無及びその内容  あり   入社直後、入社3年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施 

（５） 
社内検定等の制度の有無 
及びその内容  あり   ハローワーク食品内検定 

２ 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況 

青 少 年 雇 用 情 報 

求人条件に関する注意事項  ハローワークより ： 求人票は雇用契約書ではありません。 採用時には必ず、 書面により労働条件の明示を受けてください。 

求人番号 

産業分類 

- 22 -



年 月 日

．１．１

．２．２

３．

☑

仕事
内容

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　　３　　）年以内

普通自動車免許（AT限定可）

同条件　　　　　・　　　　　異なる
試用期間

１．あり　　２．なし

１．あり（　受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置　）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
　　　　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤
（全角18文字以内）

　１．可
　２．不可

特記事項 駐車場あり

試用期間中の労働条件：

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：
株式会社ハローワーク商事

事業所番号：

　　９９９９－９９９９９９－９

区
分

１．大学院　　２．大学　　３．短大　　４．高専 オンライン提供を
不可とする機関

□ 民間人材ビジネス

５．専修学校　　６．能開校　　　　　　※１つ以上選択 □ 地方自治体（地方版ハローワーク）

求人の対象年度 　（　　２０２４　　　）年３月卒業の求人

求人申込書（大卒等）

オンライン

自主応募の

受付

オンライン自主応募を受け付ける

オンライン自主応募を受け付けない

（ハローワーク紹介に限る）

オンライン自主応募に関する注意文（様式７別紙）を
確認し、内容に同意します。

公
開
希
望

事業所名等を含む求人情報を公開
ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開

事業所名等を含まない求人情報を公開

〒　930　－　8509

富山市神通本町1丁目５番５号

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　　　　　　　営　業
仕事の内容：(全角300文字以内）

電子機器の法人向け営業（既存顧客への営業及び新規顧客の開拓）
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積
・受注から納品までのフォロー・代金回収といった一連の営業業務を担当していただきます。

就業

形態
１．派遣・請負ではない　　２．派遣

３．紹介予定派遣　　４．請負

雇用

形態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

最寄り駅（　　　　　　　　　　        　　　富山駅　　）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             １０　　分）

従業員数：就業場所（　　　３５　人）  うち女性（　　　１０　人）  うちパート（　　　　０　人）

受動喫煙対策

履修科目
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

履修科目の詳細：

理工学部（電子関係）

転勤の可能性 １．あり　２．なし

必要な免許・資格
詳細：(全角90文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な免許・資格の詳細：

４． 求人情報を公開しない

（参考５）求人申込書（大卒等）（筆記式）記入例
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【区分】
応募可能な学校種別に○をしてください。

【オンライン提供を不可とする機関】
ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方自治体・地方版ハローワークや民

間人材ビジネスにオンラインで提供されます（公開範囲にかかわらず事業所名等を含めた求人情報を提供）。オンライン
提供を希望しない場合は、不可とする機関を選択してください。

【オンライン自主応募受付の可否】
求職者がマイページを通じて行う直接応募（オンライン自主応募）の受付可否を選択してください。
また、補足事項欄に応募書類の受付方法を必ず記載してください。

【公開希望】
ハローワークインターネットサービスでの求人情報や事業所名の公開について、該当するものに○を記入してください。

なお、ハローワークインターネットサービスは、民間の人材ビジネス企業のサイトなどに求人情報の転載を認めているた
め、公開すると事業所に対して各種の問い合わせがくる場合があります。あらかじめご了承ください。

求人区分

【仕事の内容】
学生が最も重要視する項目の一つです。詳しく説明することで、求職者の方の疑問やとまどいを解消し、応募者が増える

ことにつながります。応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で記入して下さい。

【就業形態・雇用形態】
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入
してください。

【雇用期間】
定めありの場合は期間を明示してください。

仕事内容

【契約更新の可能性の有無】
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の条件
などについて「補足事項」欄に詳しく記入してください。

【試用期間】
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄に記入するとともに、期間中の条件について、変更がある場合はその

内容も記載してください。

【就業場所】
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工

場・支店等を記入し、 「補足事項」欄に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

【受動喫煙対策】
・受動喫煙対策の有無を選択してください。

なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」に記入してください。
・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う室がある」、「喫煙できる室（飲

食サービス提供あり）がある」、「加熱式たばこのみの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関す
る特記事項」に記入してください

「マイカー通勤」
「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。

【転勤の可能性】
転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄に可能性のある地域を記入してください。
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円

1 円 3

5円2

円3
　

円

　

円

1 円 4

5円2

円3
　

円

1 4

52

3

1 4

52

3

1 4

52

3

1 4

52

3

円

日 日

％円

1 回

2 回

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

円

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり 　※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　　　２ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　円

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり 　※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　　　４ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　円

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 190,000

定額的に支

払われる手
当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業 手当 30,000 手当 円

当手当手 円

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 180,000

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 25,000

手当 固定残業代（ｃ） １．あり 25,000 ２．なし

定額的に支

払われる手
当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

営業 手当 30,000 手当 円

当手当手

賃金・
手当

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支

払われる手
当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当

２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円

円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

定額的に支
払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支
払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

（　１．大学院　２．大学　３．短大　４．高専　５．専修学校　６．能開校　）　の賃金・手当　　※１．～６．を○で囲んでください。

賃金形態
　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他 基本給（a) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

定額的に支
払われる手

当(b)
（手当名は全

角6文字以

内）

手当 円 手当 円

手当 円 手当 円

手当 円 固定残業代（ｃ） １．あり 　円 ２．なし

固定残業代

に関する特

記事項：
(全角120文

字以内)

時間外手当は、時間外労働の有無にか
かわらず、固定残業代として支給し、
14時間を超える時間外労働は追加で支
給。

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

４．なし

50,000

25
月翌・月当      ）末月（定固．２）末月（定固．２

他のそ．３他のそ．３

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

2,500 又は 昇給率：
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賃金・手当

【賃金形態等】
該当する数字に○を記入してください。

・月給･･･月額を決めて支給
・日給･･･日額を決めて、勤務日数に応じて支給
・時給･･･時間額を決めて勤務時間数に応じて支給
・年俸制･･･年額を決めて、各月に配分して支給
・その他･･･具体的に明示してください。

【基本給】
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。
・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月

額を記入してください。

【固定残業代】
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。
その上で、「固定残業代に関する特記事項」に「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支

給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

【手当】
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。
定額的に支払われる手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、

「求人条件にかかる特記事項」にその内容を記入してください。

【昇給】
・新規学卒者で最初の１年間に昇給（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）する制度がある場合は「あ

り」を選択してください。
・前年度実績（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む）がある場合は、ベースアップ込みの月あたりの額

又は月額に対する割合（％）を記入し、昇給しない場合は「なし」を選択してください。

【賞与】
・賞与を支給する制度の有無を選択します。
・新規学卒者の賞与制度の有無については、新規学卒者に対して初年度（採用された年度の３月31日まで）に賞与を支給

する制度がある場合、「あり」を選択し、前年度において新規学卒者で賞与の支給があった場合は、新規学卒者の前年
度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支給合計額（新規学校卒業者の平均）を記入してください。

・一般労働者の賞与制度の有無については、新規学卒者に限らず一般労働者に賞与を支給する制度がある場合は、「あ
り」を選択し、前年度において賞与の支給があった場合は、前年度支給実績の支給回数及び年間の支給合計月数又は支
給合計額（一般労働者の平均）を記入してください。
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1 8 時 3 0 分 ～ 時 3 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

1 0

0 日

1 0 日

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

上限年齢
２．なし

１．あり
上限年齢： 　　歳まで

２．なし

休憩
時間

60 分
年間

休日数
124 日

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等
１．雇用保険
７．その他（

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　 ３　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳

時間外
労働

(全角60文字

以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

１ ７

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　☑ その他

週休二日制 １．毎週　　２．その他　　３．なし　　

その他：
　夏季休暇は7月～9月に5日間、年末年始12月28日～1月3日

６．財形
　　　　）

しな．２しな．２

再雇用制度
１．あり

上限年齢
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

１．あり
上限年齢： 70    歳まで

２．なし

勤務延長
１．あり
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労働時間

【就業時間】
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・就業時間
「就業時間１」 通常の就業時間帯
「就業時間２,３」 特定の曜日の就業時間帯を記入し、 「補足事項」欄に曜日を特定して注釈を記入しください。

・2.フレックスタイム制について
「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、
「補足事項」欄にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。

・３.裁量労働制について
「補足事項」欄に詳細を記入して下さい。
例︓「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」

※「就業時間１」に具体的な就業時間について記入する必要はありませんが、
「就業時間１」に記入する場合は、実態・目安であることを、「補足事項」欄に明示してください。

・４.変形労働時間制について
特に指定がなければ「就業時間１」に具体的な就業時間を記入する必要はありませんが、
「補足事項」欄に具体的に記入してください。
例︓「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）

【時間外労働の有無】
・時間外労働の有無を選択してください。
・時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第36条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協

定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。
・時間外労働【あり】の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
・事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超えるみなし時間を設定している場合、その時間数

を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な事情・期間等」に特別な事情や延長時間な

どについて具体的に記入してください。
例︓「○○のとき（特別な事情）は、1日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで、年に○時間できる」

【休日等】
「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週 完全週休二日制を実施している場合
２．その他 それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
３．なし 週休二日制を実施していない場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他」欄に記入してください。
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6 月 1 日 ～ 月 日

１． 日時： 4 月 1 日 10 時 00 分 場所：

２． 日時： 月 日 時 分 場所：

３． 日時： 月 日 時 分 場所：

２．履歴書 ３．ジョブ・カード４．卒業見込証明書 ５．成績証明書

- -

- -

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

説明会

説明会開催

選考場所住所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

人事総務課　リーダー

１．あり　２．なし

選考方法
☑ 書類選考　　☑ 面接　　□ 適性検査　　□ その他

☑ 筆記試験（☑ 一般常識　□ 英語　□ 作文　□ 専門　□ その他 ）

立山　花子

担当者（カタカナ） タテヤマ　ハナコ

電話番号

応募書類等
(応募書類6その他:

全角30文字以内）

(郵送の送付場所:

全角60文字以内）

応募
書類

１．ハローワーク紹介状

６．その他

郵送
の

送付
場所

選考日 ☑ 別途通知　　　□　　　　　月　　　　　日　又は　　　　　月　　　　　日以降随時

選考
方法

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間は3ヶ月です。
・転勤の範囲は富山県内です。
・受付方法は郵送、電話、Eメールです。
・賃金は現行賃金です

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・手当は他に以下のものがあります。
　　資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

選考
方法

求

人

数

４人

□住込

受付期間

１．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる　　４．応募　不可　　５．その他

　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

本社（所在地と同じ）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 就業場所と同じ　□ 選考場所と同じ　□ その他

※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

しな．２　　りあ．１無有の績実届況状用雇人国外しな．２　　りあ．１無有の績実用採生学留

応募書類の返却：　１．あり　　　・　　　２．求人者の責任で破棄

担当者

課係名、役職名

担当者

- 29 -



選考方法

【求人数】
求人者が用意した住宅に入居することを条件とするときは□住込にチェックしてください。

【既卒者等の入社日】
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

【選考方法】
・選考方法において、その他を選択した場合は、詳細を「補足事項」欄に記入してください。
・応募書類の受付方法について、郵送、電話、FAX、Eメール、求職者マイページからの登録の可否を「補足
事項」欄に記入してください。

【応募書類の返却】
応募書類は重要な個人情報ですので、応募者に返却してください。「求人者の責任で廃棄」を選択する場合にも、焼

却・裁断・溶解処理等により個人情報を読みとることができない形での廃棄を徹底してください。

【補足事項】【求人条件にかかる特記事項】
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。

【受付期間】
受付期間は採用選考活動の開始時期以降の月日を記入してください。

お申し込みいただいた求人について、
法令に違反する内容が含まれているもの、必要な労働条件が明示さ
れていないものは、ハローワークで受理することができません！

ご注意下さい！

★求人票に記された労働条件は、そのまま採用後の労働条件となることが期
待されています。求人票に記載した条件を遵守してください。

★やむを得ず、条件を変更しなければならない場合は、求職者が労働契約を
締結するかどうか考える時間が確保されるよう、求職者に対し、可能な限り速
やかに変更内容を明示しなければなりません。
また、ハローワークにもご連絡ください。

★求職者から変更する理由などについて質問された場合には、適切に説明し
てください。
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前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法
前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間＝

労働者ごとの一月あたりの
所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数
※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間＝
前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法
労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数＝

前事業年度の労働者ごとの
年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報として

ください。

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性 9 人 男性 2 人

女性 12 人 男性の配偶者 10 人

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性 4 人 男性 2 人

女性 6 人 男性の配偶者 3 人

※グループ会社等別法人の情報は含めません。

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 15.5時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 10.7日

青少
年雇
用情
報

企業全体 の募集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：10人　２年度前：11人　３年度前： 9人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：  1人　２年度前：  2人　３年度前： 1人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度： 6人　２年度前： 7人　３年度前： 4人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度： 4人　２年度前： 4人　３年度前： 5人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　18.5　年 従業員の平均年齢：　　　　　41.7　歳

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　21.0年 従業員の平均年齢：　　　　　　43.2歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 10.0時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 13.0日

　　 前事業年度の出産者数：

（４）女性の役員割合： 22.1% 女性の管理職割合： 30.5%

　　 前事業年度の出産者数：

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　大　卒　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別
（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

企業全体 の職場
への

定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）新卒者等採用者数：　前年度： 6人　　２年度前： 8人　　　３年度前： 6人

　　 新卒者等離職者数：　前年度： 1人　　２年度前： 1人　　　３年度前： 0人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度： 4人　２年度前： 6人　３年度前： 2人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度： 2人　２年度前： 2人　３年度前： 4人

企業全体 の職場
能力

の開発及び
向上に関する

取組の実施状況

（１）研修の有無(全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

（４）キャリアコンサルティング制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補償

株式会社ハローワーク商事社内検定

新入社員導入研修、英語講座(通信制)、簿記検定講座(社外講座)、管理職研修 等

入社直後、入社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施

※

※

※
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青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします※
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
（情報提供の義務︓「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」、
「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項目以上）
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する取組実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていな
くても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

【新卒者等の採用者数/離職者数】
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了している
事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。
・離職者数は、各年度の採用者数のうち、記入日現在における離職者数を記入してください。

【平均継続勤務年数】
労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

【従業員の平均年数】（参考値）
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記入

してください。
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値としても構いません。

【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

【自己啓発支援の有無及びその内容】
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。

他には、配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

【メンター制度の有無】
メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並

びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

【キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容】
セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。

キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みと
してキャリアコンサルティングが実施されていることが必要です。

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。

※２ セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援す
るため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

【前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数】
算出方法は左記をご覧ください。

【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】
求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。
※「女性の役員割合」には役員における女性の割合を、「女性の管理職割合」には管理職における女性の割合を記入して下さい。

【前事業年度の育児休業取得者数／出産者数】
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

【区分毎の情報】 （本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例︓総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事業所別、職種
別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
※追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・グループ会社等別法人の情報は含めません。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
労働者に対し、企業が実施する職業に必要な知識・技能に関する検定制度の有無、内容を記入してください。自ら実施する社

内検定のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も含みます。
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※ ｢オンライン自主応募の受付｣は、求人者が「可」とした求人に限られ、求人ごとに設定が可能です。
※ オンライン自主応募を受け付ける場合は、求人者マイページから変更可能です。
※ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人については、

オンライン自主応募を受け付けることができません。
※ 詳しくは、 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000820477.pdf をご覧ください。

新規大学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６月１日以降に採用選考
活動を開始するよう要請しています。オンライン自主応募を受け付ける場合も、この要
請を遵守してください。

「オンライン自主応募」とは、求職者マイページを開設する求職者が、求職者マイペー
ジから求人者マイページを通じて直接応募する方法をいいます。

「オンライン自主応募」は求職者の自主的な求職活動であり、ハローワークの職業紹介
を介しない応募方法となります。

求職者からのオンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の
職業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等は対象とはなりません。

オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等については当事者同士で対応すること
になります。

求職者からの直接応募を受け付ける
ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募」のご案内

「オンライン自主応募」とは

「オンライン自主応募」は、ハローワークインターネットサービスに掲載した求人に対して、
求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募することをいいます。

1 オンライン自主応募の注意点
ty

２ オンライン自主応募の受付の設定方法
ty

【公開希望欄】
①以下どちらかを選んだ場合のみ、オンラ
イン自主応募の受付が可能になります。
「１．事業所名等を含む求人情報を公開する」
「２．ハローワークの求職者に限定し、事業所
名等を含む求人情報を公開する」

【オンライン自主応募の受付欄】
②「オンライン自主応募を受け付ける」を選択

③「オンライン自主応募に関する注意文」
を確認し、以下にチェックをします。
「注意文を確認し、内容に同意します。」

★「オンライン自主応募」の受付は、「求人区分等登録」ページの「求人情報・事業所名の公開範囲」にて設定できます。
※本リーフレット1/5頁に記載の設定方法と同様です。

（６／６）

、
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  求人番号 事業所番号 

公開希望：事業所を含む求人情報を公開する  

オンライン自主応募 可  地方自治体 民間人材ビジネス共に可

大学院  大学   短大  高専  専修学校  能開校  留学生 
※留学生採用実績 外国人雇用状況届出実績あり  （1／２）

３  労  働  条  件  等 

２ 仕  事  の  情  報 

１ 会  社  の  情  報 

 

賃

金

（
税

込

）
 

区分/学歴 大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校 

賃 金 形 態 月給 月給     

基本給（ａ） 190,000 円 180,000 円 円 円 円 円

 営業  手当 30,000 円 30,000 円 円 円 円 円
手当 円 円 円 円 円 円
手当 円 円 円 円 円 円
手当 円 円 円 円 円 円
手当 円 円 円 円 円 円

  円000,52 円000,52 ）ｃ（代業残定固

計(税込) (a+b+c) 245,000 円 235,000 円 円 円 円 円
固定残業代に関する 

特記事項 
時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、 

14 時間を超える時間外労働は追加で支給。 

賞 

与 

賞与 

あり 

（新規学卒者の前年度実績） 

年 1 回  万円～  万円 又は 2.0 ヶ月分 昇給
昇給

あり

（新規学卒者のベースアップ込みの前年度実績） 

2,500 円    又は     ％ 

賞与 

あり 

（一般労働者の前年度実績） 

年 2 回  万円～  万円 又は 4.0 ヶ月分 
通勤
手当

実費支給（上限有り） 

月額 50,000 円 

マイカー通勤  駐車場あり 

可 

 

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形 その他 

厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付年金 

退職金共済 未加入 

退職金制度 あり（勤続 3 年以上） 

 

定年制 あり（一律 65 歳）
 

再雇用 あり（上限70歳まで）

制度 
 

勤務延長 なし 

 
育児 あり 

介護 あり 

看護 該当なし

賃金締切日 月末 その他  

賃金支払日 翌月 25 日 その他  

労働組合 あり 就業規則 フルタイム あり パートタイム あり 

就

業

時

間 

（1）8 時 30 分～17 時 30 分 

（2）     ～ 

（3）     ～ 

時間外 あり 月平均 10 時間 36 協定における特別条項 なし 

特別な事情・期間等 

休憩時間 60 分 

入居可能 
住宅 

単身用あり 世帯用なし 

休

日

等 

休日 土 日 祝 その他 有

給

休

暇 

入社時    ０日
 

6 ヶ月経過後 10 日

その他の休日・ 

週休二日制   

 

夏季休暇（7 月～9 月に 5 日間） 

年末年始（12/28～1/3） 

 
週休二日制 毎 週  年間休日数 124 日 

雇 
用 
形 
態 

正社員 

就 
業 
形 
態 

 派遣 ・請負ではない    営 業 
求 

人 
数 

4人 

仕 

事 

の 

内 

容 

 電子機器の法人向け営業（既存顧客への営業及び新規顧客の開拓） 

・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積 

・受注から納品までのフォロー・代金回収といった一連の営業業務を担当していただきます。

履
修
科
目

  理工学部（電子関係） 

あれば 

尚可 

免
許
・
資
格

必
要
な

普通自動車免許（AT限定可） 

あれば 

尚可 

雇用期間の定めなし   契約更新の可能性   

就

業

場

所

 事業所所在地と同じ   転勤の可能性 あり 試用期間 あり 労働条件 異なる 

〒 930-8509 

富山市神通本町1丁目5番5号 

富山駅から徒歩10分 

受動喫煙対策      あり （喫煙室設置） 

  喫煙できる部屋がある。 

事 

業 

所 

名 

カブシキガイシャハローワークショウジ 従
業
員
数

企業全体 就業場所 （うち女性） （うちパート）

  

株式会社ハローワーク商事 

250人 35人 10    人 0   人 

設   立 昭和52年 資  本  金 1,000万円 

所 
 

在 
 

地 

〒    930-8509 

富山市神通本町1丁目5番5号 

 

富山駅から徒歩10分 

事
業
内
容

電子機器製造 

会
社
の
特
長

  

当社は完全実力主義で、努力する人はどんどん 

幹部に登用しています 
代 表 者 名 代表取締役 立山  登 

法 人 番 号 0000000000000 ホームページ http:/toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.gp.jp/ 

取
得
実
績 

休
業
等 

加
入
保
険
等 

福
利
厚
生
等 

（参考６） 

 求 人 票 （大卒等）

受付年月日 

受付安定所 
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受付年月日 

受付安定所 

事業所番号 

５ 補足事項・特記事項 

補 

足 

 

事 

 

項 

 

・試用期間は3ヶ月です。 

・転勤の範囲は富山県内です。 

・受付方法は郵送、電話、Eメールです。 

・賃金は現行賃金です。 

 

 か
求か
人る
条特
件記
に事
 項

 

  

 ・手当は他に以下のものがあります。 

  資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給 

 

  

事業所名 株式会社ハローワーク商事 

求 人 票 （大卒等）

就業場所住所

識別欄

※1については、男性は配偶者の出産者数を示しています。    ※2については、雇用形態に関わらず企業全体における割合を示しています。 

４  選  考                                                （２／２）

 

受 
付 
期 
間 

 
6月1日～ 

 
以降随時 

説
明
会 

日
時
・
場
所 

 
4月1日 10時00分～ 
 
本社（所在地と同じ） 

 
 

 
 選

考
日 

 

別途通知 

 
選
考
方
法 

 
書類選考 面接 適性検査 その他 
 
筆記試験 一般常識 英語 作文 専門 その他 

 

〒 930-8509 

 

事務所所在地と同じ 

ハローワーク紹介状 

履歴書 

卒業見込証明書 

成績証明書 

その他の
応募書類 

 

 応募書類の返却  あり 

  
 既卒応募 可 
（卒業後概ね3年以内）        
  

 中退者応募 可 
 

選
考
場
所 

   〒930-8509 

   富山市神通本町1丁目5番5号 

   随時              
その他 

［          ］

担

当

者 

課係名 
役職名 

人事総務課 リーダー 氏 名
ﾀﾃﾔﾏﾊﾅｺ 

立山  花子 

電話番号 076‐444-8321    内線[     ] ＦＡＸ 076-444-8305 

Ｅメール  

３ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況 企業全体の情報 大卒の情報 

（１） 

前事業年度の 

月平均所定外労働時間／有給休暇の平均取得日数 
 15.5    時間 10.7  日  10.0   時間  13.0    日 

（２） 

 

前事業年度の 

育児休業取得者数／出産者数  ※1 

取得者数 女性           9  人 男性         2 人 女性           4  人 男性       2 人

出産者数 女性          12  人 男性        10 人 女性           6  人 男性        3 人

（３） 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合  ※2 役員         22.1％ 管理職       30.5％     

２ 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況 

（１） 
研修の有無及び 
その内容  あり   新入社員導入研修、 英語講座(通信制)、 簿記検定講座(社外講座） 管理職研修  等 

（２） 
自己啓発支援の有無 
及びその内容  あり   業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填 

（３） メンター制度の有無 あり 

（４） 
キャリアコンサルティング 
制度の有無及びその内容  あり   入社直後、入社3年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施 

（５） 
社内検定等の制度の有無 
及びその内容 

 あり   株式会社ハローワーク商事内検定 

１ 募集・採用に 企業全体の情報 大卒の情報 

関する情報 新卒等採用者数 （うち男性） （うち女性） 新卒等離職者数 新卒等採用者数 （うち男性） （うち女性） 新卒等離職者数

（１） 

令和４年度 10人 6   人 4  人 1  人 6  人 4  人 2   人 1 人 

令和３年度 11人 7   人 4  人 2  人 8 人 6  人 2   人 1 人 

令和２年度 9人 4   人 5  人 1 人 6 人 2  人 4   人 0 人 

（２） 平均継続勤務年数 従業員の平均年齢 （参考値）  18.5  年 41.7  歳  21.0 年  43.2 歳 

産業分類 

職業分類 

青 少 年 雇 用 情 報 

求人番号 

求人条件に関する注意事項  ハローワークより ： 求人票は雇用契約書ではありません。 採用時には必ず、 書面により労働条件の明示を受けてください。

書
類
提
出
先 

応
募
書
類
等 

の
応
募 

既
卒
者 

の
入
社
日 

既
卒
者
等 
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（参考７） 

新規学校卒業予定者対象求人募集終了報告について 

 

 新規学校卒業予定者対象求人の有効期限は、求人充足（採用内定）による求人取消を行

わない場合、大卒等については卒業年の３月 31 日まで、高卒については卒業年の６月 30

日までとなっています。 

ハローワークでは、申込みいただいた求人の充足状況を常に把握するとともに、適時に

求人情報を作成し、学生や生徒等に提供していることから、求人内容、とりわけ求人募集

状況の現時点でのできる限り正確な情報が必要となります。 

このため、ハローワークへ申込みいただいた学卒求人について、採用内定開始日以降に

求人充足（採用内定）により求人情報への掲載や求人公開をする必要が無くなった場合

には、誠にお手数ですが、「新規学校卒業予定者対象求人募集終了報告書」（P37）により

求人申込みを行ったハローワークにご報告（郵便及びメールで）いただきますようお願い

いたします。 

 

 

        ＜参考＞ 

大学等は、10 月１日以降が正式内定日です。 

高校は、９月 16 日が選考開始（内定開始）日です。 

 

 

※ 記載にかかる留意事項 

① 事業所番号・事業所名・所在地・電話番号・担当者名・提出日を記入してください。 

 ② 「高卒求人・大卒等求人」のいずれかに○を付け、求人番号、職種、求人数、採用 

内定数（充足数）、連絡事項等を記入してください。 
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事業所番号

　令和　　　年　　　月　　　日
　　　-　　　　　　　　　-

者当担地在所

○

ません。）

⑤④③②

職　　　　　　　　　　　種 求　人　数
採用内定数
（充足数）

連絡事項等

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

　　　　　人 　　　　　　人

※

※

１０月１日）以降、採用内定により求人が充足した場合は、募集終了した求人を下表に記入し、速やか

にご提出 （郵便及びメールで） をお願いいたします。（現在募集中の求人は記入・提出の必要はあり

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

高卒求人　・　大卒等求人

高卒求人・大卒等求人の別
（いずれかに○を付けてください。）

求　人　番　号

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

　「①求人番号｣は、求人票（高卒・大卒等とも）の左上部（バーコードの下）に表示してあります。

①

　「事業所番号｣は、求人票（高卒・大卒等とも）の右上部（バーコードの下）に表示してあります。

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

16　　　-

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

高卒求人　・　大卒等求人

16　　　-

新規学校卒業予定者対象求人募集終了報告書

　当所に提出されている高卒求人、大卒等求人について、　採用内定開始日（高卒９月１６日、大卒等

号番話電名所業事
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（参考８） 

令和６年３月新規高等学校卒業予定者の早期選考の防止等に 

関する申し合わせ 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ７ 日 （ 水 ）  

富山県高等学校就職問題連絡協議会 

 

本会議は、求人の充足をめぐる早期選考などの秩序をみだす求人活動を規制し、正常

な学校教育の維持と就職希望生徒の適正な職業選択の確保等、求人の秩序の確立を図る

ため、協議の結果、令和６年３月新規高等学校卒業者に関する取扱いについて、下記事

項の厳守を申し合わせる。 

 

記 

 

１ 推薦選考開始期日 

（１）推薦開始（文書到達主義）  ９月 ５日以降 

（２）選考開始（採用内定開始）  ９月１６日以降 

 

２ 生徒の応募・推薦について 

    推薦開始となる９月５日から１０月３１日までは応募・推薦を一人一社とする。

１１月１日以降については一人三社まで応募・推薦を認める。 

（１）三社まで応募・推薦を認める対象生徒 

     対象となる者は、１０月３１日までに採用が内定していない生徒とする。 

     ただし、１０月３１日までに採用試験を受け、採否結果が判明していない生徒

は除く。 

（２）三社応募が可能な対象企業 

     対象となる企業は、１１月１日以降に採用試験を実施するすべての企業とする。 

（３）公務員試験との併願 

     １１月１日以降は、公務員試験と企業の採用試験との併願を認める。 

（４）他都道府県への応募について 

     生徒が他都道府県の企業に応募する場合の取扱いについては、当該都道府県の

申し合わせ等によってなされることが望ましいこと。 

 

３ 求人申込みの手続き 

（１）求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所に

所定の高卒用求人票を提出し、選考期日、求人内容等について適正であることの

公共職業安定所の確認（確認印の押印）を受けるものとする。 

（２）上記（１）の手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は生徒

の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をもって推

薦を行うものとする。 
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（３）従って、令和６年３月新規高等学校卒業者を採用する事業所は、すべて公共職

業安定所の確認を受けなければならないものとする。 

 

４ 求人の申込みの受理期日等 

  （１）求人の申込みの受理及び確認のための求人票受付開始日     6 月 1 日以降 

  （２）公共職業安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻開始日 7 月 1 日以降 

  （３）学校における求人申込みの受理（公共職業安定所受理確認後） 7 月 1 日以降 

 

５ 企業に対する協力要請 

国は、各公共職業安定所を通じ、地域の求人事業所、事業主団体等に対し、本申

し合わせの趣旨の周知徹底を図り、求人秩序についての理解と協力を求めるものと

する。 

 

６ 家庭訪問の禁止 

    求人者またはその委託を受けた者が、直接生徒の家庭を訪問し、新規学校卒業予

定者を対象とする求人活動を行うことを禁止する。 

 

７ 学校訪問 

    求人者またはその委託を受けた者が行う求人活動としての学校訪問は原則とし

て、職業指導上必要とみられる次の場合等の範囲で行うこととする。 

  （１）職務の内容等求人内容について、求人票記載事項の補足説明を行う場合。 

  （２）採用雇用管理の方針等求人票にない事項について説明を行う場合。 

     この場合、各公共職業安定所への求人申込みがなされていることはもちろんで

あるが、訪問前に学校の了解を得るものとする。また、すでに公共職業安定所へ

求人申込みがなされていることを証するため、学校訪問の際、受理確認印のある

求人票（コピーしたもの）を携行することとする。 

     なお県外企業からの学校訪問についても同様に取り扱うこととする。 

 

８ 文書募集 

    公共職業安定所へ求人申込みを行った求人者に限り、次の事項を厳守のうえ、令

和５年７月１日以降は、文書募集を行って差し支えないものとする。 

  （１）求人者の管轄公共職業安定所名、求人番号を記載すること。 

  （２）求人票記載内容と異なる内容のものとしないこと。 

  （３）応募の受付は学校又は公共職業安定所を通じて行うこと。 

 

９ 応募書類の取扱い 

    求人者が採用選考に際し徴することができる応募書類は、職業安定機関が全国統

一で使用することとしている様式（全国高等学校統一用紙）による書類のみとし、

他の書類の提出を求めないものとする。 
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10 就職の機会均等 

    就職の機会均等を確保するため、求人から選考までの間を通し、次のことを行わ

ないものとする。 

  （１）採用予定職種が必ずしも特殊な技能、知識を卒業前に習得していることを必要

としないものであるにもかかわらず、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日

制課程の卒業者との間で差別的な取扱いを行うことや指定校制により特定の学

校以外の者の応募を拒否すること。 

  （２）障害者等に対して、偏見を持った取扱いをすること。 

  （３）戸籍謄（抄）本、住民票等身元調査、家庭調査につながる書類の提出を求める

こと、また、調査すること。 

  （４）全国高等学校統一用紙の履歴書、調査書と異なる自社製のものを使用し、不必

要に個人的な事柄を調査すること。 

  （５）筆記試験、面接試験において、本人の能力、適性等に直接関係がないと考えら

れる「おいたち」、「家族の職業、身分、資産、生活、環境」、「宗教」、「信条」、

「思想」などに触れたことを聴取、調査すること。 

  （６）採用予定職種の内容にかかわらず、合理的・客観的に必要性が認められない健

康診断を実施すること。 

 

11 職業指導の適正化と充実強化 

    学校は進路指導の一環として、就職希望者全員に対し、職業適性検査及び職業レ

ディネステストを実施し、個々人の的確な職業適性の把握により適正な職業選択が

行われるよう職業指導の充実に努めることとする。 

 

12 就業開始期日 

    学校教育の正常化と安定を図るため、事業主は、採用を決定（内定）したもので

あっても、アルバイト、見習い、教育実習、臨時採用、研修等の名称の如何を問わ

ず、就業開始日は卒業後とすること。 

    また、学業の妨げとなるようなレポート提出等についても求めないものとする。 

 

13 求人条件の弾力的取扱い 

    自動車の運転ができることを条件とする求人については、学校教育に対する影響

ならびに就職の機会均等を勘案し、次のことに対して留意することとする。 

   （１）自動車免許の取得は、入社後に行うことが望ましいので、求人者は、当該免

許の取得に対する求人条件をできる限り緩和すること。 

   （２）入社時までに当該免許を取得していなかったことを理由に、採用の延期また

は、採用の取り消しは絶対に行わないこと。 
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労働基準法について（抜粋） 

 

 労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはいけません。 

 

 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を

強制してはいけません。 

 

(1) 有期労働契約（期間の定めのある労働契約）について、下記の(2)の場合及び一定の事業の完了に必要な期間

を定めるもののほかは、契約期間の上限は原則３年です。 

ただし、上記の場合で、契約期間が１年を超える有期労働契約を締結した労働者（下記(2)に該当する労働者

は除きます。）は、労働契約期間の初日から１年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、

いつでも退職することができます。（第137条） 

(2) 高度の専門的な知識、技術又は経験（以下「専門的知識等」と言います。）を有する労働者（当該高度の専門

的知識等を必要とする業務に就く者に限る）や、満 60 歳以上の労働者と有期労働契約を締結する場合の契約期

間の上限は５年です。 

高度の「専門的知識等」を有する者とは、博士の学位を有する者等厚生労働大臣が定める基準に該当する者と

されています。 

 

 有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを未然に防止するため、使用者が講ずべき措置の基準とし

て、厚生労働大臣による労働基準法第14条第2項に基づく、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

が定められています。 

 行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。 

 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容は、以下のとおりです。 

(1)  雇止めの予告 

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予

告をしなければなりません。ここでの対象となる有期労働契約は、以下①、②、③のとおりです。 

① 有期労働契約が３回以上更新されている場合 

② １年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算 1

年を超える場合 

③ １年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 

(2)  雇止めの理由の明示 

使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付

しなければなりません。 

   また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。 

(3)  契約期間についての配慮 

使用者は、契約を１回以上更新し、かつ、１年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更

新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努め

なければなりません。 

男女同一賃金の原則（第４条） 

強制労働の禁止（第５条） 

労働契約期間（第 14条第１項）

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 

Ⅱ　関係法令の改正に伴う募集計画・求人票提出にあたっての留意事項
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労働条件を明確に示していない場合には、労働者が予期に反した低い労働条件となったり、後日のトラブルにもな

ることがあるため、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明示しなければなりません。この場合、

次の事項については書面で明らかにし、その書面を労働者に交付しなければなりません。なお、労働者が希望する場

合にはファクシミリを利用する送信、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いら

れる電気通信の送信方法（出力して書面を作成できるものに限る）により交付することも認められています。（モデ

ル様式「労働条件通知書」Ｐ50） 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に

分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

(5) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項 

(6) 退職に関する事項（※解雇の事由を含む。） 

※労働契約締結時における「解雇の事由」の明示 

 労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、労働契約の締結に際し、使用者

は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければなりません。 

 

（注） パートタイマーを雇い入れたときには、労働基準法第 15 条で書面による明示が義務づけられている労働条

件に加え、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口についても、文書の交付等により明示しなければなりませ

ん。（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート労働法）第６条） 

 

 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ

ばなりません。 

1 解雇をしようとする場合 

         30日以上前に解雇予告をすれば 

         30日分以上の平均賃金を支払えば 

（平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。） 

2 解雇予告などが除外される場合 

 (1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたと

き（例；火災による焼失、地震による倒壊など） 

 (2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。この認

定は、労働者に対して解雇の意思表示をなす前に受ける必要があります。 

                  → 例；横領・傷害、２週間以上の無断欠勤など 

3 解雇予告などを行わずに解雇することができる者 

 ①日々雇入れられる者                 １か月 

 ②２か月以内の期間を定めて使用される者        契約期間 

 ③季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者        契約期間 

 ④試の使用期間中の者                  14日 

労働条件の明示（第 15条） 

解雇の予告（第 20条） 

使用者は、 労働基準法違反とはならない。 

た
だ
し 

を超えて引き続き使用されている場合

には、解雇予告または解雇予告手当の

支払いが必要となります。 
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（

労
働
者
が
請
求
し
た
事
項
に
限
ら
れ
ま
す） 

 労働者が退職の場合に、使用期間や業務の種類などについて証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、

これを交付しなければなりません。 

 なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るため、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の

日までの間において、解雇の理由についての証明書を請求できます。 

労働者がこの証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 

ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、使用者はこの証明書

を交付する義務はありません。 

 

 労働の対価である賃金が、完全にかつ確実に労働者本人の手に渡るようにするため、使用者は、労働者に賃金を通

貨で全額、直接、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令

で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表とする

者との労使協定が必要です。なお、一定の条件（①労働者の同意を得ること、②労働者の指定する本人名義の預貯金

口座に振り込まれること、③賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること）を満たせば、金融機関への振込により

支払うことができます。 

 

 1 賃金支払5原則 

 

 

 

 

 

2 例   外 

 

 

１ 
通貨以外のものの支払いが認められる

場合 

    
法令・労働協約に定めがある場合 

 

２ 賃金控除が認められる場合 
法令(税金・社会保険料等)、賃金控除の労使

協定による場合 
 

３ 
毎月１回以上、一定期日払いでなくてよい 

場合 

臨時支給の賃金、賞与、査定期間が１か月を

超える場合の精勤手当・能率手当など  

退職時の証明（第 22条第１項）

解雇理由の証明（第 22条第２項）

賃金の支払（第 24条

使用者は 

  
        支払う ⑤直接労働者に 

① 通 貨 で 

② 全 額 を 

③毎月１回以上 

④一定期日に 

退職労働者 

使 用 者 

請

求 

証
明
書
を
交
付 

証

明

事

項 

①使用期間 

②業務の種類 

③当該事業における地位 

④賃金 

⑤退職の事由 

（退職の事由が解雇の場合にあって 
 は、その理由を含む。） 
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 使用者は、労働者に、原則として1日に８時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 

（注） 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限です。所定労働時間とは、事業場が就業規

則等で定めた労働時間のことです。 

ただし、公衆の不便を避けるため等の理由で、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業（映

画製作の事業を除く）、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場は、特例措置対象事業として、１週間の法定労働

時間は44時間となっています。 

なお、１年単位の変形労働時間制、１箇月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を採用し、週40時

間労働制を実施することもできます。 

 

 ●週40時間労働制と特例措置対象事業の区分 

業種      規模 10人以上 1～9人 業種       規模 10人以上 1～9人 

製 造 業（１号） 40 40 映画・演劇業（10号） 40 44 

鉱 業（２号） 40 40 通 信 業（11号） 40 40 

建 設 業（３号） 40 40 教育・研究業（12号） 40 40 

運輸交通業（４号） 40 40 保 健 衛 生 業（13号） 40 44 

貨物取扱業（５号） 40 40 接 客 娯 楽 業（14号） 40 44 

林 業（６号） 40 40 清掃・と畜業（15号） 40 40 

商 業（８号） 40 44 その他の業種 

(農林,水産,畜産業を除く)
40 40 

金融・広告業（９号） 40 40 

       特例措置対象事業 

 

 

 使用者は、労働時間が６時間を超える場合は 45 分以上、８時間を超える場合には１時間以上の休憩を与えなけれ

ばなりません。 

・休憩時間は原則として、①労働の途中で、②一斉に与え、③自由に利用させなければなりません。 

（注） 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の業種は適

用除外となります。 

また、これら以外の業種も労使協定の締結により、②の一斉付与は適用除外となります。 

 

 使用者は毎週１日の休日か、４週間を通じて４日以上の休日を与えなければなりません。 

・４週４休を採用する場合は、就業規則等により４週の起算日を明らかにし、またできる限り休日は特定してくださ

い。 

毎週１日の休日の例     １週     １週     １週     １週 

休 休 休 休 

４週４日の休日の例               ４週 

 休休休休 

 

労働時間（第32条） 

休憩時間（第34条） 

休 日（第 35条） 
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やむを得ない事由で、法定時間外労働や法定休日労働を労働者にさせる場合には、時間外及び休日労働に関する労

使協定（以下「36協定」といいます。）を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

なお、令和２年４月１日から、上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務を除き、原則として全ての事業場

に新たな上限規制等を内容とする改正法が適用されています。また、36協定の届出様式も新しくなりました。 

 

【上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務】 

 ・上限規制の適用が令和６年３月31日まで猶予される事業・業務： 建設の事業、自動車運転の業務、医師 等 

 ・上限規制の適用が除外される業務： 新技術・新商品等の研究開発業務 

 

● 時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届（様式

第９号）を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

□ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

□ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲 

□ 対象期間（１年間に限る） □ １年の起算日 □ 有効期間 

□ 対象期間における  ✔１日  ✔１か月  ✔１年 について、 

  労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日 

□ 時間外労働＋休日労働の合計が ✔月100時間未満 ✔２～６か月平均80時間以内 を満たすこと 

 

● 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360時間）を超えて時間外

労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届（様式第９号の２）を

所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。 

□ １か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数（100時間未満） 

□ １年の時間外労働時間（720時間以内） 

□ 限度時間を超えることができる月数（１年について６か月以内） 

□ 限度時間を超えて労働させることができる場合（できる限り具体的に定めなければなりません。） 

□ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 

□ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率（25％を超える率とするよう努めてください。） 

□ 限度時間を超えて労働させる場合における手続（例：労働者代表への事前申し入れ、労使協議等） 

 

 

 

時間外・休日労働（第 36条） 

【過半数代表者の選出について】 

 36協定締結の際は、その都度、当該事業場に労働者（パートやアルバイト等も含む）の過半数で組織する労働

組合（過半数組合）がある場合はその労働組合、過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者（過半

数代表者）と協定しなければなりません。過半数代表者の選任に当たっては以下の点に留意する必要があります。

 また、36協定届のチェックボックスにチェックする必要があります。 

 管理監督者でないこと 

 過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること 

 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと 
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 時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36 協定で定める時間外労働及び休日労働につい

て留意すべき事項に関して指針（平成30年厚生労働省告示第323号）が策定されています。36協定の締結に当たっ

ては、この指針の内容に留意してください。 

 

○ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。 

○ 使用者は、36 協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働者に対する安全配慮義務を負うこと、また、時

間外・休日労働時間が１か月においておおむね 45 時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関

連性が徐々に高まることに留意する必要があります。 

○ 限度時間（月 45時間・年 360時間）を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、できる限り

具体的に定めなければなりません。36 協定において限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっては、限度時間

にできる限り近づけるように努めてください。 

○ １か月に満たない期間において労働する労働者について、１週、２週及び４週のそれぞれについての延長時間が

目安時間（１週15時間、２週27時間、４週43時間）を超えないものとするよう努めてください。 

○ 36 協定において休日の労働を定めるに当たっては、休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように

努めてください。 

 

 時間外、深夜（原則として午後 10 時～午前５時）に労働させた場合には２割５分以上、法定休日に労働させた場

合には３割５分以上の割増賃金を支払わなければなりません。（※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族・通

勤手当その他省令で定める賃金を除外することができます。ただし、計算の基礎となる賃金から除外される賃金に該

当するかどうかは、名称ではなく実態により判断されます。） 

 

1 時間外（法定外休日労働を含む。）労働の割増率 

  例 就業時間が午前８時から午後５時（休憩１時間）までの所定労働時間８時間の場合 

17：00～22：00→１時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働 

22：00～ 5：00→１時間当たり賃金×1.50（1.25+0.25） 法定時間外労働+深夜労働 

5：00～ 8：00→１時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働 

  

2 法定休日労働の割増率 

5：00～22：00→１時間当たり賃金×1.35 休日労働 

22：00～ 5：00 

→１時間当たり賃金×1.60（1.35+0.25） 
休日労働+深夜労働 

 

3 １か月に60時間を超える時間外労働を行う場合の時間外労働の割増賃金率 

(1) １か月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増率・・・50％以上（注１）  

(2) 割増賃金の支払に代えた代替休暇 

 ・事業場で労使協定を締結し、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者が希望すれば、25％から50％

に引上げられている差の25％分の割増賃金の支払に代えて、有給の代替休暇を付与することができます。(注２) 

 ・労働者がこの有給の代替休暇を取得した場合でも、現行の25％の割増賃金の支払は必要です。(注３) 

（注１） 中小企業については、令和５年３月31日までは、45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は25％

を超える率とするように努めることとされており、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。 

（注２) この有給の代替休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、まとまった単位

で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から、１日、半日、１日または半日のいずれか

によって与えることとされています。 

（注３） 労働者が実際に有給の代替休暇を取得しなかった場合には、50％の割増賃金の支払が必要です。 

 

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 

時間外・休日・深夜労働の割増賃金（第37条）
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 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤した労働者に対して

最低 10 日を与えなければなりません。また、６か月経過日から継続勤務年数１年ごとに、次の表の継続勤務年数の

区分に応じた有給休暇日数を取得させなければなりません。 

 

○ 年次有給休暇の付与日数 

  年次有給休暇の付与日数は、一般労働者の場合は、次のとおりとなります。 

（注）週所定労働日数が５日以上の労働者は、比例付与の対象とはならず、一般労働者と同様な扱いとなります。 

  

  (1) 週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者 

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 

付与日数 10 11 12 14 16 18 20 

 

  (2)  週所定労働時間が30時間未満の労働者 

 
週所定 

労働日数 

１年間の 

所定労働日数（注）

継続勤務年数 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
6.5 

以上 

付
与
日
数 

4日 169日～216日 7 8 9 10 12 13 15 

3日 121日～168日 5 6 6 8 9 10 11 

2日 73日～120日 3 4 4 5 6 6 7 

1日 48日～72日 1 2 2 2 3 3 3 

（注）週以外の期間によって労働日数が定められている場合 

 

  (3)  認定職業訓練を受ける未成年者（労働基準法第72条）で(2)に該当する労働者を除く 

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5以上 

付与日数 12 13 14 16 18 20 

 

○ 年次有給休暇の取得時季 

  年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。 

  なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められています（「事

業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため全員に休暇を付与

しがたいような場合などに限られます。）。 

○ 年次有給休暇の計画的付与 

  年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇

のうち５日を超える部分（繰越し分を含みます。）に限ります。 

  付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与

などが考えられます。 

○ 年次有給休暇の請求権 

  年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、２年間で時効によって消滅します。年次有給休暇

の請求権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して２年間、すなわち、当年度の初日に発生した

休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。 

○ 年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止（第136条） 

  年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取

り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 

○ 年次有給休暇の賃金の支払い 

  年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金または所定労働

年次有給休暇（第 39条） 
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時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。 

  ただし、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相

当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。 

○ 年次有給休暇の時間単位取得 

労使協定を締結することで、１年に５日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得することができます。 

○ 年次有給休暇の半日付与 

  労働基準法は、年次有給休暇の付与を１日単位としています。したがって、労働者が半日単位で請求しても、こ

れに応じる法的義務はありません。ただし、請求に応じて半日単位で与えることまでは禁止されていません。 

○ 年５日間の年次有給休暇の取得 

  年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日について、使用者

が時季を指定して取得させなければなりません。 

 ※ 労働者が自ら申し出て取得した日数や計画的付与の日数は５日から控除することができますが、特別休暇や時間単位の年休

は控除することができません。 

 

児童（満15歳に達した日以後の最初の３月31日までの者）を労働者として使用することは、原則として禁止され

ています。 

 ※一定の要件下で使用する場合には、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。 

 

 年少者（満18歳未満の者）を深夜（午後10時～午前５時）に働かせることは、原則として禁止されています。 

 

 年少者を、一定の危険・有害な業務に就かせてはなりません。 

就業が制限される業務は、年少者労働基準規則第７条と第８条に規定されています。（重量物業務及び46業務） 

 

 年少者を坑内で労働させてはいけません。 

 

 妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後１年を経過しない女性を坑内業務に就かせてはいけません。 

 

妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性（以下、「妊産婦」と言います。）を、妊娠、出産、哺育等に有害な一

定の業務に就かせてはいけません。 

 就業が制限される業務は、女性労働基準規則第２条に規定されています。（24業務） 

最低年齢（第56条第１項） 

年少者の深夜業（第 61条第１項） 

年少者の危険有害業務の就業制限（第 62条） 

年少者の坑内労働の禁止（第 63条） 

妊婦等の坑内労働の禁止（第 64条の２第１号）

妊産婦の危険有害業務の就業制限（第 64条の３第１項）
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６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはい

けません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。 

産後８週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後６週間を経た女性が請求した場合には、医

師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。 

 

変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、休憩時間を除き１日８時間及び 1週間 40時間を超

えて労働させてはなりません。また、妊産婦が請求した場合、法定の時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりま

せん。 

 

生後満１年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日２回それぞれ少なく

とも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。 

 

常時 10 人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働

組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添

えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です。 

また、就業規則は常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける等により労働者に周知しなければなりません。 

 

○就業規則の記載事項 

必ず記載しなければならない事項 定めをする場合に記載しなければならいない事項 

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代

制の場合には就業時転換に関する事項 

②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び

支払いの時期並びに昇給に関する事項 

③退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

①退職手当に関する事項 

②臨時の賃金（賞与）・最低賃金額に関する事項 

③食費・作業用品などの負担に関する事項 

④安全衛生に関する事項 

⑤職業訓練に関する事項 

⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 

⑦表彰、制裁に関する事項 

⑧その他全労働者に適用される事項 

 

○就業規則は、労働基準法などの関係法令、または当該事業場に適用される労働協約に反してはなりません。 

 

法令の要旨、就業規則、各種労使協定（時間外労働・休日労働に関する協定等）などを掲示、備付け、書面の交

付などによって労働者に周知しなければなりません。 

○周知方法 

・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。 

・書面で交付する。 

・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常

時確認できる機器を設置する。 

産前産後（第65条）

妊産婦の労働時間（第 66条） 

育児時間（第67条）

就業規則の作成・届出・変更の義務（第 89条、第 90条、第 92条）  

法令等の周知（第 106条）  
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モデル様式「労働条件通知書」 
 
○ 一般労働者用：常用、有期雇用型 

   
 
○ 短時間労働者用：常用、有期雇用型 
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１．労働契約法制定の趣旨 

 これまで、労働契約に関するルールは、民法や労働基準法によるほか、これらに定められていないものについては、

裁判実務に委ねられてきました。 

 一方、近年では、働き方も多様化し、解雇、労働条件の引下げなど個別労使間のトラブルが増加しています。 

 労働契約法の制定は、こうした状況に対応し、労使間のトラブルを未然に防ぐため、これまで積み重ねられた判例

法理を基本に、労働契約に関する民事的なルールを明確化したものです。 

 

２．労働契約法のポイント 

 

 

○労働契約の締結や変更に当たっては、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。（第3条第1項） 

○労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、均衡を考慮することが必要です。（第3条第2項） 

○労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和に配慮することが必要です。 

○労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはなりません。 

○使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めることが必要です。（第4条第1項） 

○労働者と使用者は、労働契約の内容（有期労働契約に関する事項を含む。）について、できる限り書面で確認    
する。（第4条第2項） → 有期労働契約の場合には、契約期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや、 

どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の更新についても明確にしておく。 

○使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確保されるように配慮することが必要です。（第5条） 

 

 

○労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合意すると、労働契約が成立します。（第6条） 

○労働者と使用者が労働契約を締結する場合に、使用者が ①合理的な内容の就業規則を②労働者に周知させていた
（労働者がいつでも見られる状態にしていた）場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になりま
す。（第7条本文） 

○労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、

労働者の労働条件になります。（第7条ただし書） 

○労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、就業

規則の内容まで引き上がります。（第12条） 

○法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません。（第13条） 

 

 

○労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。（第8条） 

○使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。（第9条） 

○使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。（第10条） 

 ①その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。 
  ・労働者の受ける不利益の程度 ・労働条件の変更の必要性 ・変更後の就業規則の内容の相当性 ・労働組合等との交渉の状況 

 ②労働者に変更後の就業規則を周知させること。 

 

 

○権利濫用と認められる出向命令は、無効となります。（第14条） 

○権利濫用と認められる懲戒は、無効となります。（第15条） 

○客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効となります。
（第16条） 

 

 

○使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇するこ

とができません。（第17条第1項） 

○使用者は、有期労働契約によって労働者を使用する目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配

慮しなければなりません。（第17条第2項） 

労働契約の基本ルール 

労働契約の成立 

労働契約の変更 

労働契約の継続及び終了 

有期労働契約の締結 

（第3条第3項）

（第3条第4項・第5項）

労働契約法における「労働者」とは・・・ 
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法

の適用を受けます。第2条第1項）→ 「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者

の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。 

労働契約法について（平成20年3月1日施行）
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○同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて反復更新された場合（※１）は、労働者の申込み（※

２）により、無期労働契約（※３）に転換します。 
（※１） 
○通算契約期間のカウントは、平成 25 年４月１日以後に開始する有期労働契約が対象です。そのため、平成 25 年

３月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。 
○契約期間が１年以上の場合 
無契約期間が６か月以上あるときは、その期間より前の有期契約期間は通算しません。（いわゆる「クーリング期

間」） 

ただし、契約がない期間があるが６か月未満のときは、前後の有期労働契約の期間は通算されます（クーリングされ

ません）。 

 
 
 
○契約期間が１年未満の場合 
クーリング期間は以下の表のとおりです。このクーリング期間があれば、通算契約期間のカウントは再度スタート

します。 

無期労働契約への転換（第 18条）

「有期労働契約」とは、1年契約、６か月契約など期間の定めのある労働契約のことです。 
パート、アルバイト、派遣社員（※）、契約社員、嘱託などいろいろな言い方で呼ばれて

いますが、こうした有期労働契約で働くすべての人が対象となります。 
※ 派遣社員は、派遣元会社（派遣会社）と締結される労働契約が対象となります。 
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カウントの対象となる有期労働契約の契約期間 契約がない期間 
２か月以下 １か月以上 
２か月超～４か月以下 ２か月以上 
４か月超～６か月以下 ３か月以上 
６か月超～８か月以下 ４か月以上 
８か月超～10か月以下 ５か月以上 

上以月か６ ～超月か01  
○通算契約期間は、「同一使用者」ごとに計算しますので、勤務先の事業場（事業所）が変わった場合でも、同じ事

業主の事業場（事業所）間の異動であれば、契約期間は通算されます。 
○通算契約期間の計算は、労働契約の存続期間で計算します。育児休業などで勤務しなかった期間も、労働契約が続
いていれば通算契約期間にカウントされます。 
（※２） 
○申込みは、労働者の権利であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。 
○申込みは、その契約期間の初日から末日までの間にできます。 
○労働者から無期転換の申込みがされると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で

成立します。なお、無期に転換されるのは申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。 
（※３） 
○無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがないかぎり、直前の有期労働契

約の労働条件と同一になります。 
 
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について 
【平成26年４月１日施行】 
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強

化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布

され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間（原則）５年を 10 年

とする特例が設けられました。（「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率

的推進等に関する法律」については、平成30年12月の法改正により、法律名が「科学技術・イノベーション創出の

活性化に関する法律（科技イノベ活性化法）」に変更されています。） 

 
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について 
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（有期雇用特別措置法）【平成27年４月１日施行】 

○高度専門職（博士の学位を有する者等）の特例 
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しま

すが、 
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、 
・高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、 
・その高度の専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間内に完了する業務に従事する 
有期雇用労働者（高度専門職）については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生し

ません。（ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年です。） 
○継続雇用の高齢者の特例 

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しま

すが、 
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、 
・定年に達した後、引き続いて雇用される 
有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は無期転換申

込権が発生しません。 
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○使用者が有期労働契約の更新を拒否し契約期間の満了により雇用が終了することを「雇止め」といいますが、過去

の最高裁判例による判例法理が条文化されているものです。 
○有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、有期労働契

約の期間満了後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通

念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、従前と同一の労働条件で有期労働契約が更新（締結）

されたとみなします。 
 
 
 

「雇止め法理」の法定化（第 19条） 
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男女の均等取扱いについて（男女雇用機会均等法） 
 男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用における性別による差別を禁止し、男女均等な取扱いを求

めています。募集・採用に当たって、男女で異なる取扱いをすることや、男女のいずれかを優先することは原

則として禁止されます（法第５条）。 
 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力

を要件とすること、転居を伴う転勤に応じられることを要件とすることは、間接差別として禁止されています

（法第７条）。 

 性別を理由とする差別として禁止される具体的な内容 

 

 

 

 

間接差別として禁止される具体的な内容 

 

 
 

※間接差別とは・・・ （１）性別以外の事由を要件とする措置であって、（２）他の性の構成員と比較して、一方の 

性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、（３）合理的な理由がないときに講ずること。 

  

 
○ 一定の職種（いわゆる「総合職」、「一般職」等を含む。）や一定の雇用形態（いわゆる「正社員」、「パート 
タイム労働者」等を含む。）について、募集又は採用の対象を男女のいずれかのみとすること。 

○ 募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い（対象を男女のいずれかのみとしない 
ことが明らかである場合を除く）、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと。 

○ 採用面接に際して、結婚の予定の有無、子どもが生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項につ

いて女性に対してのみ質問すること。 
○ 採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。 
 
 
  これまでの慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で、職場に事実上の男女間格差が生じている場合

（一定の区分、職務、役職において女性労働者の割合が４割を下回っている場合）に、その格差の改善の

ために、それらの区分、職務、役職における募集及び採用に当たって、女性に有利な取扱いをすること（ポ

ジティブ・アクション）は、法違反とはなりません。 
  なお、女性活躍推進法においては、常時雇用する労働者数が101人以上の企業については、「自社の女性

の活躍に関する情報」を1年に1回公表することが義務化されています。 
  この公表は、301 人以上の事業主は令和 4 年 7 月 8 日から必須項目となった「男女の賃金の差異」を含

めた３項目以上、101 人以上 300 人以下の事業主は 1 項目以上が必要となります。公表は、自社のホーム

ページ等で行うことができますが、厚生労働省では「女性の活躍推進企業データベース」で行うことを推

奨しています。業界内や地域内での自社の位置付けがわかるとともに、自社の状況や取組を学生や求職者

にアピールできますので、ぜひ活用してください。 
 

① 募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。 
② 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。 
③ 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準に

ついて男女で異なる取扱いをすること。 
④ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。 
⑤ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱

いをすること。 

男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法の具体的内容などの詳細については、富山労働局

雇用環境・均等室（TEL 076-432-2740）へお問い合わせください。 

違   

法 

① 募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 
② 募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とす

ること。  

違   

法 

（合理的な理由がない場合）

以下の取扱いは法違反となります! !  ～現在行なわれている募集・採用活動を点検してください～

ポジティブ・アクションの取組・女性の活躍状況の公表
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1．基本的な考え方 

 人を採用するにあたっては、何よりも「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、

応募者の基本的人権を尊重することが重要です。 

また、日本国憲法は、基本的人権の一つとして全ての人に「職業選択の自由」を保障し

ていますが、「職業選択の自由」の精神を実現するためには、「就職の機会均等」が成立し

なければなりません。 

すなわち、雇用主には、応募者に広く門戸を開いた上で、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地などではなく、本人の適性と能力に基づいた基準による採用選考を行うことが

求められています。 

 したがって、求人者が人を採用するにあたっては、 

 

採用計画 → 募   集 → 選  考 → 採用決定 → 通  知 

→ 承  諾 → 入社前準備 → 入  社 

 

まで、採用選考の流れ全体にわたって「公正な採用選考」が実現できるよう社内体制の整

備をお願いします。 

 

選考は ① 本人の適性・能力が作業遂行能力に適合するかどうか。 

 ② 応募者の基本的人権が尊重される中で行われること。 

この 2 点を基本として選考が実施されなければなりません。 

 

○ 選考は、採用職種の内容からみて、応募者の持つ知識・技能・経験・資格・将来的な

可能性などの適性・能力が作業遂行能力に適合するかどうかにしぼって実施されるべき

ものです。また、応募者の持つ表面的な能力のみでなく、潜在的な適性や長所、採用後の

教育・研修による可能性も積極的に見いだす姿勢をもって臨むことが必要です。したがっ

て、その方法についても適切なものを選ばなければなりません。学力試験、作文、面接、

適性検査等選考の方法については、それらのどれが適しているか十分考慮して決めてくだ

さい。 

 それでは、適性・能力とはどういうことでしょうか。 

 能力とは、ある職務を遂行する力のことです。私たちはみんなそれぞれ体格、体力、感

覚的機能、知的機能、性格特性を持っています。これらの機能や特性で、採用選考時にす

でにある職務を遂行する力として発達しているものがあります。これが能力です。 

 ところが、能力は固定的なものではありません。採用選考時にはある職務を効果的に遂

行する能力はなくても、就職後、教育・研修を受けることによって、その能力を持ち得る

可能性があります。この可能性、教育や研修によって持つことのできる力を適性といいま

す。「特定の訓練を受け、あるいは経験を重ねる以前に、徴候として潜在的に存在してい

る状態又は傾向」というように適性が定義されているのは、この意味です。 

Ⅲ　採用選考に当たっての留意事項
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採用選考にあたっては、「応募者が特定の職務を遂行するのに、現在持っている力（能

力）だけでなく、将来、教育や研修によって持つことのできる力（適性）を合理的、総合

的に評価すべきである。」という意味を正しくとらえることが必要です。 

内容的には次の三つのことが含まれます。 

第１は、職務適応です。与えられる職務を遂行する上で要求される様々な条件に適応

又は順応できるかを判断することです。 

第 2 は、職場適応です。企業内の様々な組織に適応する適性や能力を判断することで

す。 

第 3 は、自己適応です。与えられる職務や職場にどのくらい満足し、生きがいを見い

だせるかを判断することです。仕事に対する興味などが関係します。 

例えば、ある人が技術系の職場に採用されたとします。その人の持っている技能はすば

らしく、あるいは訓練ですばらしい能力を発揮するようになれば、職務適応はあることに

なります。しかし、職場の組織に適応できないとすれば、職場適応は欠けていることにな

ります。また、職務適応、職場適応に問題はなくても、仕事に満足できないのでは、自己

適応していないことになります。 

 この三つがそろうことは、働く人にも企業にも極めて望ましいことです。採用選考は、

応募者の適性・能力のみを重視すべきであるという意味とその内容を正しく理解してく

ださい。 

 

2.採用方針・採用計画について 

 

 

★ 採用方針、採用予定の職種、人員が計画的、合理的に定められていますか。 

★ 応募者の基本的人権を尊重し、差別のないよう十分配慮して、雇用条件、採用基準

に適合するすべての人が応募できる原則が確立されていますか。 

★ 本人の適性・能力以外のこと（親の職業、家庭状況等）を採用の条件にしていませ

んか。 

★ 特定の人を排除しようとしていませんか。 

 

考 え 方  

 「就職」は、一人の人間にとって、生活を左右するものであることはもちろん、働くこ

とを通じて社会生活や社会活動に参加し、自己の充実を図る極めて重要なものです。一方、

企業における採用選考は、その事業の盛衰に大きな影響を及ぼす重大事であることはいう

までもないことです。 

 したがって、各企業では「人」の採用にあたっては、経済情勢の見通しに基づく事業計

画との関連や、労働力需給関係、従業員の異動等諸般の情勢を総合的に判断して行われて

いることと思います。 

 しかし、そのような配慮の中に、人権尊重の精神に反するものがないかどうかを常日頃

から点検し、再考していただくようお願いします。 

 ひとりひとりの労働者を機械的に働かせるのではなく、各個人の能力を積極的に開発し、
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それが十分発揮できるように特別な配慮をすることが必要です。 

すなわち、生産工程、作業設備、作業内容の改善や、職務内容の再編成、従業員の職場

配置、能力開発、教育・研修のあり方などについて、従業員一人ひとりの能力を十分に活

かして働きがいのある充実した職場にしていくことが肝要です。 

採用方針、採用計画の策定にあたっては、応募者の基本的人権を尊重し、差別のないよ

う配慮して、採用条件に適合するすべての人が応募できるという原則が確立されていなけ

ればなりません。 

 

○ 特定の人を排除しようとしていませんか 

  企業が採用したい人は、職務（仕事）を遂行し得る能力のある人であって、それは合

理的な選考によって客観的に判断されなければならないものです。 

  採用方針、採用計画の中で特定の人を排除してしまうというのは、そこに予断と偏見

が大きく作用しているからであり、憲法に規定される「職業選択の自由」や「法の下の

平等」の精神に反することになります。 

  採用方針や採用計画の中で応募者の適性・能力とは関係ない、例えば、 

    特定の国や地域の出身者     

    障害者、難病のある方     

    父子家庭や母子家庭の子ども 

    特定の思想・信条を持つ人 

    ＬＧＢＴ等の性的マイノリティの方 

 などの特定の人を排除しようとしていないでしょうか。 

  あらかじめこれは駄目だと決めてしまう考え方は、選考行為自体を否定するものです。

「高校生の場合、普通科卒業生でないと駄目だ。」、「定時制課程修了者だから能力がな

い。」、「障害者では仕事ができない。」、「女性ではできない。」などと、面接など何の選

考もせず、どうして決められるのでしょうか。 

  また、親の職業であるとか、家庭状況等を選考・採用のポイントとして考えること

は、親が大名ならその子はたとえ能力が低くても大名、という封建時代の考え方と変わ

らない非合理的な考え方です。 

企業の安定、発展を左右する力は、そこに働いている従業員です。したがって、単な

る憶測や予断、偏見に左右されない正しい選考というものがいかに大切であるかは、企

業経営者が一番よくご存知のことであり、強い関心を持っておられることだと思います。 

  「わが社の選考体制は、長い間にわたって改善を重ねてきたものだから大丈夫だ。」

と安心する前に、就職の機会均等の確保についてどの程度認識しているか、正しく理解

しているかを謙虚に考えてください。もし、十分に認識・理解していない場合には、や

はり予断・偏見といったものが存在していると考え、点検をしてみる必要があります。 

 

○ 職場環境によって左右される事項を採用の条件としていませんか。 

 「積極性」や「誠実さ」など、いわゆる「求める人物像」を採用条件に持ちこんで

いる企業が少なくありませんが、この「積極性」「誠実さ」というものが、職務遂行上

必要であるとしても、それを個人に固有のものと考える訳にはいきません。しかもこ

- 58 -



れらの事項は面接担当者の主観的な判断におちいりやすいものです。 

もちろん、「積極的であって欲しい」、「誠実な人間であれ」ということを採用後の職

務遂行において望み、期待することは各企業の自由ですが、それを採用選考に持ちこ

み、採否の理由にからませることは、応募者の本当の適性や能力についての正しい判

断を困難なものとするばかりでなく、企業の好みに合わない人を排除する場合の表向

きの理由として判断されるおそれもあるのです。 

  企業が従業員を採用するにあたっては、採用方針や採用計画を立て、募集→選考→採

否決定→採否通知→採用（入社）まで、一貫して基本的人権を尊重し、公正に行わな

ければなりません。 

 

○ 募集について 

  企業が従業員を募集する場合は、ハローワーク（公共職業安定所）の利用、学校への

依頼、あるいは求人広告、店頭募集など、いろいろな方法があります。募集にあたり、

企業がどのような方法を採るかは、採用人員や採用の職種などによって異なります。し

かし、いずれの方法を採るにしても、ハローワークを利用して、労働市場の状況、求職

者の概況を十分に把握しておくことが大切です。 

 (1) ハローワークの利用 

   ハローワークを利用すると、迅速に適格者の紹介・あっ旋が受けられ、労働条件に

ついても地場産業や他都道府県の状況を知り得るなど、さまざまな利点があります。 

   また、通勤圏外の地域から募集する場合は、その地域を管轄するハローワークから

紹介を受けることもできます。 

   さらに、求人条件が関係法令に違反しないかどうかの点検を受け、適正なものとな

ります。 

 (2) 文書・直接・委託募集 

   ハローワークを利用しないで、従業員を募集する場合には、いろいろ法律上の規制

があります。 

   それは、無制限、無秩序な従業員の募集には、多くの好ましくない問題があり、弊

害を生む恐れがあるからです。適正な方法による従業員の募集や雇い入れが、正しい

雇用関係の基礎となります。従業員が意欲をもって働くようにするためには、正しい

方法によって従業員を募集し、雇い入れることが必要です。文書・直接・委託募集に

ついてはハローワークへ相談してください。 
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３．選考基準・選考方法について 

 

 

★ 採用職種の職務（仕事）を遂行するために必要な条件を基礎とした公平な基準があ

らかじめ明確にされていますか。 

   （職務の遂行に必要となる適性・能力はどのようなものであって、採用時点でどの

程度のものが必要とされるのか明確になっていますか。） 

★ 選考基準に適合しているか否か、公平に評価する方法が採られていますか。一つの

方法だけで評価していませんか。 

★ 過去の習慣、経験のみにとらわれず、応募者の基本的人権を尊重する体制が取られ

ていますか。 

★ 潜在的な資質や長所を積極的に見いだせるような配慮がなされていますか。 

★ 選考方法は、落とすためのものではなく、採用する立場で考えられていますか。 

 

考 え 方 

 採用方針、採用計画を実現するための手段が募集であり、選考ですが、目的を達するに

はやはり正しい手段、方法が必要です。 

 選考基準は、そのための「ものさし」ですから、採用する職種の作業内容に即して、知

識はどのような分野のものか、どの程度必要なのか、技能や経験、身体状況（身体的要件、

運動能力等）はどうかについて明確にしておかなければなりません。 

 この場合、大切なことはその基準が合理的なものであることです。 

 例えば、優秀な人を採用したいからといって、高校卒対象の選考であるのにそれ以上の

高度な選考基準を設定したり、職務に必要のない知識や身体的要件等を求めたりすること

は、正しい選考を阻害するものとなります。また、誰でも欠点や短所もありますが、他人

にはないその人の持ち味、活かし得る価値を持っているのです。その点を公正に判断でき

る基準ができていないと、落とすための選考となってしまいます。 

 選考は、選考基準にどの程度適合しているかを判断するために行われるものでなければ

なりません。したがって、その方法についても適切なものを選ばなければならないのです。 

 学力試験、作文、面接、適性検査等いろいろありますが、応募者が採用基準にどれだけ

適合しているかを的確に評価できる選考方法は何かを十分考慮して決めてください。 

 なお、一つの方法のみで選考する方法は、合理的な評価に欠けるおそれがありますので、

極力、総合的に評価するようにしてください。 

 各企業における人事というものは、一朝一夕にできたものではないと思います。したが

って、その採用選考体制についても、多くの習慣や経営者・人事責任者の経験といったも

のが取り入れられているはずですが、応募者の基本的人権を尊重するということについて

十分配慮されているでしょうか。意識的な差別性はなくても、以前から行われている方法

の中には、現在の社会においてふさわしくないことも見られることがあります。差別につ

ながることがないよう、就職の機会均等の確保という視点からも、時代に応じた新しい感

覚で再点検をお願いします。 

 また、新規学卒者は成長過程にありますので、表面的な現象や過去の成績だけでなく、
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潜在的な能力や採用後の教育・研修による可能性についても、積極的に見いだすよう配慮

してください。 

 

４．応募書類について 

 

 

★ 求人票、求人要項は、採用方針、採用計画等に基づき、正しく記載されていますか。 

★ 中卒者については「職業相談票[乙]」（参考資料 P88 参照）、高卒者については「全

国高等学校統一用紙」（参考資料 P89～90 参照）以外の応募書類を要求していません

か。 

★ 短大、大卒者について、戸籍謄（抄）本を要求したり、本籍地等就職差別につなが

る事項を調査したりしていませんか。 

★ 新規学卒以外の応募者から提出される履歴書については、厚生労働省履歴書様式例

のものを使用していますか。 

 

考 え 方 

 採用方針、選考基準といったものは、その担当以外の人は見る機会がないので、その内

容に問題となる事実があるかどうかについては、主として募集段階、選考段階、内定時、

入社時において表面化する場合が多いようです。 

 募集段階として問題となるのは、求人票、求人要項、新聞による募集広告、就職ガイド

ブック、学校あての推せん依頼文のような文書の内容や、募集関係における学校の教師と

求人者側との会話の内容等であり、戸籍謄（抄）本や住民票謄（抄）本の要求、統一応募

用紙以外の応募書類、特定の人の排除、求める人物像等がその具体的問題として指摘され

ています。 

 従業員の募集をしようとする場合、こういった点についてよくお考えになり正しい求人

申込みをお願いします。 

 特に、各地に支社や支店を有する企業では、本社や本店において人事に関する考え方や

基本的方針などを確立し、支社、支店に対する指導についても十分配慮することが大切で

す。また、支社、支店が独自の採用権限を有する場合においては、本社、本店の責任によ

って、正しい採用、選考について十分な指導を実施してください。 

 新規高卒者の応募用紙については、各企業で作成したものに就職差別につながるおそれ

があることから、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会の協議により定めた様

式を統一応募用紙（参考資料 P89～90 参照）として、昭和 48 年度から全国的に使用して

おります。 

 更に、新規大学等卒業予定者の応募用紙については、昭和 58 年度から応募用紙（履歴

書、自己紹介書）の参考例様式（参考資料 P94～95 参照）を定め、主旨徹底に努めていま

す。 

※一般求職者の採用に使用される履歴書の様式については、ＪＩＳ規格の参考様式を推

奨掲載してきたところですが、当該様式が削除されたため、公正な採用選考の確保に影響

が生じないよう、令和３年４月、厚生労働省において新たな参考様式（P91）が策定され
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ました。 

 これらの使用については、あらゆる機会を利用し、その徹底を図ってまいりましたが、

なお、この趣旨が十分理解されていない向きも生じています。社用紙（企業独自作成の応

募書類等）の問題点を深く考えてみましょう。 

  

（１） 社用紙の問題性について 

  社用紙での問題を有する項目としては、「本籍地」を筆頭に、「家族関係」（家族の職

業・収入）、「住居状況」、「宗教」、「支持政党」、「尊敬する人物」、「自宅附近の略図」等

で、いずれも本人の適性、能力とは関係のないものであり、統一応募用紙を設定した趣

旨に反するものです。 

家族の職業 

 家族の職業の記入を求めた会社側の理由づけでは、「同業者の子どもは、企業防衛上困

る」とか「親の職業と定着性」あるいは「金銭を扱う仕事についてもらうので、親の職業

がしっかりしたものでなければ」といったことがよく言われます。これらの言い分に共通

していることは、応募してきた人の適性や能力を中心に採用選考を考えるのではなく、本

人の責めに帰すことのできない問題、例えば親の職業など家族の状態によって判断し、人

権を尊重しようとしない考え方によって評価しようとする考えです。 

 その結果就職差別につながるとしたら、なおさら見過ごすことはできません。 

家族の収入 

 「家族の収入」、「住居状況」などについては、会社に損害を与えた場合の保証能力とし

て、あるいは所得額や住民レベルから生活レベルを判断する材料として利用されているよ

うですが、家族の職業と同様に、多くの予断と偏見が作用しているといえます。 

 宗教・支持政党 

 「宗教」、「支持政党」等は、信教の自由、思想の自由等憲法で保障された個人の自由権

に属する事項であり、それを採用選考に持ちこむことが正しくないことは、ことさら説明

を要しないことです。 

 自宅付近の略図 

 自宅付近の略図を書かせることについては、会社側では通勤経路の把握とか、採用後何

かあったときの連絡などをその理由としていますが、いずれも採否が決められ入社してか

ら必要に応じて把握すれば足り、選考段階で把握する合理性は全くないものです。むしろ、

身元調査などに利用する目的なのではと誤解を招く可能性があります。 

大  卒 

 高卒者には統一応募用紙で良いといいながら、大卒者（短大を含む）の場合は将来幹部

になる人だからなど、勝手な理由づけをして、戸籍謄本を要求したり家族関係等を調査し

たりすることは絶対にしてはならないことです。また、エントリーシートにおいても、本

人の適性・能力と関係のないこと（本籍・帰省先、既往歴、家族構成など）の記載は求め

ないでください。 

  

（２） 本籍地ならびに戸籍謄（抄）本、住民票等について 

  日本の会社においては、人間関係で何かをするとき「本籍」がつきまとっている傾向
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があるようです。 

  就職差別というのは、最近になって発生したものでなく、前近代的な身分制にその根

をもつものであることを十分認識していただきたいと思います。 

  人を雇う際、本籍を調べる習慣は、我国における資本主義発展段階の初期において、

身元を確認するための手段として生まれたものだといわれています。 

  明治維新に伴い、いろいろな形で旧幕藩体制が改革されました。その一つとして、明

治４年に発せられた太政官布告（いわゆる「解放令」）により、それまでの制度上の被

差別身分が廃止され、平民と同じだということになりました。 

  しかしながら、それまでの長い間、同和関係住民を蔑視し、差別してきた平民側とし

ては、急に一片のお布令を出しただけで、何一つ差別や貧困から解放する実質的な施策

も、また、人々の同和関係住民に対する誤った考え方を正すための手だてもとられなか

ったため、自分たちと同和関係住民とが同じ身分になり、同じ職業についてもよいのだ

と言われても容易に理解できるものでも納得できるものでもなかったのです。 

  さらに、解放令の翌年に、近代国家形態を作るための一つとして、わが国最初の戸籍

が作られました。〔この年が壬（みずのえ）申（さる）であったのでこの戸籍を壬申（じ

んしん）戸籍と呼びました。〕が、この戸籍のなかに華族、士族、平民などの族称が記

入された際、同和関係住民についても当然「平民」と記入されなければならないはずな

のに「新平民」等という新たな差別身分呼称で記入されたのです。 

  したがって、壬申戸籍さえ見れば、容易に同和関係住民であることがわかる訳ですし、

この戸籍には、刑事罰や本人の身元に関する事項が記入されることになっていたため、

人を雇う際、これを提出させ、身元を調べ、企業側にとって好ましくない者は雇わない

という日本独特の人事習慣が、この頃始まったものと思われます。 

  以来、このような人事の習慣は踏襲され、現在においても依然として同和地区の人々

に対する就職差別を支える大きな役割を果たしていることを、はっきりと認識しなけれ

ばなりません。 

  もし、同和地区の人々を排除するために提出させているのではないとしたら、一体何

のために戸籍謄本を求めたり、本籍を調べたりするのでしょうか。おそらく人事の習慣

として調べることになっているので、ただ単に、事務的に調べているのかも知れません

が、その無意識の行為が多くの同和地区の人々を大きな不安に陥れている事実を厳しく

考えていただき、本籍地を調べたり画一的に戸籍謄（抄）本の提出を求めたりすること

は、ただちにやめてください。 

  そして、採用後における関係書類の記載については、労働基準法や労働安全衛生法に

基づくものについても、「住民票記載事項証明書」（参考資料 P92～93 参照）を備えれば

足りることとされていますし、冠婚葬祭等に際して慶弔金等の支給について確認するた

めの関係書類として住民票の写し等が必要となった場合は、本人にその使用目的を十分

説明の上提示を求め、確認後はすみやかに返却するなどの処理をとってください。 
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推薦依頼文書について 

  求人に添えて企業が学校に直接送付提出するいわゆる推薦依頼文に、求める人物像と

して「容姿端麗、心身健全、思想穏健、家庭環境良好、積極的な人、明朗な人、誠実な

人」等を記載する事例が見受けられます。 

  これらは、就職先の職場環境によって左右される事項であり、さらには教師等の主観

による推薦をまねき、客観性を欠く採用条件ともなりますので記載しないようにしてく

ださい。 

  したがって、推薦依頼文はあくまでも、時候の挨拶程度にとどめ、必要最小限の事項、

例えば、締切日、選考日時、場所、携行品のみの記入にしてください。 

 

部落差別の解消の推進に関する法律について 

 平成 28 年 12 月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。

 今もなお部落差別は存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況

の変化が生じています。 

 部落差別は許されないものであるという認識の下に、差別のない公正な採用選考の実

現が求められます。 
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５．選考の内容について 

（１）学力試験 

 

 

★ 学力試験は、作業に必要な専門知識をもっているかどうか判断するために実施して

いますか。 

★ 単に優劣や順位をつけるだけのために実施していませんか。 

 

 

考 え 方 

 採用選考試験における学力試験の内容をみますと、採用職務の作業遂行と何の関係があ

るのかと疑問に思われる例があります。入学試験と採用試験との相違をよく考え、職務と

の関係を重視して実施していただきたいと思います。 

 

 （２） 作  文 

 

 

★ 作文は、採用試験の作業遂行能力を作文によって、判断することが必要な場合に限

って実施していますか。 

★ 作文のテーマとして「私の生いたち」、「私の家庭」等本人の家庭環境に係るものや、

思想、信条を推測するためのものを課していませんか。 

 

 

考 え 方 

 編集のような職務を行う場合には文章力が必要だと思いますが、一般的には安易に作文

を課することにより、その人の思想・信条または、家庭状況を調べる手段として用いられ

ている場合があります。こういった選考は、就職差別につながるものとなりますので、作

文を課す場合にはその題材について十分考慮してください。 

 問題になるのは、作文のテーマが「私の生いたち」、「私の家庭」、「父母を語る」等のも

のです。 

 面接がどちらかといえば採用する側の意志が強く働くのに対して、作文は応募者が主体

性をもって、自分の気持ちや意見を比較的自由に表現できます。しかし、テーマによって

は応募者がふれられたくないことを書かなければならないため、自由に書く気力を失った

り、また、やむなく書いた内容を読まれることのつらさや、それが採否に影響するのでは

ないかなどの不安感から、絶望的な気持ちに追いこまれたりすることさえあります。 

 「作文がすべてではない。作文によって実力の判断を誤ることはない。」と求人者は主

張されるかも知れませんが、もし、ご自分の子どもが応募者となり配慮のないテーマの作

文を書かされた場合のことを考えてみてください。 

 どんな人にも、どんな家庭にも、言いたくない、ふれられたくないことがあるものです。

それを作文で書かなければならない若い応募者の心境を十分理解していただきたいと思
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います。 

 特に、つらい苦しい毎日を「生いたち」として書かせ、父母を知らない青少年に父母に

ついて語らせるということは、それこそ残酷とも言えるのではないでしょうか。 

 

（３） 適性検査 

 

 

★ 適性検査を、その目的外に使用していませんか。 

★ 適性検査の実施や判定及びその利用には、専門的知識のある人があたっていますか。

いわゆるテスト業者に依存し、その結果や報告などをうのみにしていませんか。 

 

 

 考 え 方   

 適性検査には、その測定しようとする目的により、いろいろなものがありますが、目的

に合った検査を、定められた正しい方法で行い、結果の判定やその活用については、専門

的知識や経験を有する人が行うことが絶対の要件です。これを誤ると、体温計で脈を計っ

たり、数学のテストで国語の知識を推定したりするようなことになってしまいます。 

 特に注意を要するのは、適性検査というものは、職業指導における適職探索や職場配

置に、あるいは職場適応における参考データを得るために活用するものだということで

す。検査による選考基準には、合理的な実証データを必要とします。 

 経営方針をはじめ、企業活動、労務管理、職場環境等どれ一つを取っても企業によって

いろいろ差異があり、その中で、一定以上の能力が発揮できるかどうかということを予見

することは極めて難しいことです。社員の人事考課は、そこに一定期間の実績というもの

がありますし、若干の誤差があったとしても、次の考課で是正できますが、採用選考の場

合にはそうはいかないものです。 

 適性検査を実施する場合は、以上のことを十分勘案して実施してください。そういう配

慮こそ、相手の基本的人権を尊重するものであり、差別のない正しい採用選考に通じるも

のです。 

 

（４） 面  接 

 

 

★ 面接によって判断する目標が明らかになっていますか。 

★ 外面的な容姿、態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準が確立されて

いますか。 

★ 質問内容について、十分検討がなされていますか。 

★ 面接を受ける者の基本的人権が十分に尊重されていますか。 

★ 面接担当者は、適切な人がなっていますか。 

（面接技術、観察力、言葉が明瞭、偏見がない、感情に左右されない。） 
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 考 え 方   

 採用選考試験の中で面接は重要な比重を占めており、面接だけで採否を決定する場合も

多いようです。ところが、この面接について、従来の慣行や誤った定義・基準で実施して

しまうことがあると就職差別につながるおそれがあります。 

 採用選考における面接とは何でしょうか。正しい採用面接とはどのようなものをいう

のでしょうか。それを体系的に考えてみます。 

○ 面接のあり方 

  面接は、会話の中から理解力・判断力あるいは表現力など、応募書類や学力試験など

ではわからない適性・能力を判定する目的で、一般的に行われ、かつ重視されている方

法です。単に外面的な容姿、態度等にとらわれず、前もって客観的に判断できる方法・

基準を明らかにしておき、併せて応募者の立場を十分理解して実施してください。 

  新規学卒者や年少者については、未成年者であり、成長期にあたることを考えたうえ、

固定的に考えず、潜在的能力を見いだし、将来の可能性を引き出す観点で面接を実施し

てください。 

○ 面接の種類と方法 

  面接の方法には、個人面接、集団面接（グループ）、集団討議方式などがあります。

個人面接方式では、むやみに多人数で面接を行うことは、応募者に圧迫感を与え、のび

のびした気持ちで答えることを妨げる結果となり、好ましくありません。 

  また、集団面接、集団討議方式では、話題の選び方、テーマの如何によっては、発言

者がかたよるおそれや、自分の話したくない内容にふれることも考えられるので、出題

には十分な配慮が望まれると同時に、司会者（リーダー）の話の進め方にも気をつけて

ください。 

  面接の所要時間は 20～25 分が一番多いようですが、無意味な世間話はさけ、必要事

項を要領よく、簡潔に質問する心構えが必要です。 

○ 面接担当者の選定 

  面接は、応募者と面接担当者の人間対人間の関係において展開される試験方法です。

その上、面接は採用選考の最終段階のチェックでもあり、それにより、応募者の職業生

活を決定する重大な場面でもあります。したがって、その任にあたる人は、面接技術を

身に付けた観察力の高い人、言葉が明瞭で分かりやすい人、偏見を持ったり感情に左右

されたりしない人等、人格的にも円満で人を見る力を備えており、また、実施要領や評

定について事前に教育研修を経た経験者を任命するようにしてください。 

○ 面接前の準備 

 面接前の準備事項として必要なことは、 

  ① 面接目的を明らかにしておく。 

  ② 基本的な質問は、事前に用意しておき、相手によって変えたりしないことを確認

しておく。 

  ③ 個人の責任の属さないことは質問しないことを確認しておく。 

  ④ 面接資料（統一応募書類、テスト、適性検査の結果等）を整備しておく。 

  ⑤ 面接評定基準を統一しておく。 

- 67 -



  ⑥ 面接の結果は担当者が「同じ条件で評定し、平均するか」、「評定項目を分担し、

あとで合計するか」を決めておく。 

  など、公平な選考ができるよう配慮することです。 

○ 面接時の配慮 

  面接を実施する際の場所づくり、面接担当者の心構えとして必要なことは、試験会場

の内外を問わず、応募者の人格を尊重し、傷つけない配慮をすることです。 

  試験会場は、応募者が話しやすい雰囲気となるよう、やわらいだムードの場所づくり

をしてください。 

  試験会場には関係者以外が立ち入らないように注意し、室外からの雑音が聞こえな

いよう配慮してください。 

  待合室では気分が落ちつくよう、面接時の注意事項について説明するなどし、時間的

な配分に考慮した上で、いたずらに焦操感を与えることのないよう十分留意してくださ

い。 

  面接者は、応募者に心理的な動揺を与えたり、精神的な負担を与えたりするような言

動を厳に慎む必要があります。 

  応募者は極度の緊張を感じている場合があり、十分に自己の意思を表明できないとき

があります。そういう場合、面接者は気分をやわらげ、普段と同じ状態で気楽に発言で

きるよう気を配ることが肝要です。決して、圧迫感、高圧的な言葉づかいや態度をとら

ないでください。 

  また、応募者個人の責任に属さない事項については、絶対に質問しないよう心掛ける

必要があります。 

○ 面接時の質問内容 

  面接時の質問内容は、思想や、価値観、家庭環境などを聞きだしたり調査したりする

ものではなく、本人の適性と能力を見いだすものでなければなりません。 

  例えば、「あなたの本籍地（出身地）はどこですか」、「あなたの家族の職業を言って

ください」、「あなたの住んでいる地域は、どんな環境ですか」などと質問することは、

本人の適性と能力とは何ら関係がないばかりか、就職差別につながる内容を含むもので

あり、応募者にとって答えづらいことを、精神的苦痛の中で答えざるを得ない立場に追

いつめてしまいます。そして、そのために受けた心理的打撃が面接態度に現われ、その

言動等から受ける印象によって質問に答えやすい応募者との比較で評価することは、真

の意味で公正な選考とは言えません。 

質問については、面接の目的や基準に照らして、上述したことを考慮に入れて、基本

的人権尊重に十分配慮しつつ、あらかじめ統一的に定めておくことが極めて大切です。 

※「公正採用選考人権啓発推進員等研修会」を受講して、採用選考や人権問

題等に関する正しい理解と認識を深めてください。※ 

 

 富山労働局では、30 人規模以上の事業所等に「公正採用選考人権啓発推進員（参考

資料 P86 参照）」を選任していただいております。毎年労働局及びハローワーク主催で

研修会を開催しておりますので、是非ご参加ください。
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＜就職差別につながる質問内容について＞ 

  たびたび繰り返してきたように、採用選考においては、応募者の持っている適性・能

力がその職種に適合しているかどうかによって、採否の判断をすべきです。合理的、客

観的な判断がなによりも重視されなければなりません。 

具体的な質問内容の差別性については以下のとおりです。 

 

悪

い

質

問

の

例

＝本籍地などに関すること＝ 

○あなたの本籍地はどこですか。 

○あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。 

○どうして本籍と現住所が違うのですか。 

○生まれてから、ずっと現住所に住んでいるのですか。 

そ

の

理

由

 昭和 50 年 12 月、企業の人事関係において利用されることを目的として「人事

極秘・特殊部落地名総鑑」という、全国の同和地域の所在、新旧両地名等を記載

した冊子が発表され、全国で相当数の企業がこれを購入していたという事実が明

らかになりました。 

 この冊子は同和関係住民の就職の機会均等に影響を及ぼし、更に、様々な差別

を招来し、助長する極めて悪質な差別図書です。 

その後も「全国部落リスト」「日本の部落」など同様な趣旨の差別図書が刊行

され、企業が購入していたことが判明しています。 

 差別図書購入企業の中には、この図書と本籍地を照合し身元調査をした企業も

あり、また、図書を購入していない企業においても、本籍地を調べて同和関係住

民を排除した企業があります。 

 さらに、国籍による差別的取扱いをする企業もあります。 

 人を雇う際、本籍地を調べる慣習は、資本主義発達の初期の段階で、特に同和

関係住民を差別的に取扱うために生まれたものだと言われています。それから、

この人事の習慣は踏襲され、現在でも同和地区の人たちに対する就職差別解消の

大きな阻害要因となっています。就職差別に直接つながるような行為をすること

は許されることではありません。 

 

悪

い

質

問

の

例 

＝家族の職業・収入などに関すること＝ 

○あなたのお父さんは、どこの会社に勤めていますか。また役職は何ですか。 

○あなたの家の家業は何ですか。 

○あなたの家族構成を教えてください。 

○あなたの兄弟姉妹の出身校（就職先）を教えてください。 

○あなたの家族の収入はどれ位ですか。 

○家族の中に○○の職業に就いている人はいますか。 
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そ

の

理

由 

家族の職業と本人の定着性、また家族の勤務先や職場での地位と本人の能力を

関連づけることが誤りであることは明らかです。 

 これらに共通の考え方は、応募者の適性・能力を中心とした採用選考を行うの

でなく、本人の責任でない事柄で判断しようとしていることです。 

 

悪
い
質
問
の
例 

＝住宅、資産に関すること＝ 

○あなたの住んでいる家は一戸建てですか。 

○あなたの住んでいる家、持ち家ですか、借家ですか。 

○あなたの家の不動産（土地、田畑、山林）はどれくらいありますか。 

 

そ
の
理
由 

家の資産を把握することは、採用後企業に損害を与えた場合の補償能力を判断

したり、家柄や育ちの良否を推量したりして、偏見を持って応募者の人格を判定

することにつながる恐れがあります。職種への適性・能力とは何ら関係がない事

項です。 

 

悪

い

質

問

の

例

＝生活環境、家庭環境などに関すること＝ 

○××町の△△はどのへんですか。 

○あなたの住んでいる地域は、どんな環境ですか。 

○あなたの住所を略図で書いてください。 

○あなたの家庭の雰囲気は。 

○あなたは転校の経験がありますか。 

○お父さん（お母さん）がいないようですが、どうしたのですか。 

○お父さん（お母さん）は病死ですか。死因（病名）は何ですか。 

○お父さんが義父となっていますが、詳しく話してください。 

○お父さん、お母さんの学歴は。 

そ

の

理

由

現住所について詳細に聞くこと、略図を書かせることは「通勤経路の把握」や、

「なにかあった時の連絡」を理由にしていますが、これらのことは選考段階では

全く必要ないことです。選考において現住所の環境などについていろいろと聞く

ことは、身元調査に利用する目的ではないかと考えられても弁明の余地はありま

せん。 

また、生活環境、家庭事情などを聞くことは、地域の生活水準、家庭の生活水

準等を判断することとなり、本人の努力によっては解決できない事柄で採否決定

の基準とされることとなり予断と偏見が働きます。 

採否決定の基準にされないとしても、複雑な家庭事情にある応募者が、面接試

験においてこのことについて質問を受け、そのショックにより、今まで自信を持

って返答していたものが、それ以後動揺し自信を失い、実力を発揮できなくなり、

結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。 
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悪

い

質

問

の

例

＝思想、信条（宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物など）に関する

こと＝ 

○あなたの信条としている言葉は。 

○あなたは、自分の生き方についてどう考えていますか。 

○あなたの人生観を話してください。 

○あなたは、今の社会をどう思いますか。 

○将来、どんな人になりたいと思いますか。 

○学生運動をどう思いますか。 

○学校外での加入団体を言ってください。 

○家の宗教は何ですか。何宗ですか。 

○あなたの家族は、何を信仰していますか。 

○あなたは、神や仏を信じる方ですか。 

○あなたの家庭は、何党を支持していますか。 

○労働組合をどう思いますか。 

○政治や政党に関心がありますか。 

○選挙に行きましたか。 

○高校生が有権者として政治活動に参加することについてどう思いますか。 

○尊敬する人物は誰ですか。 

○あなたは、どんな本を愛読していますか。 

○あなたの家では、何新聞を読んでいますか。 

そ

の

理

由

「宗教」、「支持政党」、「人生観・生活信条など」、「尊敬する人物」など、思想・

信条にかかわることを採否の基準とすることは、憲法上の「思想の自由（第 19

条）」、「信教の自由（第 20 条）」などの規定の精神に反することになりますので、

それを採用選考に持ち込まないようにすることが必要です。 

思想・信条、宗教などについて直接質問する場合のほか、形を変えた質問を行

い、これらのことを把握しようとすることなども、絶対に行うべきでありません。

 

悪

い

質

問

の

例

＝女性に限定されること＝ 

○結婚、出産しても働き続けられますか。 

○学生時代は自宅通学でしたか。 

○何歳ぐらいまで働けますか。 

○今、つきあっている人はいますか。 

○結婚の予定はありますか。 

そ
の
理
由

女性に限定しての質問は、男女の雇用機会均等の趣旨に違反する採用選考につ

ながります。 
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悪

い

質

問

の

例 

＝返答に窮する事柄＝ 

○自分の欠点（短所）は何だと思いますか。 

○欠席の理由は何ですか。 

○失礼ですが、もし落ちたらどうしますか。 

○彼女（彼氏）はいますか。 

〇持病はありますか。 

○女性と記入されていますが、見た目は男性ですよね。 

そ

の

理

由

このような質問には、個人のプライバシーに触れる場合があるとともに、何の

ための質問か真意がわからないことから受け答えの判断に悩み、とっさに返事が

できない場合もあります。はきはきした受け答えができないと、以降の面接に影

響してしまい、応募者にとっては大変不利な結果となることもあります。 

業務の必要性から、これらの項目に関連する質問をする場合は、事前に質問の

趣旨を十分説明した上で、真に必要な範囲に絞った質問としてください。 

   

以上、面接時における質問内容の差別性について具体的に述べました。しかし、これら

の質問はあくまで一例であり、このほかにも多くの就職差別につながる質問があります。 

 なお、企業の方から質問しないのに、他の質問に関連し応募者の方から「家族の職業」、

「親の勤務先」などについて話し出すケースがあります。 

 このような時には、趣旨を説明し、これらのことについては話す必要はないことを一言

伝えてください。 

＜どのような質問をすればよいか＞ 

質問項目は、応募者が新規学校卒業者の場合、個人面接と集団面接の場合、その他の事

業内容、職務の内容などで変わってきますが、次の事例を参考として定めてください。 

 

 

 

良

い

質

問

の

例 

面接における質問の例 

面接の質問項目は大きく分けると、「導入質問」、「本質問」、「情報交換」及び

「結び」の４つに分けられます。 

１．導入質問 

  面接にあたり、応募者の緊張感をほぐすため、応募者が答え易い身近な問題

から質問を始めます。いわば、ウォーミングアップの時間としてとらえるもの

です。 

  ・お待たせしました。どうぞ（いすに）掛けてください。お名前は○○さん

ですね。 

  ・遠方から大変でしたね。今朝は何時頃起きられたのですか。 

  ・暑い（寒い）のに、大変だったですね。 

  ・昨晩はよく眠れましたか。 

  ・待っている間、どんな気持ちでしたか。 

  ・筆記試験は難しかったですか。 

  ・応募者が多いのでびっくりしたでしょうが、気にしないでのびのびと答え

てください。 
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良

い

質

問

の

例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本質問 

応募者の適性・能力を判定するための質問ですが、企業の業種・特質、採用

職種などを考慮して定めてください。 

 

○自社をどの程度理解しての応募か、また、本人自らの適性・能力と結びつけ

て応募したものであるかについて判断する質問の例 

  ・当社の第一印象はどうでしたか。 

  ・あなたが、当社への就職を希望されたのは、どんな理由からですか。 

  ・受験に際し、多少当社のことを調べてみましたか。 

  ・当社に対して、どんな感じ（イメージ）を持っていますか。 

  ・どんな仕事をしてみたいと思いますか。 

 

○本人の職務に対する適格性の幅が判断できる質問の例 

  ・当社以外に推薦を受けた（応募する）会社がありますか。 

  ・それは、どんな理由からですか。 

  ・過去にお勤めしていたようですが、どんなお仕事をしていたのですか。 

 

○配置予定の職務に必要な適性の要素を質問し、回答の内容、考え方（様子）

から、本人の適性及び職務についての自信などを判断する質問の例 

  ・この仕事では、○○する能力（○○の知識）が必要です。○○について、

ご自身はどのようにお考えになりますか。 

・自分の得意とする学科（科目）は何ですか。 

・自分のセールスポイントはどんなところだと思いますか。周りからはどう

言われますか。   

・仕事は、立って（座って）することが多くなりますが大丈夫ですか。 

・細かい数字を計算することが多いですが、数字の扱いに自信がありますか。

・何か特技・資格がありますか。 

  （特技・資格がある場合は、応募職種との関連性、取得時期などについて質

問する。） 

  ・仕事の関係で車を運転することがありますが、どれ位のキャリアがありま

すか。 

  （専門的職業、技能工の採用の場合には、このほかにその職務についての専

門的な質問をする。） 

 

３．情報交換 

○従事する職務の内容、残業の有無、勤務形態、転勤、賃金等労働条件を説明

し、本人の意志の強さを判断する質問の例 

  ・１か月に○時間位残業がありますがよろしいですか。 

  ・１か月に○日位出張がありますがよろしいですか。 

  ・県内・県外の営業所へ転勤することがありますが、よろしいですか。 
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良

い

質

問

の

例 

  ・３交替勤務（２４時間勤務）がありますが、よろしいですか。 

  ・当社には寮がありません（○○町にあります）が、どうされますか。 

  ・こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問又は当社に入社された

場合、希望・条件などがありますか。 

４．結び 

最後に、気持ちを張りつめ続けている応募者の心を察して、労をねぎらう言

葉が欲しいものです。 

・いろいろ聞かせて頂きありがとうございました。それでは、これで終わり

ます。 

・採否結果は、○日頃までにご連絡します。おつかれさまでした。 

○ 採用（選考）基準 

 採用基準については、未だに定めていない企業があるようです。しかしながら、採用基

準を設けずに採用面接を行うと、面接者の主観的な好み（趣味が合うなど）により評価さ

れてしまう傾向が強くなります。 

採用基準は採用選考を実施するための「ものさし」ですが、その内容は面接などの選考

手続きを実施してから検討するのではなく、あらかじめ明確化しておきましょう。例えば、

面接では「コミュニケーション能力」、「回答の論理性」、「協調性」など、書類選考では「書

類の読みやすさ」、「志望動機」、「将来性」などといった評定項目を定め、それぞれ点数化

しておくことで、採用担当者の好き嫌いなどの主観性を排除し、総合的で客観的な評価が

可能となります。 

従来は、「容姿」、「態度」、「家庭環境」、「交友関係」、「人生観」、「生活態度」など、不

適当な評定項目がありました。採用基準は、採用予定職種の職務を遂行するためにどんな

適性・能力が必要とされるか、そのために採用時点でどの程度の適性・能力（技能・経験・

資格・将来的な可能性など）が必要とされるかという観点で検討してください。 

 
（５） 身元調査 
 
  
★ 家庭状況等の身元調査を実施していませんか。 

 

考 え 方 

 身元調査は、居住地域などの生活環境などを調べたり、近所や関係者への聞き込みや

様々な書類・データを収集したりすることなどにより、本人及びその家族に関する情報を

広く集めることになりますが、その中で、仮に意図しなくても、本人の本籍、生活環境並

びに家族の状況・資産などの本人に責任のないことや、思想・信条にかかわることなど、

本人の適性と能力とは関係のない、差別の原因となるおそれのある事項が把握されること

となります。 

 また、身元調査によって収集される情報の中には、無責任な風評・予断・偏見が入り込

んだ情報が含まれることがあり、それが採用を左右するおそれがあります。 

このようなことから、結果として身元調査を行うことは、就職差別につながるおそれが

あります。現に、これまでも身元調査による差別事象が発生しています。 

チェックポイント 
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(6) 身体検査、健康診断 

 

 

★ 応募者に対し、不必要な検査を実施していませんか。 

★ 検査の種類と、職務（仕事）内容とは互いに相関性のあるものとなっていますか。 

★ 検査の結果、否とする判定があっても、専門医の判断、関係者の意見等、十分話し

合いがなされ、最終決定するよう配慮されていますか。 

★ 障害者に対して、その障害を有していることだけで否としていませんか。 

★ 身体検査、健康診断の実施にあたっては、応募者にその必要性を説明し、応募者の

同意を得た上で、実施していますか。 

 

考 え 方 

 身体検査、健康診断は、採用にあたって重要な項目であることはもちろんです。だから

といって、応募者全員に対して不必要な検査を一律に実施することは適当ではありません。

学校から提出された身体状況の調査事項を十分参考とし、入社後の職務によってどうして

も事前に検査を必要とするデータが学校側のデータにない場合には、その必要性をあらか

じめ学校と応募者に説明して、相互の了解のもとにこれらの検査を実施することが求めら

れます。 

 なお、身体検査の結果が求める職務に不適当と推定される場合であっても、再度、専門

医の診断を受けることや、他の職務への転換など、可能な限りの配慮を尽くしてください。

また、障害を持つ応募者にあっては、障害部位と職務の再開発などに積極的に取組み、雇

用の場の創出に努め、障害者の雇用に協力してくださるようお願いします。 

 

◎ 採用選考時の健康診断について 

  新規学校卒業者の採用選考時において、労働安全衛生規則第 43 条に「雇入時の健康

診断」が規定されていることを理由に、一律に血液検査などの「健康診断」を実施する

（「健康診断書の提出」を求める）事例が見受けられます。 

  しかし、この「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における

適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実

施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施する

ものでもありません。 

  また、採用選考時における血液検査などの健康診断は、応募者の適性と能力を判断す

る上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそ

れがあります。 

  したがって、中学・高校にあっては、統一応募書類の『身体状況』欄で健康状況が判

断できるものと考えられることから、応募時、採用試験当日、内定時のいずれの場合で

あっても、原則として採用選考にかかわる健康診断を行うことを禁止します。 

  特殊な勤務にかかわる職務について、特別に不可とする身体条件等が存在するため、

健康状態を確認する場合については、事前に安定所に対して「専門医の意見書等」を添

えてその理由を説明し、了解を得るとともに、学校及び応募者にも十分説明し、同意を
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得た上で確認することが求められます。 

  いずれにしても、採用選考時に、いわゆる「血液検査」などの健康診断を実施する場

合には、以下の点にご留意下さい。 

① 検査は、職務遂行上の能力の有無の判断に係る範囲に限定すること。 

② 求人職種との関連において、職務遂行能力の判断のため実施する場合は、どのよう

な能力を、どのような検査内容、項目で実施するのか、根拠を明確にすること。 

③ 検査項目の設定と検査結果の判定にあたっては産業医の意見も聴取すること。 

④ 労働安全衛生規則第 43 条に定める雇入時の健康診断は、雇入れた際における適正

配置、入職後の健康管理の基礎資料とするため、雇入れの直前・直後に行うものであ

り、採用選考時において行うことを義務付けたものではないことを十分認識すること。 

⑤  検査項目及び検査結果については、必ず本人にも通知すること。 

 

◎ 色覚多様性(色覚異常について) 

  色覚検査において異常と判別された方の大半は.支障なく業務を行うことが可能であ

ることが明らかになってきています。しかしながら、このような方が業務に特別の支障

がない場合であっても、事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、労働安

全衛生規則等の改正(平成 13 年 10 月)により、「雇入時の健康診断」の診断項目として

色覚検査が廃止されました。 

  従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、

色を使う仕事の内容を詳細に記述するとともに、採用選考時において、色覚検査を含む

「健康診断」を行うことについては、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、

就職差別につながらないよう注意してください。 

 

 

「就職差別につながるおそれがある 14 事項」 

  これらのことがらは、「聞かない」、「書かせない」、「調べない」の三原則を厳守して、

明るい職場づくりの実現に努めてください。 

１．本籍・出生地       ９．思想 

２．家族の職業、家族構成等  10．学生運動などの社会運動 

３．住宅状況         11．購読新聞・雑誌・愛読書 

４．生活環境・家庭環境    12．身元調査の実施 

５．宗教           13．社用紙の使用 

６．支持政党         14．必要性が認められない健康診断の実施 

７．人生観・生活信条   

８．尊敬する人物 
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６．採否の決定（内定）について 

 

 

★ 公平な選考結果であるか、応募者の適性・能力を総合的に評価しているかについて、

再点検していますか。 

★「否」とする場合、その理由を明確にしていますか。 

★ 採用、不採用の通知は速やかに本人又は学校あてにしていますか。 

 

考 え 方 

 採否の決定は、求人者にとってもまた応募者にとっても、極めて重要な結果をもたらす

もので、その決定にあたっては、公平な選考であったか、応募者の適性・能力を総合的に

評価しているかなどについて、慎重に再検討してください。 

 特に、評価点が同じであるのに採用人員の関係等から全員を採用できない場合に、誰を

採用するか決定するときには、より慎重に検討し、その結果に責任を持てるようにしてく

ださい。 

 採否の決定は、速やかに本人に（新規学卒者の場合は原則として学校に）通知しなけれ

ばなりません。不採用とした場合には、その理由を正しく整理しておくことが必要であり、

応募者の立場も十分配慮し、今後の就職先の選定等について参考になることがあれば、ア

ドバイスする位の気持ちを持っていただきたいものです。 

 また、応募書類には重要な個人情報が多く含まれています。特に、不採用者については、

選考終了後、速やかに返却するようお願いします。 

 

７．採用決定（内定）から入社までの間について 

 

 

★ 入社後に必要とする書類を、採用内定期間中に提出するよう求めていませんか。 

★ 入社承諾書の内容に、会社側の一方的な考え方による取消・保留条件を付けていま

せんか。 

★ 従事する職種に関係なく、一律に身元保証を要求していませんか。 

★ 入社の際、戸籍謄（抄）本、住民票等の提出を、画一的に義務付けていませんか。 

★ 新規学校卒業者の場合、卒業前に就業させていませんか。 

 

 考 え 方   

 採用を決定（内定）するということは、雇用契約の出発点であると考えられます。した

がって、企業と採用決定（内定）者は、雇用契約の締結という観点に立って意思の疎通を

図っておくことが必要です。 

 採用が決定（内定）しますと、採用したのだから良いだろうということで、早速「戸籍

謄（抄）本」の提出を求めるようなことがあってはなりません。「就業規則に規定がある

から」、「従業員カードに欄があるから」というのがその理由だとしても、何のためにその

ような規定があるのか、欄が設けられているのは何故かとなりますと、明確な回答が得ら

れません。 
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○ 入社承諾書 

  採用が決定（内定）したときに「入社承諾書」を求める場合、一方的に会社側だけに

都合の良いような取消し、あるいは留保条件をつけることはしないで下さい。採用決定

から入社までには、特に新規学卒者の場合は、かなりの期間がありますので、会社又は

本人に不測の事態が起きる可能性がありますが、そのときには、会社と本人と学校との

三者で協議して決めればよいことです。 

○ 身元保証書 

  企業が、採用内定後に要求する身元保証は、単に身元を保証するという目的だけでは

なく、労働者が使用者に損害を与えた場合に、保証人がその損害賠償を負うという性質

のものですが、保証人としてどれだけの損害賠償責任を負わされるかわからないという

恐ろしさがあります。使用者と労働者との間に対等な労働契約があるとすれば、更に労

働者に身元を保証させようということは近代的労働契約の精神に反していると言える

でしょう。 

  「身元保証に関する法律」は、無理な身元保証人の責任を緩和するため、無制限の契

約を短縮し、事情の変更に基づく解約権を保証人に与え、更に責任額の判定にあたって

は、使用者の過失の有無や身元保証をなすに至った事情などを勘案して、責任を軽減し

得る裁量権を裁判所に与えるなどとしています。 

  当面企業が不安であるとするならば、企業自ら信用保険に加入することでこと足り得

るのであり、すべての労働者に、その従事する職種に関係なく、一律に身元保証を要求

することは近代的労使関係のあり方に矛盾するものと考えられます。 

○ 新規学校卒業者の就業開始期日 

  学校教育の正常化と安定を図るため、事業主は、採用を決定（内定）した者であって

も、アルバイト、見習、教育実習、臨時採用、研修等の名称の如何を問わず、卒業後と

してください。 

新規中学校卒業者の場合、満 15 歳に達した日の属する年度の終了（3 月 31 日）まで

原則的に労働者として使用してはなりません。（労働基準法第 56 条） 

○ 入社後における関係書類 

  戸籍に関する書類（戸籍謄（抄）本・住民票）は、入社後であっても画一的に提出さ

せず、労働者の権利義務のために必要な時点（冠婚葬祭等特別給付があるとき等）で、

その内容、目的を十分に説明の上、提出を求め、確認後はすみやかに返却するようにし

てください。 

・ 労働者の雇い入れ等における住所、氏名、生年月日、扶養親族の有無の確認及び現従

業員の福利厚生等における各種手当の申請に係る確認項目については「住民票記載事項

の証明書」（参考資料 P92～93 参照）の証明により十分確認し得るものですから、これ

により必要とする事項の確認を行うようにしてください。 

・ 新規学校卒業者の住所、氏名、生年月日などの確認については、学校長が作成する応

募書類が記載事項について証明力を有するものですから、これにより確認するようにし

てください。 

・ 労働基準法及び労働安全衛生法にもとづく関係書類の記載については、労働省労働基

準局長及び雇用均等・児童家庭局長の連名通達により、次のように定められています。   
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（1）労働基準法関係 

 ① 労働基準法第 107 条に定める労働者名簿については、本籍地欄は削除されています。 

 ② 労働基準法第 57 条に定める年少者の年齢証明書については、「住民票記載事項の証

明書」を備えれば足りることとなっています。 

 ③ 戸籍謄（抄）本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、

それが必要になった時点（例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような

場合で、その事実の確認を要するとき等）で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、

その使用目的を十分説明のうえ提示を求め、確認後すみやかに本人に返却してくださ

い。 

 ④ 就業規則等において、一般的に採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄（抄）本、住

民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例がありますが、これらについても、

可能な限り「住民票記載事項の証明書」により処理することとするよう、その変更を

してください。 

（2）労働安全衛生法関係 

  健康管理手帳交付申請書等各種申請書等の記載事項中「本籍地」については、都道府

県名の記載で足りることとなっています。 

 

８．採用後の労務管理について 

 

 

★ 約束した求人条件は必ず整備していますか。 

★ 従業員の基本的人権を尊重していますか。 

★ 年少者の心理を理解していますか。 

★ 従業員一人ひとりを積極的に育て、成長を援助していますか。 

 

 考 え 方   

 (1) 新入社員は、それぞれなんらかの期待をもって入社してきます。期待に応えられ

る受入条件を整えてください。 

   約束した求人条件は必ず整備してください。個々の新入社員の入社動機を知ってお

くことが必要です。 

 (2) 労務管理の基本は、従業員の基本的人権の尊重です。職場において従業員がお互

いの基本的人権を尊重しあう民主的な明るい環境をつくりあげることが大切です。 

   希望に燃えて職場に入ってきた新入社員に対して、周囲の人々が差別的発言をした

り、基本的人権を侵害するような行為をしたりすることは、その人を退職に追いやる

だけでなく、それからの人生を暗いものにしてしまうのです。 

   このような周囲の人々の言葉や態度は、差別に対する認識や理解のなさ、同和問題

についての無関心さから生ずるものです。職場の責任者はもとより、従業員一人ひと

りに至るまで、同和問題についての正しい認識・理解が徹底するようにしていただき

たいと思います。 

(3) 新規学校卒業者等の年少者は、大人への成長期にあたります。この年代の特徴は、

チェックポイント 

- 79 -



自我の発達する年頃であり、多くの欲求をもち、特に自由を欲しがることです。当然、

不平や不満が多くなり、周囲と比較して欲求不満をいだきやすい時期です。 

   このような年少者の心理を理解することが必要です。若い人達を理解することは、

単に話し合いでは解決しません。必要に応じて若い人達のなかに入っていき、一緒に

なって悩み、喜ぶことも必要でしょう。 

(4) 20 代前半までは、職業指導からいえば探索の段階といわれる時期です。産業や職

業も進歩し、社会の変化が激しい時代では、自分の職業に疑問を持ちながら、さらに

よりよき自分に合った仕事を求めることは当然ともいえます。 

   従業員一人一人を積極的に育て、成長を援助していくことが、意欲をもたせ、自信

や働きがいを生み、職場や事業所に対する信頼感をも得ることになります。 

退職者が多い事業所においては、退職者に本当の退職理由を聞いてみることが近道

です。それによって事業所の問題点を把握できることにつながります。 
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１．同和問題の理解のために 

【同和問題とは】 

 昭和 40 年 8 月 11 日、同和対策審議会が内閣総理大臣に対して行った「同和地区に関す

る社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」についての答申（以下「答申」

という）では、「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成され

た身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に

低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、と

くに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障され

ていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。」と述べられています。 
 

【同和問題解決への取組み】 

 こうした同和問題の解決を図るため、国は、地方公共団体とともに、昭和 44 年以来 33

年間、特別措置法に基づき地域改善の特別対策を行ってきました。その取組について、平

成 8 年 5 月 17 日、地域改善対策協議会会長が内閣総理大臣と関係各大臣に対して行った

「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」の意見具申では、

「生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備がおおむね完了とするなど着実に成果

をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された」とする一方、教育の問題、不

安定就労の問題、産業面の問題など較差がなお存在している分野が見られることや、「差

別意識は着実に解決へ向けて進んでいるものの結婚問題を中心に依然として根深く存在

している」ことなどが指摘されました。 

 
【公正採用選考システムの確立にむけた厚生労働省の取組み】 

 また、意見具申では「差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発

活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基

本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考えら

れる。その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固有の経緯等を十

分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを踏まえて積極的に推進すべきである」と述

べています。 

 厚生労働省では、従来、事業所に対し同和関係者の就職の機会均等を図るなどの観点か

ら、本籍、家庭環境、親の職業など、就職差別につながるおそれのある事項の把握を排除

し、応募者の適性・能力に基づく公正な採用選考システムを確立するよう周知・啓発を行

ってきましたが、この意見具申等を踏まえ、平成 9 年度から人権教育、人権啓発の事業に

再構築して実施しています。 

 
【同和問題に係る差別の解消に向けて】 

 平成 14 年 3 月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策定された

基本計画において、厚生労働省は「雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正

な採用選考システムの確立が図られるよう指導・啓発を行う」こととされました。 

 一方、近年、同和問題を巡っては、情報化の進展に伴ってその差別に関する状況や態様

に変化が生じていることを踏まえ、平成 28 年 12 月に、部落差別の解消を推進し、もって

Ⅳ　企業の社会的責任と同和問題
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部落差別のない社会を実現することを目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」

が公布・施行されました。 

 雇用主の皆様には、改めてこうした経緯等をご理解いただき、採用選考に当たっては本

籍・出生地など本人に責任のない事項を把握しないことや身元調査を実施しないことなど、

同和問題に係る差別の解消に向けた公正な採用選考の実施に一層の取組みをお願いしま

す。 

  

２．企業における人権問題への取組み 

企業は、社会の一員として基本的人権を尊重した行動が求められますが、近年は特に、

CSR（社会的責任ある活動）の観点からも、「人権尊重」や「差別撤廃」に対する取り

組みが重要視されてきています。 

【基本的人権を尊重した企業行動】 

○ 企業は、利潤の追求を目的として行動する経済主体ですが、同時に、国民各個人

と同様、社会の一員であるという立場から、基本的人権を尊重して行動することが

求められます。 

○ このような意味から、企業は同和問題をはじめとする人権問題に関心を持ち、企

業内外において基本的人権の侵害が生じないよう、人権意識を高めながら必要な取

組を進めることが求められます。 

 

【ＣＳＲへの取組】 

○ 企業活動の目的は、利潤の追求にありますが、その利潤は社会に働きかけ社会か

ら得るものであり、企業は社会なくして存在できないということから、社会的責任

ある活動が求められます。 

○ この企業の社会的責任は、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）と呼ばれ、

近年重要視されてきています。 

○ ＣＳＲに基づく企業活動は、あくまでも企業の自主的な取組として行われるもの

ですが、「法令遵守（コンプライアンス）・企業倫理」はじめ、「情報の開示と保護」

「環境への配慮」「安全と品質」「社会地域貢献」などの分野にわたって、各企業に

よる積極的な取組が進んできています。 

○ このような中で、「人権尊重」や「労働」も重要な対象分野となっており、企業の

自主行動原則として国連が提唱するグローバルコンパクト（10 原則）においても、

「人権の擁護を支持し尊重すること（原則１）」や「雇用と職業に関する差別を撤廃

すること（原則６）」などが掲げられています。 

また、企業を含む組織の社会的責任に関する国際規格として、2010 年 11 月に発行

されたＩＳＯ26000（社会的責任に関する手引き）においても、７つの中核課題の一

つとして「人権」が位置づけられています。 

○ 今後、各企業は、どれだけＣＳＲに取り組んでいるか、つまり人権尊重や差別撤

廃への取組などを含む社会的責任ある行動をどれだけとっているかがますます問わ

れるようになり、それによって企業価値が評価されるようになってくるものと考え

られます。 
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３．公正採用選考人権啓発推進員制度の概要 

（１） 公正採用選考人権啓発推進員制度の目的 

   すべての国民の個人としての尊厳を尊重し、基本的人権を保障することは民主主義

社会の基本です。 

   しかしながら、何人にも保障されている市民的権利と自由が完全に保障されていな

い人々が今なお存在することは、まことに遺憾なことです。 

   このような同和問題について、政府は次のように述べています。『同和問題は、歴

史的社会的根源を有する問題であり、一朝一夕の努力をもってこれを解決することは

極めて困難であると思われるが、これは日本国憲法に保障された基本的人権にかかわ

る問題であり、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題である。したが

って、その早急な解決を図ることは、国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民

的課題であるといわなければならない。』（「同和対策長期計画」（昭和 44 年７月、閣

議了解））。 

   また、同じく昭和 44 年に制定された同和対策事業特別措置法（昭和 44 年７月 10

日法律第 60 号）では、その第３条において、「国民の責務」として『すべての国民は、

同和対策事業の本旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、同和対策事

業の円滑な実施に協力するように努めなければならない。』と規定されています。 

   さらに、昭和 57 年に制定された地域改善対策特別措置法（昭和 57 年３月 31 日法

律第 16 号）でも、その第２条において、同様の規定が設けられています。 

   では、その解決が国及び地方公共団体の責務であると同時に国民的課題とされてい

る同和問題に対する対策はどのようなものがあるでしょうか。それは同和対策審議会

答申に述べられているごとく、環境改善、社会福祉、産業・職業、教育、人権等の幅

広い分野からの総合的な施策が必要であることはいうまでもありませんが、その中心

的課題は、同和地区住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し、同和地区に滞留す

る停滞的過剰人口を近代的な主要産業の生産過程に導入することにより生活の安定

と地位の向上を図ることとされています。 

   同和対策事業特別措置法施行後相当期間を経過した現在においても、なお『同和問

題が国民的課題であるという認識はいまだ徹底せず、人生の門出であるべき結婚や就

職等に際して差別は残念ながら依然として跡を絶っていない状況』にあり、また、『対

象地域住民の生活の現状についてみても、なお中高年層を中心に不安定就労者の割合

は高いこと』の実態にかんがみ、この側面に対する対策の重要性はいよいよ高まって

きているといえます。 

   厚生労働省として、従来、上述のような観点と認識に立って、職業指導、職業紹介

及び就職に際しての各種援護対策の充実並びに雇用主に対する適正な採用選考体制

の確立、指導等に努めてまいりました。 

   しかしながら、「特殊部落地名総鑑」の刊行、販売事件等の発生に見られるように、

雇用主の同和問題についての理解と認識は必ずしも十分とはいえず、また採用に際し

ての職場内における差別事例も依然として解消していない現状にあります。 

   厚生労働省といたしましても、従来以上に同和問題解決のための施策を強力に推進

してまいる所存でありますが、同和地区住民の就職の機会均等の確保を図るために、

雇用主が同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識を深め、応募者

の人権を尊重し適性と能力に基づく公正な採用選考を行うことが必要です。 

   このため、一定規模以上の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員」（以下

- 83 -



「推進員」といいます。）を選任していただき、推進員研修などを通じて、当該事業

所における公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、理解及び認識を深め

るとともに、当該事業所内の人権研修の促進・支援を行うことを目的に活動いただい

ております。 

（２） 推進員の選任等 

ア 推進員制度は、できるかぎり多くの事業所に設置され、同和地区住民の雇用の促

進とその安定に資することができるよう、おおむね次の基準（厚生労働省基準）に

基づき、地域の実情等を勘案として公共職業安定所が選定した事業所に対して、推

進員の選任を勧奨することとしています。 

  （ア）常時使用する従業員の数が 80 人以上である事業所 

  （イ）常時使用する従業員の数が 80 人未満であって次のいずれかに該当する事業所 

    a 同和地区住民の雇用が十分期待できる事業所 

    b 就職差別事件又はこれに類する事象を惹起した事業所 

※富山労働局の「推進員設置要綱」（P85 参照）においては、地域の実情に応じて

さらに細かく人数規模要件（富山労働局基準）を定めています。 

イ 推進員は事業主が従業員のうちから選任するものですが、後述のように同和地区

住民の就職の機会均等の確保を図るための施策を推進するにあたって当該事業所

における中心的な役割を果たすことを期待するものですから、人事担当責任者等、

従業員の採用・選考等に関する事項について相当の権限を有する者から選任するよ

う、公共職業安定所が事業主を指導することとしています。 

ウ 推進員を新たに選任したり、選任替えをしたりした場合などは、別紙「公正採用

選考人権啓発推進員選任・異動報告書」（P86 参照）により、事業所管轄公共職業

安定所に報告（郵送、持参）してください。なお、富山労働局ホームページから電

子メールによる報告も可能です。 

（３） 推進員の役割 

   国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民的課題とされている同和問題の解決

のためには、広範な分野にわたる総合的な施策が必要でありますが、その中心的課題

とされている同和地区住民の就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、

雇用主が同和問題についての正しい理解と認識の上にたった適正な採用・選考等を行

うことが不可欠です。 

   すなわち、採用方針をはじめ、求人（募集）活動、選考基準、選考方法、採否決定

等について、同和地区住民の就職の機会均等を阻害していないかどうか点検し、差別

のない正しい採用・選考システムの確立を図っていただくことが必要です。 

   同時に、求人活動、面接等採用選考にあたる方々も、同和問題についての正しい理

解と認識に基づいて業務を遂行してもらわなければなりません。 

   推進員は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をは

じめすべての人々の就職の機会均等の確保を図るための雇用の管理等について、当該

事業所における中心的な役割を果たすとともに、職業安定行政機関との連絡窓口とし

ての役割を担っています。 

（４） 推進員に対する研修等の実施 

   都道府県労働局職業安定主管課及び公共職業安定所は、推進員がその役割を果たす

のに必要な援助を図るため、研修会の開催あるいは資料の作成配付等を行うこととし

ています。 
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公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 

富山労働局 

１ 目 的 

  職業安定行政の課題である国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇

用の促進を図るためには、雇用主が同和問題をはじめとする人権問題についての正

しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが必要である。 

  このため、一定規模以上の事業所等について、公正採用選考人権啓発推進員(以

下「推進員」という。)の設置を図り、推進員に対し計画的・継続的な研修等を行

って、当該事業所における公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、理

解及び認識を深めることを目的とする。 

 

２ 推進員設置対象事業所 

  原則として次の基準に該当する事業所を推進員設置対象事業所として選定する

ものとする。 

（１）常時使用する従業員の数が３０人以上である事業所 

（２）常時使用する従業員が３０人未満であって、就職差別事件又はこれに類する事

象を惹起した事業所 

（３）職業紹介事業所及び派遣元事業所（従業員数は問わない。） 

 

３ 推進員の選任基準 

  推進員は、原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項についての担当

の権限を有する者から選任するものとする。 

 

４ 推進員の役割 

  推進員は、国民の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項につ

いて中心的な役割を果たすものとする。 

（１）  公正な採用選考システムの確立を図ること。 

（２）  職業安定行政機関との連絡に関すること。 

（３）  その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。 

 

５ 推進員の選任状況の把握 

  公共職業安定所長は、推進員の選任を行った事業主から別に定めるところにより

報告を求めるものとする。 

 

６ 推進員に対する研修等の実施 

  富山労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所は、推進員に対しその役割

を果たすために必要な研修等を実施するものとし、必要に応じて関係行政機関等の

協力を要請するものとする。 

 

７ その他必要な事項は別に定める。 
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           選 任 
公 正 採 用 選 考 人 権 啓 発 推 進 員      報 告 書  

            異 動 
 

令和  年  月  日 
 
   公共職業安定所長 殿 
 
                      〒 

所 在 地                    

事業所名                    

代表者名                    

電話番号                    

 
                     選 任 
公正採用選考人権啓発推進員を下記のとおり     しましたので、報告します。 
                     異 動 
 

記 

推 進 員 
役職名 （ 役員 ・ 非役員 ）

氏 名  

推 進 員 の 補 助 者 
（補助者がいる場合のみ記入） 

役職名  

氏 名  

推進員選任（異動）年月日 令和   年   月   日 

雇用保険適用事業所番号 ―        ― 

常時使用する従業員数      人 業 種  ※産業分類
番号 

 

前 任 者 氏 名 
（異動の場合のみ記入） 

 

（注）・「選任」「異動」及び「役員」「非役員」は、該当箇所を○で囲んで下さい。 
・「常時使用する従業員数」欄は、原則として雇用保険の被保険者数となります。 
・※「産業分類番号」欄は記入不要です。 
・人事異動等により推進員の変更が生じた場合は、随時、異動報告書の提出をお願いします。 
・本報告書については、事業所を管轄するハローワークに提出してください。 

別紙 
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Ⅴ 参 考 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学校
３ ４

２

５

（郵便番号　　　－　　　）

９８

６

2111

７

長校学中日　　　月　　　年　　　　　

（所在地）

）号番話電（）号番便郵（ 印

　視力欄にＡ～Ｄが記入されている場合、
　Ａ：1.0以上、Ｂ：1.0未満0.7以上、Ｃ：0.7
　未満0.3以上、Ｄ：0.3未満を表す。

本人の特長を示すものに○印を付
けるものとする。

生命尊重･
自 然 愛 護

（担当者印）

※安定所記載欄

項　目
行動の
状　況

項　目

13　本人の長所・推薦事由等

公共職業安定所

公 共 心 ･
公 徳 心

３

１　　　学　　校　　名
応　　募　　書　　類 写

真

貼

付

（ 中 職 業 相 談 票 〔乙〕）
ふりがな 性

　
別

生
年
月
日

年 月 日生
氏
名 （満 歳）

現
住
所

必修教科名 ３学年 選択教科名 ３学年
10

国 語
特

別

活

動

総
合
的
な
学
習
の
時
間

趣

味

・

特

技

社 会
学

　
　
業

　
　
成

　
　
績

数 学

理 科

音 楽

美 術 　　　　年　　月　　日 行動の
状　況

保 健 体 育 身　　　長 cm 
基 本 的 な
生 活 習 慣

思いやり･
協 力技術・家庭

身

　
　
体

　
　
状

　
　
況

体　　　重 kg 行
　
　
動
　
　
の
　
　
記
　
　
録

外 国 語
視　力

右 （　　　） 健康･体力
の 向 上

）　　　（左価評階段３価評階段〕　　　〔

自主･自律 勤労･奉仕
学年 欠席日数 主　な　理　由

聴　力
右

１ 左
責 任 感 公正･公平

出
席
状
況

備　考

２ 創 意 工 夫

受 付 番 号受 付 番 号
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（住民票記載事項の証明願） 

 

証    明    願 

 

市 （区） 町村長殿 

令和    年    月    日 

 

願出人住所氏名 

 

 

下記のとおり住民基本台帳に記録があることを証明願います。 

上記願出のとおり相違ないことを証明する。 

 

令和    年    月    日 

市 （区） 町村長氏名 □印  

 

住  所 
番地 

番    号 
世帯主 

氏 名 出  生  の  年  月  日 世帯主との続柄  

 平

令
年    月    日生  

 平

令
年    月    日生 

 

 平

令
年    月    日生 

 

 平

令
年    月    日生 

 

 平

令
年    月    日生 

 

 平

令
年    月    日生 

 

 平

令
年    月    日生 

 

(注) この証明願は市町村には備えてありませんので、証明を求める側で

作成して市町村へ提出してください。 
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「住民票記載事項の証明書」（証明額）記載留意点 

 

１．住民票記載事項の証明の様式は、Ａ4判とし、複写可能用紙（裏面白紙）とする

こと。 

２．証明依頼事項は、必要な事項にとどめ空欄は斜線で抹消すること。 

（記載例） 年齢証明の場合 

 

下記のとおり住民基本台帳･･･････ 

上記願出のとおり･･･････ 

 

 

３．証明願記載にあたっては、住民・氏名・生年月日等必要事項について、正しく記

入すること。 

なお、記入事項に誤りがある場合は、訂正が必要となるので、証明願出にあたっ

ては願出人の印鑑を携行するようにしてください。 

住 所 東京都千代田区丸の内３丁目８番１号 世帯主      東 京 一 郎 

氏 名 出 生 の 年 月 日 世帯主との続柄 

東 京 さ お り 
平

令
１７年 12 月 5 日生 
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様式 16 
応募前職場見学実施予定表  

 
 

 ( 事 業 所 名 )                      
(連絡先担当部署)                     
(連 絡 先 担 当 者 )                     

 
1. 7 月～9 月の実施予定日 
○7 月～9 月までの実施予定日全てに(①)のように印をつけてください。 

      
 
2. 10 月以降の実施予定日 
○該当する項目に印(✓)を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入してくださ
い。 

□予定なし 
□随時 
□特定予定日 

 
3. その他 

◇事業所連絡先 担当者氏名 
         電話番号          FAX 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

7月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

9月

※安定所記入欄：求人番号 
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様式 18 

新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書 
 
１ 事業所の概要 
 

① 事 業 所 番 号     －       －  

② 事 業 内 容   
③ 従 業 員 数 [企業全体]        人 [うち当該事業所]       人 
④ 資 本 金          億       万円 

⑤ 他の事業所の所在地 
 

⑥ 連 絡 先 
[人事担当者職氏名] 

 ]ＸＡＦ[ ]ＬＥＴ[
[e-mail]          @         

⑦ 募集の中止・募集人
員の削減理由 

 

⑧ 推薦依頼学校、求人
情報を提供した学校
等への対応状況 
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様式 18 

 

２ 募集の中止・募集人員の削減の状況 

求 人 番 号 
（対象の求人が 4 件以上ある場合は任意の別紙に記載し添付してください。） 合 計 

 

中学 高校 大学等 

          -             

 当初の募集人員     

変更後の募集人員     

          -             

 当初の募集人員     

変更後の募集人員     

          -             

 当初の募集人員     

変更後の募集人員     
 注 1：能開とは、公共職業能力開発施設等をいう。 
 注 2：求人申込みを学校等に対して行っている場合は、当該学校等のリストを添付すること。 
 
 
 職業安定法施行規則第 35 条第 2 項の規定により、上記のとおり通知します。 
 
 
  令和  年  月  日 
                   

事業所名 

所在地  

代表者氏名 

（押印不要） 
 
○○公共職業安定所長 
            殿 
○○学校長 
 

- 98 -



様式 18 

 

[記入上の注意] 
 １ この通知書は、新規学校卒業者について、募集を中止し、又は募集人員を削減する場合に、あらかじめ

公共職業安定所長及び施設の長（学校長）にその旨を通知する際に使用すること。ただし、大学等を新た
に卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、これらの募集人員の合計を、当初の募集人員
の合計より 30 人以上かつ３割以上減じようとする場合に限るものとする。 

 
 ２ ①には、雇用保険適用事業所番号を記載すること。 
 
 ３ ②には、「自動車製造業」、「電子部品製造業」、「ソフトウェア業」、「塗装工事業」等その事業所の事業

の種類を記入すること。 
 
 ４ ③には、［企業全体］欄に、同一企業において当該事業所以外にも本店、支店、営業所等がある場合に、

それを含めた企業全体の従業員数を記入することとし、［うち当該事業所］欄には、求人事業所の従業員
数を内数で記入すること。 

 
 ５ ④には、事業所の資本金（支払い済み資本金）を記入すること。なお、当該事業所が出張所、分工場、

営業所あるいは支店である場合には本社（店）を含めた企業全体の資本金を記入すること。また、株式会
社、有限会社、合同会社以外の公益法人・相互会社（生命保険会社など）・個人事業主等には資本金は存
在しないので、その場合はあえて記入する必要はないこと。 

 
 ６ ⑤には、当該事業所以外にも本店、支店、営業所等が複数存在する場合に、その所在地等を記入するこ

と。 
 
 ７ ⑥には、採用、選考業務を担当する者の所属と役職名、氏名、及びその連絡先電話番号、内線番号、Ｆ

ＡＸ番号、e-mail アドレスを記入すること。 
 
 ８ ⑦には、募集の中止又は募集人員の削減にいたった理由を具体的に記載すること。 
 
 ９ ⑧には、募集の中止又は募集人員の削減を行うこととなった求人の推薦依頼をした学校等に対する具体

的な対応状況を記載すること。 
 
 10 「２ 募集の中止・募集人員の削減の状況」については、複数の求人において募集の中止又は募集人員

の削減が行われる場合は、当該求人毎に記載すること。 
 

11 「当初の募集人員」欄には、当初、募集を行った際の募集人員について、学校種別に記入すること。そ
の際、求人票など当初の募集人員を確認することができる書類（求人申込みを学校等に対して行っている
場合は、当該学校等のリストを含む。）等を添付すること。 

 
 12 「変更後の募集人員」欄には、募集の中止又は募集人員の削減を実施した後における募集人員について、

学校種別に記入すること。 
 
 13 宛名欄には、この通知書を提出する公共職業安定所、又は学校の名称を記載すること。なお、提出先 1

件ごとに 1 通を作成すること。 
[参考] 

 ○職業安定法施行規則（昭和 22 年労働省令第 12 号）（抄） 
(法第五十四条に関する事項) 
第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるも

のとする。 
２ 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専

修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称す
る。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当
する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして
職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。 

一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずると
きにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。 

二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始すること
を予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。 

三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。 
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様式 19 

 

新規学校卒業者の採用内定取消し通知書 
 
１ 事業所の概要 

① 事 業 所 番 号     －       －  
② 事 業 内 容   
③ 従 業 員 数 [企業全体]        人 [うち当該事業所]       人 
④ 資 本 金          億       万円 

⑤ 他の事業所の所在地 
 

⑥ 連 絡 先 
[人事担当者職氏名] 

 ]ＸＡＦ[ ]ＬＥＴ[
[e-mail]          @         

 
２ 採用内定取消しの状況 

 
合 計 

 

中学 高校 
大学等
小計 

 
大学 短大 高専 専修 能開 

⑦ 内定者数          

⑧ 内定年月日          

⑨ 内定取消し者数          

⑩ 取消し年月日          

⑪ 採 用 内 定 の 事
実関係 

 

⑫ 内 定 取 消 し を
実 施 し な け れ
ば な ら な い 理
由 
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様式 19 

 

⑬内定取消しの回
避のために検討さ
れた事項 

 

⑭内定取消しに関
する学生生徒への
説明状況 

 

⑮内定取消しの対
象となる学生生徒
に対する支援内容 

 

⑯前年度における
採用内定取消しの
状況 

前年度において、新規学校卒業者の採用内定取消しを、 
 

行った   ・    行っていない   （該当するものに○を付す） 
 注 1：能開とは、公共職業能力開発施設等をいう。 
 
 職業安定法施行規則第 35 条第 2 項の規定により、上記のとおり通知します。 
 
 
  令和  年  月  日 
                   

事業所名 

所在地  

代表者氏名 

（押印不要） 
 
○○公共職業安定所長 
            殿 
○○学校長 
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様式 19 

 

[記入上の注意] 
 １ この通知書は、新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする場合に、あらかじめ公共職業安定所長

及び施設の長（学校長）にその旨を通知する際に使用すること。 
 
 ２ ①には、雇用保険適用事業所番号を記入すること。 
 
 ３ ②には、「自動車製造業」、「電子部品製造業」、「ソフトウェア業」、「塗装工事業」等その事業所の事業

の種類を記入すること。 
 
 ４ ③には、［企業全体］欄に、同一企業において当該事業所以外にも本店、支店、営業所等がある場合に、

それを含めた企業全体の従業員数を記入することとし、［うち当該事業所］欄には、求人事業所の従業員
数を内数で記入すること。 

 
 ５ ④には、事業所の資本金（支払い済み資本金）を記入すること。なお、当該事業所が出張所、分工場、

営業所あるいは支店である場合には本社（店）を含めた企業全体の資本金を記入すること。また、株式会
社、有限会社、合同会社以外の公益法人・相互会社（生命保険会社など）・個人事業主等には資本金は存
在しないので、その場合はあえて記入する必要はないこと。 

 
 ６ ⑤には、当該事業所以外にも本店、支店、営業所等が複数存在する場合に、その所在地等を記入するこ

と。 
 
 ７ ⑥には、採用、選考業務を担当する者の所属と役職名、氏名、及びその連絡先電話番号、内線番号、Ｆ

ＡＸ番号、e-mail アドレスを記入すること。 
 
 ８ ⑦には、採用内定を行った人数について、該当する学校種別欄に記入すること。 
 
 ９ ⑧には、採用内定の通知を行った年月日（内定通知書を発出した日ではなく、採用予定年月日を記載）

を記入すること。異なる学校種において同日に通知を行った場合は、それぞれの欄に同じ年月日を記入す
ること。 

 
 10 ⑨には、⑦で記入した内定者数のうち、採用内定を取り消すこととなる人数について、該当する学校種

別欄に記入すること。 
 
 11 ⑩には、⑨で記入した採用内定を取り消す学校種ごとに、その実施日を記入すること。 
 
 12 ⑪には、採用内定が行われていることの事実関係について、採用内定を通知した年月日、方法、内容等

を詳細に記入すること。内定取消しの対象者に対して内定時に交付した採用内定通知書や、対象者から提
出を受けた就職承諾書などがあれば、それら関係書類を添付すること。 

 
 13 ⑫には、生産量や雇用量などの最近の関係指標、今後の事業活動の見通し等を含め、内定取消しを実施

しなければならない理由等を具体的に記入すること。 
  また、倒産により内定取消しを行う場合は、その倒産が、破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、

整理開始若しくは特別清算開始の申立て、又は手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行って
いる金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してなされ
ること、のいずれに該当するかを明記するほか、翌年度の新規学卒者の募集採用を行わないことが確定し
ている場合は、その旨を記入すること。 

 
 14 ⑬には、内定取消しを回避するために検討した具体的な事項やその実施の有無、結果的に内定取消しを

回避できなかった理由等を記入すること。 
 
 15 ⑭には、内定取消しの対象者に対して、内定の取消しを行うことをどのように説明するかを記入する。

説明の時期、方法、内容、説明後の対象者からの問合せへの対応やフォローアップの方法等について、具
体的に記入すること。 

 
 16 ⑮には、内定取消し対象者に対して行う就職先の確保に向けた支援等の内容について具体的に記載する

こと。関連会社等への就職のあっせんやハローワークの支援内容の周知案内等、具体的に実施予定の内容
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を記入すること。 
10 名以上の学生生徒の内定取消しを行おうとする場合は、対象となる学生生徒それぞれについて、自ら

の行う就職支援を希望しているか否か、支援を希望する者に対してその安定した雇用を確保するために具
体的にどのような支援措置（例；支援計画の策定、関連会社等の就職あっせん、安定所の支援措置の案内、
民間職業紹介事業者による就職支援の実施など）を講じるか等を記入すること。 

 
 17 この通知書を公共職業安定所長に提出する際には、提出先の公共職業安定所の名称を記載し、学校長に

提出する際には、提出先の学校の名称を記載すること。なお、提出先 1 件ごとに 1 通を作成すること。 
 
 
[参考] 

 ○職業安定法施行規則（昭和 22 年労働省令第 12 号）（抄） 

(法第五十四条に関する事項) 

第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向

の把握に努めるものとする。 

２ 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含

む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以

下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を

雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長

(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括

官が定める様式によりその旨を通知するものとする。 

一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集

人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。 

二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就

業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回すると

き。 

三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。 
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様式 20 

 

新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書 
 
１ 事業所の概要 

① 事 業 所 番 号     －       －  
② 事 業 内 容   
③ 従 業 員 数 [企業全体]        人 [うち当該事業所]       人 
④ 資 本 金          億       万円 

⑤ 他の事業所の所在地 
 

⑥ 連 絡 先 
[人事担当者職氏名] 

 ]ＸＡＦ[ ]ＬＥＴ[
[e-mail]          @         

 
２ 入職時期繰下げの状況 

態 様 

合 
計 

 

中学 高校 
大学等
小計 

 
大学 短大 高専 専修 能開 

⑦  入社日の延期  

 

a 内定者数          

b 当初の入職予定日          

c 対象者数          

d 繰下げ後の入職年月日          

⑧  自 宅 待 機  

 

a 内定者数          

b 当初の入職予定日          

c 対象者数          

d 繰下げ後の入職年月日          

⑨ 入職時期繰下げを行
わなければならない
理由 

 

- 104 -



様式 20 

 

⑩ 入職時期繰下げの回
避のために検討され
た事項 

 

⑪ 入職時期繰下げの対
象となる学生生徒に
対する説明状況及び
支援内容 

 

 注 1：能開とは、公共職業能力開発施設等をいう。 
 
 
 職業安定法施行規則第 35 条第 2 項の規定により、上記のとおり通知します。 
 
 
  令和  年  月  日 
                   

事業所名 

所在地  

代表者氏名 

（押印は不要） 
 
○○公共職業安定所長 
            殿 
○○学校長 
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[記入上の注意] 
 １ この通知書は、新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする場合に、あらかじめ公共職業安定所長

及び施設の長（学校長）にその旨を通知する際に使用すること。 
 
 ２ ①には、雇用保険適用事業所番号を記載すること。 
 
 ３ ②には、「自動車製造業」、「電子部品製造業」、「ソフトウェア業」、「塗装工事業」等その事業所の事業

の種類を記入すること。 
 
 ４ ③には、［企業全体］欄に、同一企業において当該事業所以外にも本店、支店、営業所等がある場合に、

それを含めた企業全体の従業員数を記入することとし、［うち当該事業所］欄には、求人事業所の従業員
数を内数で記入すること。 

 
 ５ ④には、事業所の資本金（支払い済み資本金）を記入すること。なお、当該事業所が出張所、分工場、

営業所あるいは支店である場合には本社（店）を含めた企業全体の資本金を記入すること。また、株式会
社、有限会社、合同会社以外の公益法人・相互会社（生命保険会社など）・個人事業主等には資本金は存
在しないので、その場合はあえて記入する必要はないこと。 

 
 ６ ⑤には、当該事業所以外にも本店、支店、営業所等が複数存在する場合に、その所在地等を記入するこ

と。 
 
 ７ ⑥には、採用、選考業務を担当する者の所属と役職名、氏名、及びその連絡先電話番号、内線番号、Ｆ

ＡＸ番号、e-mail アドレスを記入すること。 
 
 ８ 行うこととなった入職時期繰下げの態様が、入社日（採用日）自体を延期する場合は⑦に、入社日（採

用日）自体の延期は行わず、新卒者のみ自宅待機を命じる場合などは⑧に記入すること。なお、どちらの
態様に該当するか不明な場合は公共職業安定所まで相談してください。 

 
 ９ a には、採用内定を行った人数について、該当する学校種別欄に記入すること。 
 
 10 b には、採用内定の通知を行った際に、当初予定していた入職年月日を記入すること。 
 
 11 c には、a に記入した内定者数のうち、入社日の延期又は自宅待機の対象となる人数について、該当す

る学校種別欄に記入すること。 
 
 12 d には、c で記入した入職時期繰下げの対象となる学生生徒の所属する学校種ごとに、その繰下げた後

における入職年月日を記入すること。なお、態様が「自宅待機」に該当する場合は、対象者が実際に出社
する予定日を記入すること。 

 
 13 ⑨には、生産量や雇用量などの最近の関係指標、今後の事業活動の見通し等を含め、入職時期繰下げを

実施しなければならない理由等を具体的に記入すること。 
 
 14 ⑩には、入職時期繰下げを回避するために検討した具体的な事項やその実施の有無、結果的に入職時期

繰下げを回避できなかった理由等を記入すること。 
 
 15 ⑪には、入職時期繰下げ対象者に対する説明の状況及び当初の入職時期以降新たな入職期日までの間の

扱いにおける支援等について具体的に記入すること。 
 
 16 この通知書を公共職業安定所長に提出する際には、提出先の公共職業安定所の名称を記載し、学校長に

提出する際には、提出先の学校の名称を記載すること。なお、提出先 1 件ごとに 1 通を作成すること。 
 
 
[参考] 

 ○職業安定法施行規則（昭和 22 年労働省令第 12 号）（抄） 

(法第五十四条に関する事項) 
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様式 20 

第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向

の把握に努めるものとする。 

２ 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含

む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以

下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を

雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長

(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括

官が定める様式によりその旨を通知するものとする。 

一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集

人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。 

二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就

業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回すると

き。 

三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。 
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資料１

　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年４月現在）

○富山公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

全 普 通 4 3 2 0 0 0 5 3

呉 羽 高等学校 全 普 通 71 147 0 0 0 0 95 130

中 央 農 業 〃 全 農 業 30 11 18 4 0 0 23 13

富 山 〃 全 普 通 92 106 0 0 0 2 83 111

〃 理数科学科 24 24 0 0 0 0 27 25

〃 人文社会科学科 9 21 0 0 0 0 5 22

富山いずみ 〃 全 総 合 42 116 1 1 0 0 46 100

〃 看 護 1 33 0 0 0 0 1 36

〃 専 攻 科 看 護 0 33 0 25 0 4 0 38

富 山 工 業 〃 全 機 械 工 学 75 2 54 2 1 0 79 1

〃 電子機械工学 37 3 17 1 0 0 39 1

〃 金 属 工 学 38 1 25 1 2 0 36 4

〃 電 気 工 学 73 6 53 1 1 0 76 2

〃 建 築 工 学 23 14 13 10 2 0 24 15

〃 土 木 工 学 34 3 26 1 5 1 35 4

定 機 械 2 0 1 0 0 0 2 0

〃 電 気 2 0 1 0 0 0 4 0

〃 生 産 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0

富 山 商 業 〃 全 流 通 経 済 40 39 18 8 0 0 41 37

〃 国 際 経 済 11 27 0 5 0 0 12 25

〃 会 計 26 53 9 22 0 0 4 36

〃 情 報 処 理 36 40 13 11 0 0 38 40

富 山 中 部 〃 全 普 通 103 94 0 0 0 0 112 84

〃 理数科学科 35 28 0 0 0 0 40 15

〃 人文社会科学科 6 10 0 0 0 0 9 15

富 山 西 〃 全 普 通 71 76 14 14 0 0 71 81

富 山 東 〃 全 普 通 102 126 0 0 0 0 117 116

富 山 北 部 〃 全 普 通 68 48 0 0 0 0 65 48

〃 くすり・バイオ 29 46 20 28 0 0 44 34

〃 情報デザイン 5 35 1 3 0 0 6 33

富 山 南 〃 全 普 通 117 114 0 0 0 0 105 90

八 尾 〃 全 普 通 63 83 0 1 0 0 69 82

令和５年３月高等学校卒業者数・就職者数
及 び 令 和 ６ 年 ３ 月 卒 業 予 定 者 数 一 覧

（ ※課程欄について　全…全日制高校　定…定時制高校　通…通信制高校　を示す ）

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月 左のうち就職者数 令和６年３月

備考卒業者数 県内 県外 卒業予定者数

富山大学人間発達科学部
附 属 特 別 支 援 学 校
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男 女 男 女 男 女 男 女

雄 峰 高等学校 定 普 通

〃 情報ビジネス

〃 生 活 文 化

〃 専攻科調理師養成課程

通 普 通

〃 衛 生 看 護

全 普 通 7 5 0 0 0 0 5 4

全 産 業 技 術 7 0 0 0 0 0 17 4

〃 生 活 文 化 8 4 0 2 0 0 4 4

全 普 通 2 2 1 1 0 0 1 2

〃 専 攻 科 3 0 2 0 0 0 0 0

全 生産・サービス科 9 0 9 0 0 0 13 6

全 産 業 工 芸 1 0 1 0 0 0 4 0

〃 生 活 文 化 3 4 3 3 0 0 2 5

全 産 業 工 芸 0 0 0 0 0 0 0 1

〃 機 械 0 0 0 0 0 0 3 0

〃 生 活 情 報 0 0 0 0 0 0 0 1

〃 福祉・サービス 2 4 1 4 0 0 4 1

〃 専攻科産業工芸 0 0 0 0 0 0 0 0

〃 専 攻 科 機 械 1 0 1 0 0 0 0 0

〃 専攻科生活情報 0 0 0 0 0 0 0 0

全 普 通 4 4 0 0 0 0 0 2

〃 訪 問 教 育 0 0 0 0 0 0 1 1

片 山 学 園 高等学校 全 普 通 53 42 0 0 0 0 29 38

高 朋 〃 全 普 通 51 20 16 3 1 0 63 18

富山国際大付属 〃 全 普 通 72 138 3 6 1 0 90 182

富 山 第 一 〃 全 普 通 191 178 19 15 1 0 211 205

不二越工業 〃 全 情 報 機 械 155 9 123 3 1 0 111 6

龍 谷 富 山 〃 全 普 通 86 90 25 25 2 1 111 121

卒業予定者数卒業者数

し ら と り 支 援 学 校

令和６年３月

富山視覚総合支援学校

富山高等支援学校

富山総合支援学校

富山聴覚総合支援学校

ふ る さ と 支 援 学 校

備考県内 県外

高 志 支 援 学 校

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月 左のうち就職者数

40 36 17 6 1 0 35 37

1 2 0 0 0 0 2 1

5 12 2 5 1 0 0 12

9 11 7 7 0 2 4 19

18 20 1 7 0 2 14 49

0 0 0 0 0 0 0 0
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○高岡公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

小 杉 高等学校 全 総 合 34 122 2 3 0 0 37 118

志 貴 野 〃 定 普 通 21 21 6 5 0 0 18 13

〃 情報ビジネス 17 7 4 3 1 0 13 7

〃 生  活  文  化 0 14 0 5 0 1 1 13

〃 国  際  教  養 1 0 1 0 0 0 0 1

新 湊 〃 全 普 通 51 65 1 2 1 0 51 60

〃 商 業 19 19 4 3 0 0 19 21

大 門 〃 全 普 通 53 62 0 1 0 0 65 50

高 岡 〃 全 普 通 82 115 0 0 0 0 88 105

〃 人 文 社 会 科 9 20 0 0 0 0 6 21

〃 理 数 科 学 33 17 0 0 0 0 26 25

高 岡 工 芸 〃 全 機 械 40 0 18 0 1 0 38 1

〃 電 子 機 械 39 1 10 1 0 0 37 3

〃 電 気 39 0 26 0 7 0 38 0

〃 建 築 25 13 7 5 1 2 31 8

〃 土 木 環 境 38 2 21 2 7 0 38 1

〃 工 芸 2 28 2 10 0 2 6 24

〃 デザイン・絵画 4 32 0 4 0 0 5 33

高 岡 商 業 〃 全 流 通 経 済 42 36 8 15 0 1 33 46

〃 国 際 経 済 15 25 1 4 0 0 14 24

〃 会 計 9 31 3 8 0 0 3 37

〃 情 報 処 理 15 24 2 6 0 0 20 20

高 岡 南 〃 全 普 通 54 103 0 0 0 0 62 86

福 岡 〃 全 普 通 78 78 0 0 0 0 47 68

伏 木 〃 全 国 際 交 流 48 58 6 3 2 0 52 59

全 産 業 8 1 3 0 0 0 10 0

〃 生 活 文 化 3 6 0 1 0 0 5 8

全 生産・サービス 11 5 10 5 0 0 20 4

全 福祉・サービス 2 0 2 0 0 0 2 1

〃 生 活 情 報 0 0 0 0 0 0 0 0

〃 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0

高 岡 向 陵 高等学校 全 普 通 93 56 33 12 0 0 109 45

高 岡 第 一 〃 全 普 通 138 80 33 20 2 2 126 66

高 岡 龍 谷 〃 全 普 通 83 45 27 13 2 1 92 66

〃 調 理 12 11 6 5 3 2 5 15

課
程

学 校 名 学 科

令和５年３月 左のうち就職者数 令和６年３月

備考県内 県外卒業者数 卒業予定者数

高 岡 支 援 学 校

高岡聴覚総合支援学校

高岡高等支援学校
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○魚津公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

魚 津 高等学校 全 普 通 67 92 0 0 0 1 86 73

魚 津 工 業 〃 全 機 械 78 2 51 1 6 0 61 0

〃 電 気 30 0 21 0 1 0 27 0

〃 情 報 環 境 28 6 17 5 2 0 36 1

桜 井 〃 全 普 通 59 49 0 0 0 0 54 57

〃 土 木 32 0 15 0 4 0 23 0

〃 生 活 環 境 0 38 0 4 0 1 0 37

入 善 〃 全 普 通 61 93 1 5 0 0 57 89

〃 農 業 13 15 10 10 0 0 9 16

新 川 〃 全 普 通 44 48 18 11 0 0 47 16

全 産 業 技 術 6 1 1 0 0 0 6 2

〃 生 活 文 化 6 3 0 0 0 0 9 4

新川みどり野 高等学校 定 普 通 12 16 4 6 0 0 16 15

〃 福 祉 教 養 0 4 0 1 0 0 1 1

○砺波公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

石 動 高等学校 全 普 通 56 101 3 3 0 0 58 61

〃 商 業 20 20 5 7 0 0 12 26

小矢部園芸 〃 定 園 芸 10 3 9 2 0 0 13 4

砺 波 〃 全 普 通 97 99 0 0 0 0 98 88

砺 波 工 業 〃 全 機 械 77 1 50 0 3 1 77 2

〃 電 気 39 0 26 0 1 0 37 2

〃 電 子 33 5 21 4 0 0 37 2

と な み 野 〃 定 普 通 10 15 5 6 1 1 9 8

〃 総 合 福 祉 0 2 0 2 0 0 0 5

南 砺 福 野 〃 全 普 通 70 84 1 0 0 0 74 80

〃 農 業 環 境 18 12 6 4 0 0 17 13

〃 福 祉 4 25 1 8 0 0 0 29

〃 国 際 科 11 19 0 0 0 0 11 19

南 砺 平 〃 全 普 通 9 17 2 2 0 0 12 11

全 産 業 技 術 6 2 2 1 0 0 10 0

〃 生 活 文 化 0 12 0 3 0 0 1 5

にいかわ総合支援学校

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月 左のうち就職者数 令和６年３月

備考卒業者数 県内 県外 卒業予定者数

備考卒業者数 県内 県外 卒業予定者数

左のうち就職者数 令和６年３月

となみ総合支援学校
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○滑川公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

雄 山 高等学校 全 普 通 47 66 4 7 0 0 48 66

〃 生 活 文 化 0 38 0 13 0 0 2 25

上 市 〃 全 総 合 学 科 63 84 16 29 5 1 64 79

滑 川 〃 全 普 通 34 39 0 0 0 0 40 36

〃 薬 業 20 19 14 9 0 0 18 13

〃 商 業 8 31 2 14 0 0 9 30

〃 海 洋 18 21 12 13 1 0 24 11

○氷見公共職業安定所管内

男 女 男 女 男 女 男 女

氷 見 高等学校 全 普 通 59 57 0 1 0 0 54 64

〃 農 業 科 学 15 2 10 1 0 0 14 6

〃 海 洋 科 学 20 0 9 0 0 0 20 0

〃 ビ ジ ネ ス 24 13 8 4 0 0 23 17

〃 生 活 福 祉 2 34 0 9 0 0 0 38

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月 左のうち就職者数 令和６年３月

備考卒業者数 県内 県外 卒業予定者数

学 校 名
課
程

学 科

令和５年３月 左のうち就職者数 令和６年３月

備考卒業者数 県内 県外 卒業予定者数
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資料２

令和５年４月現在

○富山公共職業安定所管内

　高等学校

9082‐544‐6700031艘五．富6558‐039

呉 羽 高 等 学 校 930‐0138 富．呉羽町2070‐5 076‐436‐1056

中 央 農 業 〃 1191‐384‐6702沢福東．富1821‐039

富 山 〃 5292‐124‐6701丸郎太．富6708‐939

富山いずみ 〃 939‐8081 富．堀川小泉町1‐21‐1 076‐424‐4274

富 山 工 業 〃 1791‐144‐6708322福五．富7880‐039

〃 定 時 制 1791‐144‐6708322福五．富7880‐039

富 山 商 業 高 等 学 校 8330-234‐670314田高庄．富0458‐039

富 山 中 部 〃 930‐0097 富．芝園町3‐1‐26 076‐441‐3541

富 山 西 〃 939‐2706 富．婦中町速星926 076‐466‐2156

富 山 東 〃 931‐8443 富．下飯野荒田6‐1 076‐437‐9018

富 山 南 〃 2281‐924‐67089市布．富1918‐939

八 尾 〃 939‐2376 富．八尾町福島213 076‐454‐2205

2184‐834‐6701‐92正道．富5448‐139

939‐2602 富．婦中町下邑2877 076‐469-5531

7148‐324‐670441干江大．富2290‐039

1628‐144‐6702894屋金．富3780‐039

930‐0817 富．下奥井1‐9‐56 076‐441‐9172

939‐2607 富．婦中町新町2913 076‐469‐3388

0655-764‐6700062本坂．富6022-939

片 山 学 園 高 等 学 校 0058-384‐67001牧黒東．富2621-039

高 朋 〃 931‐8452 富．東富山寿町1‐1‐39 076‐437‐9940

富山国際大付属 〃 930‐0175 富．願海寺水口444 076‐434‐0577

富 山 第 一 〃 930‐0916 富．向新庄町5‐1‐54 076‐451‐3396

不二越工業 〃 4038‐524‐6705‐7町金石東．富4690‐039

龍 谷 富 山 〃 1413‐144‐67001‐2町江赤．富5580‐039

郵便番号

931‐8558富 山 北 部 〃

学　　校　　名

富 山 聴 覚 総 合 支 援 学 校

ふ る さ と 支 援 学 校

し ら と り 支 援 学 校

富 山 総 合 支 援 学 校

富 山 高 等 支 援 学 校

076‐437‐4035富．蓮町4‐3‐20

富山大学教育学部附属特別支援学校

雄 峰 〃 富．神通町2-12-20 076‐441‐4951930-0009

高 志 支 援 学 校

富 山 視 覚 総 合 支 援 学 校

令和５年度県内高校・能力開発校・専修学校・高専・短大・大学一覧

所　　在　　地 電話番号
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　職業能力開発校

郵便

番号

930‐0916 富．向新庄町1-14-48 076‐451‐8802

　専修学校

郵便

番号

1195‐194‐67041-6町手大．富4800‐039

939‐8083 富．西中野本町1-6 076‐491-0705

939‐8083 富．西中野本町7-13 076‐423-4245

7303‐234‐67062-23町新下．富4080‐039

1866‐174‐67002-4-1町桜．富3000‐039

8020‐144‐6703-2町新島牛．富6580‐039

8228‐384‐670892牧黒東．富8921‐039

9911‐634‐6701-31上々野．富1710‐039

　高等専門学校

郵便

番号

　短期大学

郵便

番号

930‐0193 富．願海寺水口444 076‐436‐5146

　大　　　学

郵便

番号

6806‐544‐6700913福五．富5558‐039

所　　在　　地

所　　在　　地

076-491-1177富．総曲輪４丁目4-5

富 山 国 際 大 学

富 山 調 理 製 菓 専 門 学 校

富 山 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
医 療 福 祉 大 学 校 930-0083

電話番号

076‐483‐8882

電話番号

076‐493‐5499

電話番号

933-0293 射．海老江練合1-2 0766‐86‐5134

富 山 大 原 簿 記 公 務 員 医 療 専 門 学 校

臼 井 美 容 専 門 学 校

専 門 学 校 職 藝 学 院

富 山 ク リ エ イ テ ィ ブ 専 門 学 校

939‐8630

930‐1292

所　　在　　地

所　　在　　地

富．本郷町13

富．東黒牧65-1

富 山 自 動 車 整 備 専 門 学 校

電話番号

学　　校　　名

北 陸 ビ ジ ネ ス 福 祉 専 門 学 校

学　　校　　名

学　　校　　名

富 山 高 等 専 門 学 校
（ 射 水 キ ャ ン パ ス ）

学　　校　　名

富 山 短 期 大 学

富 山 県 技 術 専 門 学 院

富 山 外 国 語 専 門 学 校

富 山 高 等 専 門 学 校
（ 本 郷 キ ャ ン パ ス ）

富 山 大 学

富 山 県 理 容 美 容 専 門 学 校

号番話電地　　在　　所名　　校　　学

930-0083 富．総曲輪４丁目4-5 076-491-1177

- 114 -



○高岡公共職業安定所管内

　高等学校

郵便

番号

小 杉 高 等 学 校 3400‐55‐66701-0251ヶ三．射1430‐939

志 貴 野 〃 3113‐22‐66707-1町広末．高3200‐339

新 湊 〃 8232-48-667001-12湊新西．射5858‐439

大 門 〃 1755‐25‐66702-1口二．射4320‐939

高 岡 〃 6610-22-66701-1町園川中．高0258‐339

高 岡 工 芸 〃 0361‐12‐667002-1-1川中．高8158‐339

高 岡 商 業 〃 9134‐12‐6670682田横．高0158‐339

高 岡 南 〃 1620‐36‐66702-4-3町出戸．高4011‐939

福 岡 〃 939-0127 高．福岡町上蓑561 0766-64-5275

伏 木 〃 933‐0116 高．伏木一宮2-11-1 0766‐44‐1514

2625‐32‐6670138坂老海東．高7890‐339

8515-22-6670059坂老海東．高7890-339

5836‐36‐6670007蔵平藤西．高4280‐339

高 岡 向 陵 高 等 学 校 2670‐32‐66701-182瀬石．高8358‐339

高 岡 第 一 〃 6336‐22‐66701-1-2郷本．高8058‐339

高 岡 龍 谷 〃 1415-22-66701-4塚定古．高7158‐339

　専修学校

郵便

番号

0241‐55‐6670675ヶ三．射1430‐939

　短期大学

郵便

番号

7655‐55‐6670975ヶ三．射1430‐939

　大　　　学

郵便

番号

0057‐65‐66700815河黒．射8930‐939

939‐1193 高．戸出石代307-3 0766‐63‐3388

富 山 情 報 ビ ジ ネ ス 専 門 学 校

高 岡 支 援 学 校

高 岡 高 等 支 援 学 校

電話番号所　　在　　地

高 岡 聴 覚 総 合 支 援 学 校

高 岡 第 一 学 園 幼 稚 園

電話番号

学　　校　　名

高 岡 法 科 大 学

教 諭 ・ 保 育 士 養 成 所

地　　在　　所名　　校　　学

富 山 県 立 大 学

富 山 福 祉 短 期 大 学

号番話電地　　在　　所名　　校　　学

号番話電地　　在　　所名　　校　　学

2159‐42‐667053-1-2郷本．高7490‐339
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○魚津公共職業安定所管内

　高等学校

郵便

番号

魚 津 高 等 学 校 1220‐22‐5670549島吉．魚1400‐739

魚 津 工 業 〃 7752‐22‐56708333田経浜．魚1000‐739

桜 井 〃 0210‐25‐56704331市日三．黒5058‐839

新川みどり野 〃 5353‐22‐5670441新下木．魚1100‐739

入 善 〃 939‐0626 下．入善町入膳3963 0765‐72‐1145

新 川 〃 5102-42-56700531島吉．魚1400-739

8821‐45‐56702866田石．黒9500‐839

　職業能力開発校

郵便

番号

5022‐42‐56701-9821縁川．魚6580‐739

○砺波公共職業安定所管内

　高等学校

郵便

番号

石 動 高 等 学 校 2220‐76‐667033-6町西．小0458‐239

小矢部園芸 〃 2081‐76‐6670012中西．小5080‐239

砺 波 〃 7442‐23‐367063-3町幸東．砺5831‐939

砺 波 工 業 〃 7402‐33‐36701-582栖鷹．砺5331‐939

と な み 野 〃 0402‐16‐66701-59水清．小4110‐239

南 砺 福 野 〃 4102‐22‐3670344島苗．南1251‐939

南 砺 平 〃 6412‐66‐36703021島大．南2191‐939

939‐1723 南．利波河1335-5 0763‐52‐4520

北 陸 職 業 能 力 開 発 大 学 校

電話番号所　　在　　地

号番話電名　　校　　学

学　　校　　名

に い か わ 総 合 支 援 学 校

と な み 総 合 支 援 学 校

所　　在　　地

号番話電地　　在　　所名　　校　　学
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○滑川公共職業安定所管内

　高等学校

郵便

番号

雄 山 高 等 学 校 930‐0221 中．立山町前沢1437-1 076‐463‐0680

上 市 〃 930‐0424 中．上市町斉神新444 076‐472‐2345

滑 川 〃 4610‐574‐67054町島加．滑7058‐639

　専修学校

郵便

番号

1000‐674‐6709-941原柳．滑3200‐639

○氷見公共職業安定所管内

　高等学校

郵便

番号

氷 見 高 等 学 校 5330‐47‐66701-71町幸．氷5358‐539

電話番号

号番話電地　　在　　所名　　校　　学

電話番号地　　在　　所名　　校　　学

富 山 医 療 福 祉 専 門 学 校

地　　在　　所名　　校　　学
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TEL

TEL

Mail

Mail

TEL

TEL

Mail

TEL

TEL

Mail

TEL

Mail

TEL

Mail

安定所名 所  域  区  轄  管 地   在   

富 山 

〒 930-0857 富山市奥田新町45 

 076-431-8609(代) 

富山市 

学卒求人の提出は以下へお願いします。 
富山新卒応援ハローワーク 

〒930-0805 富山市湊入船町６-７ 
 サンフォルテ 2 階 

 076-444-8305 

 

高 岡 

〒 933-0902 高岡市向野町3 丁目43-4 

0766-21-1515(代)  

takaoka-anteisho@mhlw.go.jp 

16010hw01@mhlw.go.jp  

高岡市、射水市 

魚 津 

〒 937-0801 魚津市新金屋1-12-31 

0765-24-0365(代)  

uozu-gakusotsu@mhlw.go.jp 

魚津市、黒部市、下新川郡 

砺 波 

〒 939-1363 砺波市太郎丸1-2-5 

0763-32-2914(代) 

tona-gakusotsu@mhlw.go.jp 

砺波市、小矢部市、南砺市 

小 矢 部 

出 張 所 

〒 932-0833 小矢部市綾子5185 

0766-67-0310(代) 
小矢部市 

高卒対象求人の提出につきましては、 

ハローワーク砺波へお願い致します。 

氷 見 

〒 935-0023 氷見市朝日丘9-17 

0766-74-0445(代)  

himi-gakusotsu@mhlw.go.jp 

氷見市 

滑 川 

〒 936-0024 滑川市辰野11-6 

076-475-0324(代) 

name-gakusotsu@mhlw.go.jp 

滑川市、中新川郡 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク（公共職業安定所）一覧 
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